
日本私立学校振興・共済事業団（助成業務）の平成２５年度に係る業務の実績に関する評価

全体評価 ＜参考＞ 業務の質の向上：Ａ 業務運営の効率化：Ａ 財務内容の改善：Ａ

②平成２５年度の評価結果を踏まえた、事業計画及び業務運営等に関して取るべき方策（改善のポイント）
（１）事業計画に関する事項
・ 補助金の申請にあたっては、“不注意による申請上のミス”の削減に向けて、当該ミスの発生原因を分析し、適切に対応することが望まれ
る。（項目別－６）

（２）業務運営に関する事項
・ 平成２７年度から適用される独立行政法人通則法の改正の趣旨も踏まえ、引き続き、理事長のリーダーシップに基づく自主的、戦略的な
運営、適切なガバナンスが行える環境整備に努めることを期待する。（項目別－７８）

（３）その他
・ 事業団の収益源となる貸付残高の減少は、将来の事業団経営に影響を与えかねないものである。耐震改築事業への長期低利融資の影
響と併せて、事業団財政の中期的な展望を検討することが望まれる。（項目別－８８）

③特記事項
・ 特になし

全体－１

①評価結果の総括

・ 第３期中期目標の達成に向けて順調に進捗している。年度計画に基づく業務の着実な実施と改善・充実が、各業務の質の向上や効率
につながり、計画を順調に実施している。
・ 特に、学校法人等に対する経営支援・情報提供事業については、経営困難な学校法人の経営改善計画の作成支援や定期的な進捗状
況のフォローアップ、私学経営に関するアンケート等の実施を通じて、私立学校の経営等に関する各種情報の分析・提供を積極的に行う
など、私立学校支援に貢献していると評価できる。また、大学ポートレート（私学版）を事業団において構築しており、今後、一層充実した
教育情報の提供・活用が期待される。
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項目別評価総表

25年度 25年度

○国民に対して提供するサービスその他の業務の
　 質の向上に関する事項

　　（小項目名）　教育及び経営に関する情報の
　　　　　　　　　　分析・提供状況

Ｂ

（大項目名）　国民に対して提供するサービス
　　　　　　　　その他の業務の質の向上

Ａ
　　（小項目名）　私学版大学ポートレートの構築
　　　　　　　　　　状況

Ａ

　（中項目名）　私立大学等に対する補助事業 Ａ
　　（小項目名）　学校法人会計基準の改正に対す
　　　　　　　　　　る措置状況

Ｂ

　　（小項目名）　補助金配分方法の見直し状況 Ａ 　（中項目名）　受配者指定寄付金事業 Ａ

　　（小項目名）　補助金制度の周知状況 Ａ 　　（小項目名）　利用促進に向けた取組状況 Ａ

　　（小項目名）　補助金申請方法の改善状況 Ａ 　（中項目名）　学術研究振興基金事業 Ａ

　（中項目名）　学校法人等に対する貸付事業 Ａ
　　（小項目名）　交付対象事業・採択基準等の
　　　　　　　　　　見直し状況

Ａ

　　（小項目名）　貸付対象・貸付条件の見直し及び
　　　　　　　　　　貸付財源の確保状況

Ａ 　　（小項目名）　基金事業の広報活動状況 Ａ

　　（小項目名）　延滞債権の回収に向けた取組
　　　　　　　　　　状況

Ａ 　（中項目名）　事業に関する情報開示 Ａ

　（中項目名）　学校法人等に対する経営支援・
　　　　　　　　　情報提供事業

Ｂ
　　（小項目名）　ホームページ等を活用した情報
　　　　　　　　　　開示の状況

Ａ

　　（小項目名）　経営改善等に向けた支援の取組
　　　　　　　　　　状況

Ａ
　　（小項目名）　公表資料のホームページへの
　　　　　　　　　　掲載状況

Ａ

　　（小項目名）　経営改善計画の作成支援状況 Ａ

※当該中期目標期間の初年度から経年変化を記載。

日本私立学校振興・共済事業団（助成業務）の

備考（法人の業務・マネジメントに係る意見募集結果の評価への反映に対する説明等）

平成２５事業年度に係る業務の実績に関する評価

項目名 中期目標期間中の評価の経年変化
※

項目名 中期目標期間中の評価の経年変化
※

総表－1



項目別評価総表

25年度 25年度

○業務運営の効率化に関する事項 　（中項目名）　人件費・管理運営の適正化 Ａ

（大項目名）　業務運営の効率化に関する事項 Ａ
　　（小項目名）　給与の必要な見直し及び組織の
　　　　　　　　　　効率化

Ａ

　（中項目名）　効率的な業務運営体制の確立 Ａ 　（中項目名）　期間全体に係る予算 Ａ

　（中項目名）　経費等の見直し・効率化 Ａ 　（中項目名）　期間全体に係る収支計画 Ａ

　（中項目名）　契約の適正化 Ａ 　（中項目名）　期間全体に係る資金計画 Ａ

　（中項目名）　内部統制の充実・強化 Ａ （大項目名）　短期借入金の限度額 －

○財務内容の改善に関する事項
○その他主務省令で定める業務運営に関する
　事項

（大項目名）　予算（人件費の見積もりを含む。）、
　　　　　　　　収支計画及び資金計画

Ａ
（大項目名）  その他、主務省令で定める業務運営
　　　　　　　　に関する事項

Ａ

　（中項目名）　収益の確保、予算の効率的な
　　　　　　　　　執行、適切な財務内容の実現

Ａ 　（中項目名）　施設・設備に関する計画 －

　　（小項目名）　収支計画に沿った適切な運営
　　　　　　　　　　状況

Ａ 　（中項目名）　人事に関する計画 Ａ

　　（小項目名）　自己収入確保の状況 Ａ 　　（小項目名）　適切な人事配置の状況 Ａ

　（中項目名）　財務内容の管理・運営の適正化 Ａ 　　（小項目名）　人材確保に向けた取組状況 Ａ

　　（小項目名）　財務内容の透明性等の確保の
　　　　　　　　　　状況

Ａ
　　（小項目名）　職員の資質・能力向上に向けた
　　　　　　　　　　取組状況

Ａ

　　（小項目名）　財政状態の健全性の確保の状況 Ａ 　（中項目名）　研修等助成に関する計画 Ａ

※当該中期目標期間の初年度から経年変化を記載。

備考（法人の業務・マネジメントに係る意見募集結果の評価への反映に対する説明等）

項目名
中期目標期間中の評価の経年変化

※

項目名
中期目標期間中の評価の経年変化

※
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【参考資料１】予算、収支計画及び資金計画に対する実績の経年比較（過去５年分を記載）

区分 25年度 区分 25年度

収入 支出

　政府出資金 － 　貸付金 54,255

　借入金 48,500 　借入金償還 58,747

　貸付回収金 70,161 　借入金利息 6,686

　貸付金利息 9,567 　私学振興債券償還 6,000

　預金利息 2 　債券利息 939

　国庫補助金 320,471 　助成金 100

　受入寄付金 21,680 　交付補助金 320,471

　受入基金 6 　配付寄付金 21,502

　基金受取利息 110 　学術研究振興費 129

　雑収入 1,217 　人件費 1,148

　一般管理費 139

　業務経費 530

　施設設備費 －

　長期勘定へ繰入 100

　雑支出 1,201

　計 471,714 　計 471,947

区分 25年度 区分 25年度

費用 収益

　経常費用 　経常利益　

　　交付補助金 320,471 　　補助金等収益 320,471

　　借入金利息 6,637 　　貸付金利息 9,526

　　配付寄附金 21,502 　　寄附金収益 21,635

　　一般管理費　 559 　　財務収益・雑益 1,219

　　その他　 3,540 　　受託収入 －

　臨時損失 1 　臨時利益 557

　法人税、住民税及び事業税 0

　計 352,710 　計 353,408

純利益（損失） 698

　

総利益（損失） 698

（単位：百万円）

（単位：百万円）

備考（指標による分析結果や特異的なデータに対する説明等）
※平成２５年度決算において利益が計上された理由は、長期滞納法人からの回収、貸付残高の減少等により、学校法人への貸付債権に対する「貸倒引当金」が減少したことによるものである。
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区分 25年度 区分 25年度

資金支出 資金収入

　業務活動による支出 　業務活動による収入

　　交付補助金支出　 320,471 　　国庫補助金収入 320,471

　　貸付による支出 54,255 　　貸付金の回収による収入 70,160

　　長期借入金の返済による支出 58,747 　　長期借入による収入 48,500

　　借入金利息支出 6,686 　　貸付金利息収入 9,568

　　私学振興債券の償還による支出 6,000 　　受配者指定寄付金の受入による収入 21,162

　　受配者指定寄付金の配付による支出 20,985 　　その他の収入 1,331

　　その他の支出 3,629 　投資活動による収入 330

　投資活動による支出 385 　財務活動による収入 6

　財務活動による支出 200 　前年度よりの繰越金 14,552

　翌年度への繰越金 14,722

　計 486,080 　計 486,080

【参考資料２】貸借対照表の経年比較（過去５年分を記載）

区分 25年度 区分 25年度

資産 負債

　流動資産 573,650 　流動負債 65,594

　固定資産 9,936 　固定負債 409,733

　負債合計 475,327

純資産

　資本金 100,329

　資本剰余金 5,399

　利益剰余金 2,531

　（うち当期未処分利益） 698

　（うち当期未処理損失） －

　純資産合計 108,259

　資産合計 583,586 負債純資産合計 583,586

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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【参考資料３】利益（又は損失）の処分についての経年比較（過去５年分を記載）（単位：百万円）

区分 25年度

Ⅰ　当期未処分利益（又は損失）

　当期総利益 698

　当期総損失 －

　前期繰越欠損金 －

Ⅱ　利益処分額

　積立金 498

　積立金取崩額 －

【参考資料４】人員の増減の経年比較（過去５年分を記載） （単位：人）

職種※ 25年度

職員数 103

　

　

　

　

備考（指標による分析結果や特異的なデータに対する説明等）
※平成２５年度決算において利益が計上された理由は、長期滞納法人からの回収、貸付残高の減少等により、学校法人への貸付債権に対する「貸倒引当金」が減少したことによるものである。

　日本私立学区振興・共済事業団法附則第１２
条の規定に基づく長期勘定への繰入

100

　日本私立学校振興・共済事業団法第３５条第
１項に基づく助成金

100
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項目別－1 

日本私立学校振興・共済事業団（助成業務）の平成２５事業年度に係る業務の実績評価〔項目別評価〕 
 

【（大項目）1】 
Ⅰ国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべ

き措置 

【評定】 

Ａ 

【（中項目）1－1】 １私立大学等に対する補助事業 
【評定】 

Ａ 

【（小項目）1－1－1】 (1)補助金配分方法の見直し状況 【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：各大学等に対する補助金の交付については、関係法令及び交付要綱等を遵守した適正な配分を行うとともに、「大

学力」の向上のため、定員充足状況、教育情報・財務情報の公表状況、教育研究の質の向上に資する取組等に

応じた増減など、明確なメリハリある配分・一層の重点投資を実施することで、私立学校のガバナンスの強化

を推進し、経営基盤の強化を促進する。 

中期計画：文部科学省における私学振興政策等の状況を踏まえつつ、「大学力」の向上のため、定員充足状況、教育情報・

財務情報の公表状況等による増減や、教育研究の質の向上に資する取組等に応じた支援など、明確なメリハリ

ある配分・一層の重点投資を実施することで、私立学校のガバナンスの強化を推進し、経営基盤の強化を促進

するため、文部科学省と協議を行い、配分方法の適時適切な見直しを行う。 

年度計画：補助金の適切な配分を行うため、以下の取組を行う。 

① 大学教育の質的転換や、特色を発揮して地域の発展を重層的に支える大学づくり、産業界や国内外の大学等

と連携した教育研究など、組織的・体系的に取り組む大学改革を支援するための重点配分を行う。 

② 定員超過大学等の定員充足状況に応じた減額を強化する。 

③ 東日本大震災の被災地にある大学等の安定的な教育環境の整備や授業料減免等への支援を引き続き行う。 

 

－ － － － 

    

実績報告書等 参照箇所 

実績報告書 P.29～36 参照 

【インプット指標】                       （単位：百万円、人） 

（中期目標期間） H25 ― ― ― ― 

人件費 166 ― ― ― ― 

業務経費 150 ― ― ― ― 

（貸付事業収益） （1,952） ― ― ― ― 

従事人員数 21 ― ― ― ― 

注 1：上記の数値は、財務諸表附属明細書セグメント情報を基に算出した。 

注 2：単位は百万円未満切り捨てである。 

注 3：貸付事業収益は、貸付事業における利息収支差をいう。※ 



 

項目別－2 

注 4：従事人員数は、管理職を勘案した延べ人数としている。 

※ 助成業務に係る全ての事業に係る経費（人件費、業務経費）は、貸付事業の収益で賄っており、本事業の人件費・業務経費のみを賄うものではない。また、利益が生じ

た場合には、私学の研修事業を行う団体に対し助成を行うことでいわば私立学校に利益を還元する事業を展開している。なお、これらの事業を実施するために、国から

の運営費交付金は受けていない。 

 

評価基準 実 績 分析・評価 

【補助金の配分に係る取組】 
・私立学校のガバナンスの強化を推進し、

経営基盤の強化を促進するため、補助

金の適切な配分について取り組んだか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)補助金の適切な配分を行うため、以下の取組を行った（実績報告書

P.29～36）。 

①大学教育の質的転換や、特色を発揮して地域の発展を重層的に支え

る大学づくり、産業界や国内外の大学等と連携した教育研究など、組

織的・体系的に取り組む大学改革を支援するための重点配分を行っ

た。 

補助金の適正かつ効率的な配分を行うため、4 回にわたり文部科

学省と協議を重ね、一般補助、特別補助の項目変更などについて、

以下の検討及び見直しを行った（実績報告書 P.29～31）。 

 

【私立大学等改革総合支援事業】（実績報告書 P.29～30） 

○「大学力」の向上のため、組織的・体系的に大学改革に取り組む私

立大学等を以下の 3 つのタイプ毎に選定（一定の点数以上の大学

等）し、経常費・設備費・施設費を一体として重点的に支援する事業

（以下「私立大学等改革総合支援事業」という。）を文部科学省と共

同で実施し、支援対象校に対し、一般補助においては、一定の割合

を加算し、特別補助においては、取組に応じて加算することとした。 

タイプ１： 「建学の精神を生かした大学教育の質向上」（大学教育質

転換型） 

タイプ２： 「特色を発揮し、地域の発展を重層的に支える大学づくり」

（地域特色型） 

タイプ３： 「産業界など多様な主体、国内外の大学等と連携した教育

研究」（多様な連携型） 

 

【一般補助】（実績報告書 P.30） 

○補助金の不交付基準等（私立大学等経常費補助金取扱要領）の見

直し（実績報告書 P.30） 

・不交付となる定員超過率の変更（平成 25 年 11 月 15 日付改正） 

適正な定員管理を促すため、平成 22 年度における決定を踏まえ、

 組織的・体系的な大学改革、管理運営の適正化、障害のあ

る学生の受入れ、大学院等の機能の高度化、大学改革を支

える職員の能力向上、学生の経済的支援体制の充実など、

私立学校のガバナンスの強化を推進し、経営基盤の強化を

促進するため、補助金の適切な配分への取り組みが行われ

ており評価できる。 
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平成 23 年度から平成 25 年度までの年次計画により、平成 25 年度

は収容定員が 8,000 人以上の大学等に対して、不交付となる定員充

足率を入学定員超過率 1.2 倍以上（ただし、医・歯学部除く）に引き下

げることとした。 

 

区 分 

収容定員超過率 

(在籍学生数/収容定員) 
入学定員超過率(入学者数/入学定員) 

 
収容定員8,000人

以上の学校 

学部等[医・歯学部を除く] 

医・歯学部 
 

収容定員8,000人以上

の学校（経過措置） 

平成23年度 1.50倍以上 1.50倍以上 1.30倍以上 
1.20倍以上 

（1.30倍以上） 
1.10倍以上 

平成24年度 1.50倍以上 1.40倍以上 1.30倍以上 
1.20倍以上 

（1.25倍以上） 
1.10倍以上 

平成25年度 1.50倍以上 1.40倍以上 1.30倍以上 1.20倍以上 1.10倍以上 

 

・減額又は不交付措置をとった年度の翌年度以降の取扱い（平成 25

年 11 月 15 日付改正） 

管理運営に課題のある法人への対応を厳格化するため、平成 25

年度より、管理運営が不適正等とされた学校法人等に対する補助金

の減額や不交付措置について、改善努力が十分に行われておら

ず、当初減額の措置を受けることとなった事由が再発したとき又は改

善状況に係る報告に虚偽があると認められるときは前年度に適用し

た減額率を引き上げることができることとした。 

 

・障害のある学生の受入れに対する支援（補助単価の増額） 

障害のある学生の受入れに対する支援の取扱いについて、障害

のある学生が学びやすい環境を整備し、就学機会を確保するために

各大学等における合理的配慮に対する支援を強化するため、補助

単価を増額することとし、平成 26 年 3 月 7 日付けで、私立大学等経

常費補助金配分基準を改正した。 
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【特別補助】（実績報告書 P.30～31） 

○補助要件・補助項目の追加 

以下の補助要件及び補助項目を追加し、平成 26 年 3 月 7 日付

けで、私立大学等経常費補助金配分基準の別記（特別補助）を改

正した。 

・大学院等の機能の高度化への支援（要件の追加） 

「研究施設運営支援」では、当該年度において文部科学大臣によ

る共同利用・共同研究拠点として認定されている施設を対象施設と

して追加した。 

 

・未来経営戦略推進経費（項目の追加） 

各私立大学等で策定している大学改革計画や経営改善計画（中

長期展望）などを踏まえ、企画・教務・財務面での大学改革を支える

職員の能力向上を図るための組織的・持続的・計画的な取組を支援

するため、「持続的な大学改革を支える職員力に係る取組み」を補助

対象として追加した。 

 

・授業料減免及び学生の経済的支援体制の充実（項目の追加） 

学内における教育支援活動や自身の社会性向上に資する活動に

従事する学生  (大学院生は除く)に対し、大学等が実施している給

付的な取組を支援するため、「学内ワークスタディ事業支援」を補助

対象として追加した。 

産業界等と連携し、産業界が一定額の負担を行う減免等奨学制

度の取組を支援するため、「産学合同スカラーシップ事業支援」を補

助対象として追加した。 

 

②定員超過大学等の定員充足状況に応じた減額を強化した（実績報告

書 P.31～34）。 

○補助金算定方法等（私立大学等経常費補助金配分基準）の見直し

（実績報告書 P.31～34） 

・定員超過による傾斜配分の強化（平成 25 年 11 月 15 日付改正） 

適正な定員管理を促すため、収容定員超過の学部等に係る傾斜

配分について、平成 22 年度における決定を踏まえ、平成 23 年度か

ら平成 25 年度までの年次計画により、平成 25 年度の最大減額率を

50％とし減額率を強化することとした。また、収容定員 8,000 人以上
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の大学等については、別途増減率の区分を設け、より減額率を強化

することとした。 

 

③東日本大震災の被災地にある大学等の安定的な教育環境の整備や

授業料減免等への支援を引き続き行った（実績報告書 P.35）。 

・東日本大震災に係る補助金交付額 

「授業料減免事業等支援経費（震災分）」及び「被災私立大学等復

興特別補助」として、2,956 百万円を交付した。 

平成 25 年度交付額 

授業料減免事業等支援経費(震災分) ：2,272 百万円 

被災私立大学等復興特別補助     ： 684 百万円 

合     計          ：2,956 百万円 

 

・震災の影響による学生数の増減に関する取扱いの弾力化（平成 23

年度より継続） 

特定被災区域の学部等については、収容定員充足率が 50％以下

となった場合でも、補助の対象とすることとした。また、特定被災区域

の定員割れ学部等については、増減率の算定にあたり、平成 22 年

度の増減率を下限とした。 

 

・寄付金（震災義援金）支出に関する取扱いの弾力化（平成 23 年度よ

り継続） 

学校法人の寄付金支出について、3 千万円を超える場合は超えた

額を補助金基準額から減額できることとなっているが、東日本大震

災に係る支援活動を促進するため、震災に関する寄付金で、小科目

「震災義援金支出」等の表示を設け会計処理されるものについて

は、国又は地方公共団体に対するものと同様に、補助金減額調整

の積算から除外することとした。 
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【（小項目）1－1－2】 (2)補助金制度の周知状況 【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：各大学等に対し、補助金制度への理解を深め、補助金の適正な使用を周知徹底する取組を強化する。 

中期計画：私立大学等のニーズを踏まえ、補助金の適正な申請及び使用を周知徹底するため、補助金説明会の充実を図る。 

年度計画：補助金の適正な申請及び使用を周知徹底するため、以下の取組を行う。 

① 参加者の習熟度やニーズ等に応じたコース別の説明会を実施する。なお、説明内容の理解度等に関するアンケ

ートを実施し、理解度９０％以上を目指す。 

② 配分方法の変更点や申請上注意すべき点等を電子窓口や私学関係団体の研修会及び広報誌などを通じて注意

喚起を図る。 

③ 大学等の補助事業の実施状況について実地調査を行うとともに申請事務等の指導・助言を行う。 

 

－ － － － 

    

実績報告書等 参照箇所 

実績報告書 P.37～41 参照 

【インプット指標】 

【（小項目）1－1－1】と同じ 

 

評価基準 実 績 分析・評価 

【補助金制度の周知】 
・補助金の適正な申請及び使用の周知徹底

に取り組んだか。 
 

 

 

 

 

(2)補助金の適正な申請及び使用を周知徹底するため、以下の取組を行っ

た（実績報告書 P.37～41）。 

①参加者の習熟度やニーズ等に応じたコース別の説明会を実施した。な

お、説明内容の理解度等に関するアンケートを実施し、その結果、理

解度９０％以上となった（実績報告書 P.37～38）。 

○私立大学等経常費補助金説明会（実績報告書 P.37～38） 

学校法人の補助金事務担当者（事務責任者を含む。）を対象に、

「私立大学等経常費補助金説明会」（以下「補助金説明会」という。）

を平成 25 年 6 月に全国 6 会場（札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、

福岡）で開催した。構成は、平成 24 年度の説明会でのアンケート結

果が概ね高評価であったことを踏まえ、平成 24 年度と同様、1 日目

を入門者向けの「補助金制度の概要と事務の流れ」、2 日目を補助

金事務責任者向けの「平成 25 年度の制度変更と申請上の留意点」

とした。入門者向けでは、一般補助・特別補助の概要を説明し、補

助金事務責任者向けでは、配分方法の変更点、申請上の留意点及

び会計検査院の実地検査状況等について説明し、それぞれ補助金

の適正な申請及び使用に関する注意を喚起した。新規項目の「私

立大学等改革総合支援事業」については、説明時間を別に設け概

要を説明した。 

 補助金制度、手続き等に関する説明会を計画的に実施し、

受講者の理解度も目標を達成しているほか、私学関係団体

の研修会及び広報誌などを通じた注意喚起により、補助金

の適正な申請及び使用の周知徹底に取り組んでおり評価で

きる。 

 特に、責任者向けの説明会におけるアンケート回収率が低

いことから、適切に実態を把握できるよう、今後は一層、回

収に努めること、また、補助金の申請にあたっては、“不注意

による申請上のミス”の削減に向けて、当該ミスの発生原因

を分析し、適切に対応することが望まれる。 
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また、前年度の会計検査院実地検査報告で不当事項として指摘

された事項については、事例を詳しく解説することにより同種の事態

を引き起こさないよう注意を促すなど、再発防止に努めた。 

なお、平成 25 年度においては会計検査院実地検査における指摘

例を事由ごとに分類、整理した。さらに、平成 26 年度の補助金説明

会の企画立案にあたっては、申請ミスの発生要因を分析し、再発防

止に向けた説明内容を充実させる計画である。 

補助金説明会への参加者数は、入門者向けは 577 法人、1,911

名、責任者向けは 723 法人、3,039 名であった。 

 

○参加者の説明（研修）内容の理解度（アンケート結果による） 

（実績報告書 P.38） 

補助金説明会において、参加者全員にアンケートを実施した結

果、参加者の理解度は、補助金事務責任者向けが 94.5％、入門者

向けが 94.2％となり、目標とした 90％を上回った。 

 

（アンケート結果の分析と対応） 

アンケート結果等を分析したところ、概ね高評価であり、特に理解

度をより向上させる方策として、説明会資料の Q&A 及び具体的事

例の内容を充実させたことにより、補助金制度の仕組みや補助金

申請上の留意点がよく理解され好評であった。 

 

②配分方法の変更点や申請上注意すべき点等を電子窓口や私学関係

団体の研修会及び広報誌などを通じて注意喚起を図った（実績報告

書 P.38～39）。 

○文書等による注意喚起及び配分基準の公開等 

（実績報告書 P.38～39） 

・各調査票を電子窓口に掲載する際、質問が多く寄せられた事項につ

いて、Q&A を添付し周知した(平成 25 年 6 月 3 日、7 月 5 日・26 日、8

月 6 日・28 日、9 月 3 日、10 月 4 日・15 日・28 日)。 

・平成 25 年度の私立大学等経常費補助金取扱要領及び私立大学等

経常費補助金配分基準をホームページに公開した（平成 26 年 3 月

12 日）。 

・平成 26 年度私立大学等経常費補助金の配分方法について、電子窓

口にて周知した（平成 26 年 2 月 21 日、3 月 26 日）。 
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○私学関係団体等の講演・研修会等を利用した補助金制度の周知徹

底（実績報告書 P.39） 

以下の私学関係団体等が主催する講演会・研修会等において補

助金制度についての説明を行い、制度に対する理解を促すととも

に、補助金の適正な申請及び使用に関する注意を喚起した。 

・西日本私立大学振興協議会（平成 25 年 7 月 8 日） 

・関東私立短期大学協会（平成 25 年 9 月 9 日） 

・一般社団法人 日本私立医科大学協会（平成 25 年 10 月 3 日、平成

26 年 2 月 6 日） 

・日本私立大学協会（平成 25 年 10 月 24 日・25 日） 

・日本私立短期大学協会（平成 25 年 10 月 30 日～11 月 1 日） 

・公益社団法人 私立大学情報教育協会（平成 25 年 11 月 26 日、平成

26 年 3 月 28 日） 

・一般社団法人 日本私立大学連盟（平成 25 年 12 月 13 日） 

 

○広報誌『月報私学』による配分方法等の周知（実績報告書 P.39） 

・平成 24 年度私立大学等経常費補助金最終交付状況と配分方法の

主な変更点(平成 25 年 4 月号) 

・平成 25 年度私学関係予算（案）の概要(平成 25 年 4 月号) 

・平成 25 年度補助金説明会（平成 25 年 5 月号） 

・平成 25 年度私立大学等経常費補助金配分方法の主な変更点 

(平成 25 年 7 月号) 

・私立大学等経常費補助金 Q&A①(平成 25 年 10 月号) 

・私立大学等経常費補助金 Q&A②(平成 25 年 11 月号) 

・平成 25 年度私立大学等経常費補助金第一次交付の交付状況 

(平成 25 年 12 月号) 

・私立大学等経常費補助金 会計検査院の実地検査結果(平成 25 年

12 月号) 

 

③大学等の補助事業の実施状況について実地調査を行うとともに申請

事務等の指導・助言を行った（実績報告書 P.39～40）。 

補助金の適正な申請及び使用の状況を確認するため、平成 24 年

度に補助金を交付した学校法人のうち 55 法人 74 校に対して実地調査

を実施した。 

法人の管理運営を問うような「不適正な事象」と判断される事例はな
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かったものの、調査の結果、不注意による申請上のミスが散見され

た。 

○全学校法人への周知徹底（実績報告書 P.41） 

会計検査院から指摘を受けた事項については、他の学校法人で

今後同様の問題が生じないよう注意を促すため、以下の方法により

周知徹底を図った。 

・広報誌『月報私学』(平成25年12月号)に不当事項の内容掲載と注意

喚起 

・学校法人の事務担当者が申請内容を見直すための参考資料（「事務

担当者資料」）に過去からの指摘事例及び見直しのポイントを掲載 

・補助金説明会（全国 6 会場）において会計検査制度や指摘事例の説

明及び注意喚起 
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【（小項目）1－1－3】 (3)補助金申請方法の改善状況 【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：文部科学省の補助金制度の見直し等の状況を踏まえつつ、学校法人に対する経常費補助金の配分方法の

適時適切な見直しを行い、補助効果を高めることとする。 

中期計画：補助金の適正な執行を確保しつつ、私立大学等の事務負担に配慮し、申請書類等の見直しを行う。 

年度計画：申請書の記入例に加えＱ＆Ａを充実するなど、調査票の様式や記入要領等の見直しを行う。 

－ － － － 

    

実績報告書等 参照箇所 

実績報告書 P.42 参照 

 

【インプット指標】 

【（小項目）1－1－1】と同じ 

 

評価基準 実 績 分析・評価 

【補助金申請方法の改善】 
・補助金の適正な執行を確保しつつ、私立

大学等の事務負担に配慮し、調査票の

様式や記入要領等の見直しを行った

か。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)申請書の記入例に加え Q&A を充実するなど、調査票の様式や記入要領等の見直し

を行った（実績報告書 P.42）。 

○特別補助調査票の様式の見直し及び記入要領の充実 

学校法人の補助金交付申請手続きの負担軽減に配慮しつつ、適切な申請が

行えるよう、各調査票の記入にあたって根拠となる資料の名称を例示するととも

に、チェックシートにおいて記入例を示し当該資料による要件確認の有無を記載

させ、Q&A を随時追加することにより記入要領等の充実に努めた。また、誤記入

の多い調査票については、様式を改良し、記入要領において対象要件を明確に

し内容を充実するなど見直しを行い、適切に申請が行えるようにした。 

 特別補助調査票の様式について、誤記入の

多い調査票の様式を改良するなど、学校法人

の補助金交付申請手続きの負担軽減に配慮し

つつ、適切な申請が行えるよう、記入要領等の

充実に努めており評価できる。 

 



 

項目別－11 

【（中項目）1－2】 ２ 学校法人等に対する貸付事業 
【評定】 

Ａ 

【（小項目）1－2－1】 (1)貸付対象・貸付条件の見直し及び貸付財源の確保状況 【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：学校法人等の資金需要を踏まえて貸付規模を適切に把握するとともに、貸付財源の安定的確保に努める。また、

適宜貸付対象となる事業、貸付条件の見直しを行う。 

中期計画：学校法人等の資金需要を踏まえ、適宜貸付対象となる事業、貸付条件の見直しを行う。また、貸付財源の安定的

確保に努める。 

① 学校法人の施設整備計画及び借入ニーズを把握するため、引き続き調査等を行い、貸付対象となる事業、貸付

条件の見直しを適宜行う。 

また、私立学校施設の耐震化を促進するため、長期低利融資や利子助成制度の周知を図る。 

② 貸付事業の利用を促進するため、融資に係る体制等の整備を行い、新たな融資先を開拓するなど融資促進活動

の充実と強化を図る。 

③ 貸付事業の安定的運営に考慮しつつ、学校法人の経営上のリスク軽減に資するため、学校法人のニーズを踏ま

え、現行融資制度に沿った繰上償還の受入れや返済期間を短縮した貸付けも引き続き活用する。 

年度計画：学校法人等の資金需要を踏まえ、適宜貸付対象となる事業、貸付条件の見直しを行う。また、貸付財源の安定的

確保に努める。 

① 貸付事業の利用促進方策として以下の取組を行う。 

ア 借入希望のアンケート調査などにより、今後の借入ニーズを把握する。 

イ 施設整備計画がある学校法人等を積極的に訪問し、貸付事業の利用促進を図る。 

ウ 平成２５年度以降に借入を希望又は検討している学校法人等に対し、個別の相談会や融資制度の説明会を実

施する。特に、学校施設の耐震化等防災安全対策を支援するため、長期低利融資や利子助成制度の周知を図

る。 

エ ホームページ等を活用して貸付制度の周知を図る。 

② 貸付事業の利用を促進するため、融資に係る体制等の整備を行い、新たな融資先を開拓するなど融資促進活動

の充実と強化を図る。 

③ 学校法人のニーズを踏まえ、現行融資制度に沿った繰上償還の受入れや返済期間を短縮した貸付けも引き続き

活用する。 

 

－ － － － 

    

実績報告書等 参照箇所 

実績報告書 P.43～51 参照 

 

【インプット指標】                       （単位：百万円、人） 

（中期目標期間） H25 ― ― ― ― 

人件費 170 ― ― ― ― 

業務経費 176 ― ― ― ― 
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（貸付事業収益） （1,952） ― ― ― ― 

従事人員数 19 ― ― ― ― 

 

注 1：上記の数値は、財務諸表附属明細書セグメント情報を基に算出した。 

注 2：単位は百万円未満切り捨てである。 

注 3：貸付事業収益は、貸付事業における利息収支差をいう。※ 

注 4：従事人員数は、管理職を勘案した延べ人数としている。 

※ 助成業務に係る全ての事業に係る経費（人件費、業務経費）は、貸付事業の収益で賄っており、本事業の人件費・業務経費のみを賄うものではない。また、利益が

生じた場合には、私学の研修事業を行う団体に対し助成を行うことでいわば私立学校に利益を還元する事業を展開している。 

なお、これらの事業を実施するために、国からの運営費交付金は受けていない。 

 

評価基準 実 績 分析・評価 

【貸付対象・貸付条件の見直し及び貸付

財源の安定的確保】 
・学校法人等の資金需要を踏まえ、適宜

貸付対象となる事業、貸付条件の見直

しを行ったか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)学校法人等の資金需要を踏まえ、適宜貸付対象となる事業、貸付条

件の見直しを行った。また、貸付財源の安定的確保に努めた（実績報

告書 P.43～51）。 

①貸付事業の利用促進方策として以下の取組を行った（実績報告書

P.43～47）。 

ア 借入希望のアンケート調査などにより、今後の借入ニーズを把握

した。 

○平成 25 年度借入希望アンケート調査の実施 

（実績報告書 P.43～44） 

平成 25 年度以降の施設整備計画及び平成 25 年度の事業団資

金の借入需要額を把握するため、「平成 25 年度施設・設備計画お

よび事業団資金の借入希望についてのお願い」により借入希望の

アンケート調査を大学法人から専修学校法人に対し実施した。 

なお、信用リスクが著しく高いと見られる学校法人については、

案内を控えた。 

* 対象法人数：大学法人から専修学校法人 4,950 法人 

* 実施期間：送付／平成 25 年 2 月 18 日、 

提出期限／平成 25 年 3 月 22 日 

* 回答法人数：801 法人 

* 照会結果：借入希望法人 101 法人 

* 貸付法人数：65 法人（貸付額 34,859,000 千円） 

 融資のニーズに的確に応えるための施策（借入希望アンケ

ート調査、融資利用に関するアンケート調査、融資相談会、融

資説明会等）を実施するとともに、適切に貸付対象となる事業

や貸付条件の見直しを行い、貸付財源の安定的確保に努め

ており評価できる。 

また、46 道府県庁を訪問して、融資制度周知の新たなチャ

ンネルを開拓したことは、中長期的にみて大きな意義があっ

たものと思われ、高く評価できる。 

 今後は、経営ニーズにあった支援の在り方に関する検討の

成果に期待したい。 
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○文部科学省からの依頼による「私立学校校舎等実態調査」の実施

（実績報告書 P.44） 

大学法人、短期大学法人及び高等専門学校法人を対象とした

「私立学校校舎等実態調査」を実施し、建築年度、耐震化の実施

等の法人所有施設の状況を調査した。調査にあたっては、事業団

電子窓口を利用した。 

* 対象法人数：大学法人、短期大学法人及び高等専門学校法人

672 法人 

* 実施期間：送付／平成 25 年 5 月 16 日 

提出期限／平成 25 年 6 月 12 日 

* 回答法人数：670 法人 

 

○融資利用に関するアンケート調査の実施【新規】 

（実績報告書 P.44） 

今回、新たに前年度貸付法人に対し、「融資制度」「融資の利便

性」「職員の対応」についてアンケート調査を実施した。 

* 対象：平成 24 年度貸付法人 124 法人 

* 実施：平成 25 年 6 月 12 日 提出期限：平成 25 年 7 月 12 日 

* 回答：109 法人 

回答法人の 65％が以前に事業団の融資を利用したことのある

法人であった。 

「融資制度」：90％以上が金利と借入期間に魅力を感じていた。 

「融資の利便性」：70％が利用しやすい制度と感じていた。 

「職員の対応」：95％が満足していた。 

* 新たなニーズへの対応 

経営充実のための資金など経常的経費への融資等を求める

意見を踏まえ、貸付対象事業や貸付条件の改善など、私立学校

の経営ニーズに応じた支援の在り方について検討を始めた。 

* 要望への対応 

提出書類の作成が負担となり利用しにくいとの意見を踏まえ、

平成 25 年度に申請書の添付書類等についての簡素化を行っ

た。 

 

イ 施設整備計画がある学校法人等を積極的に訪問し、貸付事業の

利用促進を図った（実績報告書 P.45）。 
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財務内容が健全な法人に対して、事業団融資制度の周知のた

め、平成 25 年度も精力的に融資促進訪問を行った（延べ 81 法

人）。その結果、10 法人 19,410,000 千円の融資に結びついた。 

・平成 26 年度貸付に向け学校法人への訪問を実施した。 

・耐震化促進のため、耐震改築事業に対する低利融資の融資促進訪

問を実施した。 

 

ウ 平成２５年度以降に借入を希望又は検討している学校法人等に

対し、個別の相談会や融資制度の説明会を実施した。特に、学校

施設の耐震化等防災安全対策を支援するため、長期低利融資や

利子助成制度の周知を図った（実績報告書 P.45～46）。 

 

○融資相談会（実績報告書 P.45） 

平成 25 年 2 月に実施した借入希望のアンケート調査において、

平成 25 年度に借入れの希望がある既設の学校法人を対象とした

融資相談会を、会場設定又は学校訪問により、下記のとおり実施

した。 

開 催 日 会  場 参加法人数 

平成 25 年 5 月 27 日～29 日 福岡・宮崎会場 4 

平成 25 年 9 月 24 日～25 日 名古屋会場 2 

平成 25 年 10 月 7 日～8 日 大阪会場 9（うち訪問 4） 

平成 25 年 10 月 21 日～22 日 福岡会場 4 

 計 19 

 

○融資説明会（実績報告書 P.45～46） 

融資相談会に合わせ、融資制度の改正点を広報すること、融資

制度の周知を図ることを目的として、3 年ぶりに説明会を開催。166

法人、227 名が参加し、そのうち個別相談につながった法人が 48

法人あった。 

 

○高等学校から幼稚園（専・各含む）に長期低利融資及び利子助成

制度の周知【新規】 

・県庁訪問（実績報告書 P.46） 

高等学校から幼稚園（専・各含む）の耐震化事業の状況把握や耐
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震改築・改修事業に係る長期低利融資及び利子助成制度の周知を

図るため、46 道府県を訪問したところ以下のような効果があった。 

* 貸付実績のなかった県の法人から借入希望があり、そのうち 3

県（秋田、富山、三重）3 法人に融資することができた（92,700 千

円）。 

* 17 道府県から融資パンフレットの請求があった。 

* 県の担当者と直接面談したことによって事業団融資への理解が

得られ、融資手続きが円滑に行えるようになった。 
 

・県等からの依頼により、県・振興会等主催の耐震化促進説明会にお

いて、事業団の耐震化に係る長期低利融資制度及び利子助成制

度の概要について説明を行った。 

埼玉県（平成 25 年 7 月 15 日・26 日） 

栃木県幼稚園協会（平成 25 年 9 月 11 日） 

新潟県私立幼稚園経営研究会（平成 25 年 11 月 11 日） 
 

・私立学校施設の耐震化等に関する説明会 

文部科学省主催の「私立学校施設の耐震化等に関する説明会」

において事業団が実施している耐震化に係る長期低利融資制度及

び利子助成制度の概要について説明した（平成 26 年 1 月 14 日、2

月 25 日）。 

 

エ ホームページ等を活用して貸付制度の周知を図った（実績報告書

P.46～47）。 

平成 25 年度の貸付制度の総合的利用案内である『私立学校の

ための融資ガイド』等をホームページで速やかに更新・公開すると

ともに、以下の方法により制度の周知を図った。 

 

○ホームページの活用（実績報告書 P.46） 

『私立学校のための融資ガイド』については、平成 25 年 4 月 1

日にホームページを更新した。また、融資金利表については、財政

融資資金からの借入条件変更に合わせて、改定の都度ホームペ

ージを更新した（平成 25 年 4 月 10 日、5 月 13 日、6 月 12 日、7 月

10 日、8 月 9 日、9 月 11 日、10 月 9 日、11 月 14 日、12 月 13 日、

平成 26 年 1 月 16 日、2 月 13 日、3 月 12 日)。 
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○『私立学校のための融資ガイド』（平成 25（2013）年度版）の配付

（実績報告書 P.47） 

・アンケートで借入希望のあった学校法人に対して、融資相談会及び

融資説明会において配付した。 

・文部科学省主催の私立学校施設の耐震化等に関する説明会にお

いて配付した。 

・平成 26 年度版の『私立学校のための融資ガイド』については、内容

をより見やすくわかりやすく改め、平成 26 年 3 月に各都道府県の私

学振興会に配付した。 

○パンフレット『夢のおてつだい』の配付（実績報告書 P.47） 

・アンケートで借入希望のあった学校法人に対して融資相談会及び

融資説明会において配付した。 

・私学リーダーズセミナーにおいて配付した。 

 

○広報誌『月報私学』への掲載（実績報告書 P.47） 

・事業団融資の利用のご案内（平成 25 年 4 月号） 

・事業団融資のご案内（平成 25 年 5 月号） 

・事業団資金で明日を拓く［融資対象事業の紹介］（平成 25 年 11 月

号、平成 26 年 1 月号） 

・融資事業のご案内（平成 25 年 4 月号～平成 26 年 3 月号まで掲載） 

 

○全日本私立幼稚園連合会会誌『私幼時報』への掲載 

（実績報告書 P.47） 

・事業団融資のご案内（平成 25 年 4 月号～6 月号まで掲載） 

 

②貸付事業の利用を促進するため、融資に係る体制等の整備を行い、

新たな融資先を開拓するなど融資促進活動の充実と強化を図った

（実績報告書 P.47～48）。 

○融資に係る体制等の整備（実績報告書 P.47） 

・職員等の増員 

平成 25 年度より係員数を 10 人（派遣職員 3 人、専門員 1 人含む）

から 12 人（派遣職員 4 人、専門員 2 人含む）へ増員して各係の体制

を強化するとともに、融資担当の理事や管理職を中心に行っていた

融資促進活動に管理職以外の職員を加えることにより、きめ細かな

対応を可能とした。 
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○新たな融資先の開拓（実績報告書 P.47～48） 

借入計画が具体的に定まった法人への融資相談会だけでなく、

事業団から借入希望のない法人へのアプローチとして事業団融資

制度を説明することにより、新たな融資先を開拓した。 

・融資促進訪問【再掲】 

財務内容が健全な法人に対して、事業団融資制度の周知のた

め、平成 25 年度も精力的に融資促進訪問を行った（延べ 81 法人）。

その結果、10 法人、19,410,000 千円の融資に結びついた。 

・平成 26 年度貸付に向け学校法人への訪問を実施した。 

・耐震化促進のため、耐震改築事業に対する低利融資の融資促進訪

問を実施した。 

・融資説明会【再掲】 

 融資相談会に合わせ、融資制度の説明会を開催。 

札幌会場 （平成 25 年 9 月 10 日） 

東京会場 （平成 25 年 8 月 23 日・9 月 30 日） 

名古屋会場（平成 25 年 9 月 24 日） 

大阪会場 （平成 25 年 10 月 7 日） 

福岡会場 （平成 25 年 10 月 21 日） 

・県庁訪問【再掲】 

高等学校から幼稚園（専・各含む）の耐震化事業の状況把握や耐

震改築・改修事業に係る長期低利融資の周知を図るため、46 道府

県を訪問した。 

・融資利用に関するアンケート調査の実施【新規】【再掲】 

今回、新たに前年度貸付法人に対し、「融資制度」「融資の利便

性」「職員の対応」についてアンケート調査を実施した。 

* 対象：平成 24 年度貸付法人 124 法人 

* 実施：平成 25 年 6 月 12 日 提出期限：平成 25 年 7 月 12 日 

* 回答：109 法人 

回答法人の 65％が以前に事業団の融資を利用したことのあ

る法人であった。 

「融資制度」：90％以上が金利と借入期間に魅力を感じていた。 

「融資の利便性」：70％が利用しやすい制度と感じていた。 

「職員の対応」：95％が満足していた。 

* 新たなニーズへの対応 

経営充実のための資金など経常的経費への融資等を求める
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・貸付財源の安定的確保に努めたか。 
 
 

意見を踏まえ、貸付対象事業や貸付条件の改善など、私立学校

の経営ニーズに応じた支援の在り方について検討を始めた。 

* 要望への対応 

提出書類の作成が負担となり利用しにくいとの意見を踏まえ、

平成 25 年度に申請書の添付書類等についての簡素化を行っ

た。 

 

③学校法人のニーズを踏まえ、現行融資制度に沿った繰上償還の受入

れや返済期間を短縮した貸付けも引き続き活用した（実績報告書

P.48～49）。 

・繰上償還の受入れ 

補償金付繰上償還を 23 件、37 億円受け入れた。また補償金無繰

上償還を 35 件、14 億円受け入れた。 

・返済期間を短縮した貸付 

平成 25 年度融資のうち返済期間を 10 年未満とする貸付件数は

16 件、貸付額 36 億円となり、全貸付件数 182 件のうち 9％となった。 

 

○貸付条件の見直し（実績報告書 P.48） 

・耐震改修特別融資に係る融資率の緩和を実施した。 

高等学校から幼稚園までの融資率に合わせ大学から高等専門学

校、専修学校・各種学校についても 80％から 100％へ融資率の緩和

を行った（平成 25 年 7 月 1 日～）。 

 

○貸付財源の調達・確保（実績報告書 P.49） 

平成 25 年度の貸付額は 543 億円であった。貸付財源の内訳は

以下のとおりである。 

・長期勘定からの資金融通 100 億円 

・長期借入金（財投融資資金）385 億円（執行率 100％） 

・自己資金等 58 億円 
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【（小項目）1－2－2】 (2)延滞債権の回収に向けた取組状況 【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：適切な与信審査などリスク管理機能の強化を図るとともに貸付債権の確実な回収に努め、事業の安定的な運

営を図る。 

中期計画：貸付事業の安定的な運営を図るため、以下の取組を行う。 

① 与信審査における事業の適切性、資金計画の妥当性、償還の確実性並びに担保物件及び保証人の妥当性の

検証を行い、諸データの活用により与信審査の向上に努める。 

② 貸付先法人の信用格付によるモニタリングを充実し、早期に経営状況等の変化を把握するとともに必要に

応じた対応策を講じることにより滞納の抑止に努める。 

③ 長期滞納法人、貸出条件緩和法人及び将来不良債権化が予測される法人に対して、弁護士等の助力を得る

とともに経営支援部署等との連携を図り、債権の保全・回収に努める。 

④ 今後の学校法人等の経営上のリスクを考慮しつつ、平成２９年度末の貸付残高に占めるリスク管理債権* 

の割合を３.０％以下とする。 

なお、このリスク管理債権の割合を算定するに当たっては、東日本大震災により格付されたリスク管理債

権を除くこととする。 

* リスク管理債権とは、破綻先債権額及び６か月以上の延滞債権額に、３か月以上の延滞債権額及び貸出条

件緩和債権額を加えた合計をいう。 

年度計画：貸付事業の安定的な運営を図るため、以下の取組を行う。 

① 与信審査における事業の適切性、資金計画の妥当性、償還の確実性並びに担保物件及び保証人の妥当性の

検証を行い、諸データの活用により与信審査の向上に努める。 

② 貸付先法人の信用格付の変化をモニタリングし、早期に経営状況等の変化を把握する。また、返済期日に

入金のない貸付先法人には、電話、面談、実地調査、文書などによる督促を迅速に行い、３か月以上の延

滞債権の発生を抑え、早期の滞納解消・回収に努める。 

③ 長期滞納法人、貸出条件緩和法人及び将来不良債権化が予測される法人に対して、弁護士等の助力を得る

とともに私学経営情報センター等との連携を図り、債権の保全・回収に努める。 

④ 平成２５年度末の貸付残高に占めるリスク管理債権*の割合を３.０％以下とする。 

なお、リスク管理債権の割合を算定するに当たっては、東日本大震災により格付されたリスク管理債権を

除くこととする。  

* リスク管理債権とは、破綻先債権額及び６か月以上の延滞債権額に、３か月以上の延滞債権額及び貸出条

件緩和債権額を加えた合計をいう。 

 

－ － － － 

    

実績報告書等 参照箇所 

実績報告書 P.52～58 参照 

【インプット指標】 

【（小項目）1－2－1】と同じ  
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評価基準 実 績 分析・評価 

【貸付事業の安定的運営】 
・貸付事業の安定的な運営を図ったか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)貸付事業の安定的な運営を図るため、以下の取組を行った（実績報告

書 P.52～58）。 

①与信審査における事業の適切性、資金計画の妥当性、償還の確実性

並びに担保物件及び保証人の妥当性の検証を行い、諸データの活用

により与信審査の向上に努めた（実績報告書 P.53）。 

○与信審査の向上に係る取組（実績報告書 P.53） 

信用格付（預金等受入機関に係る検査マニュアルに準じ、事業

団が作成した債務者区分をいう。）により、学校法人等に係る信用

リスクを把握するとともに、貸付対象事業に係る明細書類及び関係

証ひょう並びに必要に応じて行う現地調査等により、事業の適切

性、資金計画の妥当性、償還の確実性、担保物件及び保証人の妥

当性について検証し、与信審査の向上に努めた。 

 

○諸データの活用による与信審査の向上（実績報告書 P.53） 

平成 25 年度貸付審査から、私学経営情報センターで構築した過

去12か年の学生等数の推移データ（入学定員充足率、志願倍率な

ど）をもとに、法人が作成した今後 4 年間の学生等数の推移（予測）

の実現可能性を精査することとした。なお、本資料を理事会審査の

資料として追加した。 

 

②貸付先法人の信用格付の変化をモニタリングし、早期に経営状況等

の変化を把握した。また、返済期日に入金のない貸付先法人には、電

話、面談、実地調査、文書などによる督促を迅速に行い、３か月以上

の延滞債権の発生を抑え、早期の滞納解消・回収に努めた（実績報

告書 P.53～56）。 

新規滞納法人の発生を抑制するため、平成 24 年度末貸付残高の

ある法人1,330法人について、債務者区分に基づく信用格付作業を実

施（平成 25 年 4 月 1 日～5 月 9 日）し、格付の推移をモニタリングした

（平成 25 年 5 月 10 日～31 日）。 

また、信用格付の下落が顕著な法人及び低格付で推移している法

人については、法人概況表や私学データ作成システムで出力した資

料により、学生数等の推移や財務状況から要因を分析するなど、経

営状況等の把握に努めた。さらに、貸付時に附帯条項を付した 5 法人

から、平成 24 年度の決算説明を受けた。加えて、モニタリングの一環

貸付事業の安定的な運営を図るため、与信審査の向

上、貸付先の信用格付等のモニタリング、返済期日への

注意喚起、滞納を生じた場合の督促手続きなど各段階に

応じた対策が講じられており評価できる。 
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 として、平成 24 年度新規貸付法人のうち 67 法人に対して事業実施状

況調査を実施するとともに、当該調査を通じて経営状況等を把握し

た。 

○早期の滞納解消・回収への取組（実績報告書 P.53～56） 

事業団の償還方法は、元金の返済が 9 月 15 日・20 日（10 月 1

日～3 月 31 日契約分）または 3 月 15 日・20 日（4 月 1 日～9 月 30

日契約分）の年 1 回、利息の支払いが 9 月 15 日・20 日と 3 月 15

日・20 日の年 2 回となっている。ただし、教育環境整備費について

は、契約締結日によって 4 月～8 月、10 月～2 月の間に返済され

る。 

 

（返済期日までの確実な入金に対する一般的な注意喚起） 

・平成 25 年度償還分について、平成 25 年 8 月 27 日及び平成 26 年

2 月 27 日に「貸付金に係る償還のご案内」をホームページに掲載し

た。また、広報誌『月報私学』平成 25 年 8・9 月号及び平成 26 年 2・3

月号に「貸付金に係る償還のご案内」を掲載し、返済忘れのないよう

注意を喚起した。返済期日に入金がなかった場合は、貸付先法人に

対して電話や文書等による督促を迅速に行った。 

 

（新規滞納法人への取組） 

・平成 25 年 3 月において新たに元利金の滞納が発生した 2 法人につ

いては、文書、電話、面談による督促、状況把握に努めた結果、平

成 25 年 4 月末までに滞納を解消した。また、平成 25 年 9 月におい

て新たに元利金の滞納が発生した 7 法人については、文書、電話、

面談による督促に努めた結果、平成 26 年 3 月末までに 6 法人の滞

納を解消した。未収法人 1 法人については、督促を継続している。 

・滞納期間が 3 か月以上 6 か月未満の短期滞納法人（上記未収法人

1 法人）に対しては、電話や文書等による督促のほか、訪問調査を

実施（平成 25 年 12 月 11 日、平成 26 年 3 月 14 日）した。法人から

経営状況や学生数の状況等について事情聴取を行うなどして、滞

納期間 6 か月未満での早期回収に努めた。 

・平成 26 年 3 月において新たに元利金の滞納が発生した 16 法人に

ついては、電話による督促に努めた結果、3 月末までに 15 法人の滞

納を解消した。未収法人 1 法人については、督促を継続している。 
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（回収計画の有無とその内容） 

事業団では、各貸付先法人の償還期日及び償還額に基づき、当該

年度の回収計画を策定し、実施している。 

 

（回収計画の実施状況） 

平成 25 年度全体の回収計画額（各貸付先法人から償還が予定さ

れている貸付金の総額）65,309,000 千円に対する回収実績額は

65,028,092 千円となり、回収率は 99.57％となった。 

事業団では、新規滞納発生法人については融資課が電話督促に

よる早期回収を行い、長期滞納法人については審査・管理室が個別

法人の状況を把握したうえで、債権の回収に努めた。 

 

回収率                （単位：千円、％） 

区  分 平成 25 年度 

回 収 計 画 額 （ A ） 65,309,000 

回 収 実 績 額 （ B ） 65,028,092 

回 収 率 （ B / A ） 99.57 

 

（回収率の向上に向けた取組） 

・貸付先法人の信用格付の変化をモニタリングし、早期に経営状況等

の変化を把握することにより、滞納の抑制に努めた。 

・返済期日に入金のない貸付先法人には、電話、文書、面談、実地調

査などによる督促を迅速に行い、3 か月以上の延滞債権の発生を抑

え、早期の滞納解消・回収を図った。 

・貸付先法人のうち滞納法人、貸出条件緩和法人及び近い将来不良

債権化が予測される法人に対して、事業団の経営支援部署等と連

携するとともに、必要に応じて顧問弁護士の助力を得るなど効果的

な手段を講じることにより、債権の保全・回収に努めた。 

 

（東日本大震災に伴う措置） 

・被災した学校法人のうち猶予を希望した 1 法人に対し、平成 25 年 9

月期の元金の償還及び利息の支払いを猶予した。償還金を猶予し

た法人を訪問（平成 26 年 2 月 20 日）し、今後の返済方法について

相談を受けた結果、学校法人の希望により平成 26 年 3 月期の利息
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は支払うこととなった。なお平成 26 年 3 月末現在で返済猶予中の法

人は 1 法人（2,654,400 円）である。 

・被災した学校法人が繰上償還を希望したため、その状況からやむを

得ない事由として、規程に基づき補償金を免除して繰上償還を受け

入れた（1 法人 13,120,000 円）。 

 

③長期滞納法人、貸出条件緩和法人及び将来不良債権化が予測され

る法人に対して、弁護士等の助力を得るとともに私学経営情報センタ

ー等との連携を図り、債権の保全・回収に努めた（実績報告書 P.56）。 

○恒常的に滞納を繰返す法人への取組（実績報告書 P.56） 

・滞納法人への督促 

長期滞納（6 か月以上元利金を滞納している）25 法人に対し、文

書、電話による督促を行ったほか、5 法人について直接学校法人へ

赴き、督促、現況聴取を実施した。 

また、2 法人の債権者会議に出席し、今後の返済計画について説

明を受けた。 

さらに、調査等の必要が認められる法人を所管する 3 県の主管課

を訪問し、法人の現況等の状況把握に努め、滞納解消に向けた取

組を継続した。 

 

・債権管理の強化 

信用リスクの高い法人（長期滞納法人、貸出条件緩和法人及び将

来不良債権化が予測される法人）の一部については、私学経営情報

センターと協働して 6 法人に対してプロジェクトチームを編成し、経営

相談を通じ学校法人の回収計画を含めた経営再建策等の検討を行

い、リスク管理債権の回収に努めるとともに、貸付条件変更法人 1 法

人の理事会に出席し、法人の決算状況について報告を受けた。ま

た、国の解散命令を受けた学校法人に対して、透明性ある債権回収

を図るため、今回、事業団として裁判所に対し、破産手続き開始の

申し立てを行った。 

その他、顧問弁護士と連携し、法的手続きが必要な法人との交渉

により債権回収に努めた。 

* 法的手続きの内容と学校法人数 

破産手続申立法人（1 法人） 民事再生申立法人（2 法人） 

特定調停申立法人（2 法人） 連帯保証債務請求申立法人（1 法



 

項目別－24 

人） 競売申立法人（1 法人） 

 

④平成２５年度末の貸付残高に占めるリスク管理債権*の割合を３．０％

以下とした（実績報告書 P.56～58）。 

なお、リスク管理債権の割合を算定するに当たっては、東日本大震

災により格付されたリスク管理債権を除くこととした。 

※リスク管理債権とは、破綻先債権額及び６か月以上の延滞債権額

に、３か月以上の延滞債権額及び貸出条件緩和債権額を加えた

合計をいう。 

○リスク管理債権の抑制への取組（実績報告書 P.57～58） 

・リスク管理債権の抑制 

上記、滞納法人への督促及び債権管理の強化による債権の保

全・回収に取り組んだ結果、平成 25 年度末における東日本大震災

による格付を除くリスク管理債権の割合は 1.94％（前年度 1.92％）と

なり、3.0％以下にすることができた。なお、東日本大震災による格付

を含めた場合の割合は 2.76％（前年度 2.87％）となった。 

 

・東日本大震災により格付されたリスク管理債権 

東日本大震災に係る経営悪化によるリスクを踏まえ、被災状況及

び学生等数の状況によりリスク管理債権に格付された学校法人につ

いて、信用格付の検討に向け、東北 3 県（岩手県、宮城県、福島県）

の高校法人以下の 64 法人のうち 16 法人に対する訪問調査を実施

し、震災による復旧状況等の確認を行った。 
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【（中項目）1－3】 ３ 学校法人等に対する経営支援・情報提供事業 
【評定】 

Ｂ 

【（小項目）1－3－1】 (1)経営改善等に向けた支援の取組状況 【評定】 
Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：学校法人の経営に関する指導及び助言を行う文部科学省と連携し、学校法人の経営改善及び安定に向けた経営の

分析及び経営相談などの取組を強化する。 

中期計画：学校法人の経営改善及び教育改革に向けた取組について積極的に支援するため、経営相談の実施及び必要に応じ

たフォローアップを行うとともに、その体制の強化を図る。 

年度計画：学校法人の経営改善及び教育改革に向けた支援として、以下の取組を行う。 

① 学校法人の経営状態について、経営判断指標等により、詳細なモニタリングを定期的に行うとともに、経営相

談、講師派遣、面談、電話など様々な手段を活用して質問への回答、事例の紹介、経営改善方策の提案等を積

極的に行う。 

また、私学経営に関する専門知識を持った弁護士・公認会計士等の人材を登録・管理し、学校法人の要望に応

じて「専門家人材バンク」を積極的に活用する。 

更に、医科系大学への対応など、専門的な経験を要する事例が増加していることから、私立大学の実務経験者

から、ノウハウを蓄積し、相談体制を充実する。 

② 文部科学省と連携して経営困難な学校法人に対して、積極的に経営相談を実施する。経営相談にあたっては、

経営困難な学校法人を問題点に応じて分類し、重要度と緊急度を考慮して、相談回数を増やすなど対応を強化

する。 

③ 教育改革に向けた支援として事例の紹介、ＦＤ支援等を実施する。 

 

－ － － － 

    

実績報告書等 参照箇所 
実績報告書 P.59～62 参照 

【インプット指標】                       （単位：百万円、人） 

（中期目標期間） H25 ― ― ― ― 

人件費 202 ― ― ― ― 

業務経費 379 ― ― ― ― 

（貸付事業収益） （1,952） ― ― ― ― 

従事人員数 22 ― ― ― ― 

注 1：上記の数値は、財務諸表附属明細書セグメント情報を基に算出した。 

注 2：単位は百万円未満切り捨てである。 
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注 3：貸付事業収益は、貸付事業における利息収支差をいう。※ 

注 4：従事人員数は、管理職を勘案した延べ人数としている。 

※ 助成業務に係る全ての事業に係る経費（人件費、業務経費）は、貸付事業の収益で賄っており、本事業の人件費・業務経費のみを賄うものではない。また、利益が生じ

た場合には、私学の研修事業を行う団体に対し助成を行うことでいわば私立学校に利益を還元する事業を展開している。 

なお、これらの事業を実施するために、国からの運営費交付金は受けていない。 

 
評価基準 実 績 分析・評価 

【経営改善及び教育改革に向けた支援】 
・学校法人の経営改善及び教育改革に向け

た支援に取り組んだか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（1）学校法人の経営改善及び教育改革に向けた支援として、以下の取組を

行った（実績報告書 P.59～62）。 

①学校法人の経営状態について、経営判断指標等により、詳細なモニタリ

ングを定期的に行うとともに、経営相談、講師派遣、面談、電話など

様々な手段を活用して質問への回答、事例の紹介、経営改善方策の提

案等を積極的に行った。 

また、私学経営に関する専門知識を持った弁護士・公認会計士等の

人材を登録・管理し、学校法人の要望に応じて「専門家人材バンク」を

積極的に活用した。 

更に、医科系大学への対応など、専門的な経験を要する事例が増加

していることから、私立大学の実務経験者から、ノウハウを蓄積し、相

談体制を充実させた（実績報告書 P.59～61）。 

○経営相談等による支援（実績報告書 P.59～60） 

・経営判断指標によるモニタリングの実施 

平成 25 年 5 月 1 日現在の学生生徒等数及び平成 24 年度決算によ

り、大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校法人のうち、「学校

法人 基礎調査」の提出のあったすべての学校法人（1,362 法人）に対

して、経営判断指標を設定しモニタリングを実施した。 

 

・経営判断指標の概要と活用のポイントの周知 

平成 24 年 3 月に学校法人の経営の状況と見通しをより精緻に分

析・診断することを目的として「経営判断指標の精緻化」を行った。その

経営判断指標について周知及び利用を促進するため経営判断指標の

概要と活用のポイントについて、『月報私学』平成 25 年 7 月号に掲載し

周知を図った。 

 

・経営相談の実施 

平成 25 年度は、大学法人 49 法人、短期大学法人 21 法人、高等学

学校法人の経営状況に関する経営判断指標等によるモ

ニタリング、経営相談の実施、またそれらを支える体制の整

備を図っている。特に、本年度は、医科系大学への対応を

強化するなど、学校法人の経営改善に向けた支援に取り組

んでおり評価できる。 

また、学校法人の教育改革に資する支援として、私学関

係団体、学校法人が行う研修会への講師派遣を行い、改革

事例の紹介、FD 支援等を実施しており評価できる。 



 

項目別－27 

校法人 11 法人の計 81 法人に対して経営相談を実施した。 

 

・私学関係団体等の依頼による研修会等講師派遣 

私学関係団体、学校法人、官公庁などの依頼を受け、当該団体が

開催する私立学校の教育条件及び経営に関する研修会、講演会等に

講師を派遣した。 

私学関係団体 22 件、学校法人 16 件、官公庁（都道府県）2 件、民間

団体 4 件：計 44 件 

 

・教育条件及び経営に関する問い合わせへの対応 

学校法人の役職員の訪問、文書依頼又は電話等によって、教育条

件及び経営に関する諸問題について常時相談を受けており、適宜必

要な指導・助言を行っている。相談の主な内容は、会計処理、規程や

財務等である。 

相談件数：会計処理 511 件、規程 35 件、財務 49 件、学生募集・志

願動向 11 件、被災対応 1 件、管理運営等その他 134 件：計 741 件 

 

・教育条件及び経営に関する資料の作成・提供 

学校法人等の依頼を受け、学校法人基礎調査のデータを基に、入

学志願動向、財務分析等の教育条件及び経営に関する分析資料を作

成し提供した。 

学校法人等への資料提供件数：146 件 

 

・｢私学情報提供システム」の利用状況 

経営相談、外部で開催される研修会等での講演、「私学リーダーズ

セミナー」「私学スタッフセミナー」等の機会を活用し、「私学情報提供シ

ステム」で作成した分析資料等について説明する際、システムの利用

方法等を周知することにより利用促進を図った。 

私学情報提供システムのアクセス件数：2,656 件 

 

・私学情報資料室の管理 

教育全般に関する図書、学校法人の寄附行為等諸規程集（大学・

短期大学法人の検索システムを毎月更新）、私立学校の自己点検・評

価報告書、年史、法令判例集などを整備している。事業団内部や私学

関係者の利用に供することを目的として、九段事務所 1 階に私学情報
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資料室を設置している。 

私学情報資料室の外部利用件数：149 件 

 

○専門家の活用（実績報告書 P.60～61） 

・私学経営相談員 

弁護士 1 名、社会保険労務士 1 名、公認会計士 1 名：計 3 名を委嘱

し、学校法人からの相談に応じた。実施件数 18 件 

 

・専門家人材バンクの活用 

私学経営や教学に関する専門知識を持った専門家を「専門家人材

バンク」に登録し、学校法人からの各種相談に活用した。また、私学リ

ーダーズセミナー等においても当該専門家を活用した。平成 26 年 3 月

31 日現在で 26 名を登録している。 

相談等件数：6 件 

※相談等件数には、私学経営相談員としての活動分は含まない。 

 

・学校法人経営支援人材バンク【新規】 

経営支援機能の一層の充実・強化を図るため、私学経営に関する

専門知識を有する専門家による「学校法人経営支援人材バンク」を 4

月 1 日より創設した。 

平成 26 年 3 月 31 日現在で 12 名を登録している。 

 

○医科系大学への対応（実績報告書 P.61） 

・附属病院等に係る調査の実施【新規】 

附属病院を設置する大学からの経営相談に対応するために、私立

医科大学の実務経験者を 4 月 1 日付けで採用した。また、附属病院を

有する大学法人 48 法人に対し、「附属病院等における病床・医師数等

に係るアンケート調査」を実施した。調査結果を集計・分析し「アンケー

ト調査結果報告書」として、同 48 法人に対し 12 月 25 日に発送した。 

「平成 25 年度附属病院等における病床・医師数等に係るアンケー

ト調査」結果をもとに病院経営のポイント等について活性化勉強会を

実施した（平成 26 年 3 月 5 日）。 

 

②文部科学省と連携して経営困難な学校法人に対して、積極的に経営相

談を実施した。経営相談にあたっては、経営困難な学校法人を問題点
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に応じて分類し、重要度と緊急度を考慮して、相談回数を増やすなど対

応を強化した（実績報告書 P.61）。 

 

○経営相談の実施【再掲】（実績報告書 P.61） 

平成 25 年度は、大学法人 49 法人、短期大学法人 21 法人、高等

学校法人 11 法人の計 81 法人に対して経営相談を実施した。 

上記、経営相談法人 81 法人のうち、経営困難な学校法人に対し

て、下記のとおり経営相談を実施した。 

 

ア 学校法人からの申し出 

大学法人 42 法人、短期大学法人 18 法人、高等学校法人 5 法人：

計 65 法人 

 

イ アのうち文部科学省と連携分 

大学法人 24 法人、短期大学法人 12 法人：計 36 法人 

 

・文部科学省の学校法人運営調査委員会において経営改善計画の作

成が必要とされ、学校法人活性化・再生研究会最終報告において示さ

れた「事業団が経営改善計画の作成を支援し、文部科学省と共同して

計画の進捗状況を把握する」法人として、経営相談を実施した。 

・経営改善計画作成の支援が必要な法人については、経営困難になる

要因を 6 つの型に分類し、その態様に応じ、重要度と緊急度を考慮の

うえ、経営相談を複数回実施する等の対応をした。 

 

③教育改革に向けた支援として事例の紹介、ＦＤ支援等を実施した（実績

報告書 P.62）。 

・私学関係団体、学校法人が行う研修会への講師派遣を行い、改革事

例の紹介、FD 支援等を実施した。研修会への講師派遣の件数は以下

のとおりである。 

私学関係団体等の研修会 28 件、学校法人が行う研修会 16 件、計

44 件 
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【（小項目）1－3－2】 (2)経営改善計画の作成支援状況 【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：情報収集・調査結果を分析し、学校法人等の財務状況の改善等の参考となるよう、積極的な情報提供に努める。 

中期計画：経営改善計画の作成支援については、次のような取組を行う。 

① 学校法人が自ら経営上の問題点を見つけられる自己診断チェックリスト及び経営判断指標を提供し、取組課題

の早期の認識と改善を促す。 

② 私学経営等についての専門的な知見を活用しつつ、経営困難な学校法人の経営改善計画の作成支援をするとと

もに、その進捗状況のフォローアップを行う。 

年度計画：経営改善計画の作成支援及び進捗状況のフォローアップについては、次のような取組を行う。 

① 学校法人が自ら経営上の問題点を見つけられる自己診断チェックリスト等の見直しと充実を図る。 

また、学校法人会計基準が改正されたことから、経営判断指標についても検証し、改正すべき点を検討する。 

② 経営困難な学校法人が自主的に経営改善計画を作成するにあたり、専門的知見を活用しつつ作成を支援すると

ともに、定期的なヒアリング等で進捗状況のフォローアップを行う。 

  

－ － － － 

    

実績報告書等 参照箇所 
実績報告書 P.63～64 参照 

【インプット指標】 

【（小項目）1－3－1】と同じ 

 
評価基準 実 績 分析・評価 

【経営改善計画の作成支援】 
・経営改善計画の作成支援及び進捗状況の

フォローアップに取り組んだか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)経営改善計画の作成支援及び進捗状況のフォローアップについては、

次のような取組を行った（実績報告書 P.63～64）。 

①学校法人が自ら経営上の問題点を見つけられる自己診断チェックリス

ト等の見直しと充実を図った。 

また、学校法人会計基準が改正されたことから、経営判断指標につ

いても検証し、改正すべき点を検討した（実績報告書 P.63）。 

○自己診断チェックリスト等の見直しと充実（実績報告書 P.63） 

学校法人が自らの経営状態の問題点を発見して、取組課題を早

期に認識するために自己診断チェックリストのモデルとして、大学・短

期大学編と高等学校独自の視点を加えた高等学校編を作成し、ホ

ームページにて公開している。 

平成 22 年度版から、利用方法を簡単に解説した「自己診断チェッ

クリストの活用方法」を加えてホームページに公開している。 

なお、平成 25 年度版については、データ更新を行うとともに、ホー

ムページに公開した（PDF 版：平成 26 年 3 月 5 日、エクセル版：平成

26 年 3 月 26 日）。 

自己診断チェックリスト等の見直しと充実、経営困難な学

校法人の経営改善計画の作成支援及び定期的なヒアリング

等による進捗状況のフォローアップを行うなど、きめ細かく取

り組んでおり評価できる。 
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自己診断チェックリストのアクセス件数は、大学・短期大学編 5,379

件（PDF 版 5,036 件・エクセル版 343 件）、高等学校編 3,798 件（PDF

版 2,902 件・エクセル版 896 件）であった。 

また、自己診断チェックリストについては、そこで使用する財務比

率について、学校法人会計基準改正に伴って必要となる見直しの検

討を行った。 

 

○学校法人会計基準の改正に伴う、経営判断指標の検討【新規】 

（実績報告書 P.63～64）。 

経営判断指標については、学校法人会計基準の改正に対応した

改正点を検討した。その検討結果は「学校法人会計基準改正に対応

した新たな財務比率等について」として取りまとめて、平成 25 年 12

月 9 日に文部科学省のホームページに掲載された。 

また、あわせて文部科学省、日本公認会計士協会とともに全国 6

会場において説明会を実施して、経営判断指標の改正（案）につい

て説明を行った。 

 

②経営困難な学校法人が自主的に経営改善計画を作成するにあたり、

専門的知見を活用しつつ作成を支援するとともに、定期的なヒアリング

等で進捗状況のフォローアップを行った（実績報告書 P.64）。 

学校法人は早期に自らの経営上の問題点を把握し、その解決に積

極的に取り組む必要がある。平成 19 年 8 月に公表した「学校法人活性

化・再生研究会最終報告」において、経営困難状態（いわゆるイエロー

ゾーン）の学校法人は正常状態への回帰を目指して、早期に期限と目

標を明確にした経営改善計画を立案し実施すべきであり、事業団はそ

の作成を支援すべしとされている。この報告を受け平成 20 年度の経営

相談より、経営相談の実施項目の中に「経営改善計画作成支援」を追

加した。 

平成 25 年度における経営改善計画作成支援法人は、大学法人 33

法人、短期大学法人 13 法人の計 46 法人となっている。 

個別の学校法人によっては、その進捗状況により複数回の学校訪

問等により、経営改善計画の作成を支援した。 

具体的な支援としては、事業団が独自に作成した「経営改善計画の

内容として標準的に盛り込むべき項目の記入例（本文様式・財務計画

表様式・実施管理表様式・本文記入要領・実施管理表記入要領）」を提
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供している。また、現状分析や今後の方向性を決めるツールとしての

「損益分岐点分析」や「SWOT 分析」も必要に応じて実施し、提供してい

る。 

○経営改善計画作成支援（実績報告書 P.64） 

平成 25 年度においては、上記経営改善計画作成支援法人のうち

大学法人 2 法人及び短期大学法人 1 法人から経営改善計画作成支

援の申し込みがあり、作成支援を行った。 

また、平成 24 年度以前に経営改善計画を作成した大学法人 7 法

人については実施管理表等を用いてヒアリングを行うなど進捗状況

の確認、助言等によりフォローアップを行った。 

 

○文部科学省との連携【再掲】（実績報告書 P.64） 

上記経営改善計画作成支援法人のうち、大学法人 24 法人、短期

大学法人 12 法人、合計 36 法人に対して、文部科学省が学校法人に

作成を依頼した経営改善計画の作成支援を行った。 

 

○融資部との連携【再掲】（実績報告書 P.64） 

平成 18 年より融資部と協同して経営改善が必要な大学法人 3 法

人、高等学校法人 3 法人、合計 6 法人に対して、プロジェクトチーム

を編成し、学校法人の回収計画を含めた経営再建策の検討を行うと

ともに、必要に応じヒアリングや経営相談を実施した。 
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【（小項目）1－3－3】 (3)教育及び経営に関する情報の分析・提供状況 【評定】 

Ｂ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：情報収集・調査結果を分析し、学校法人等の財務状況の改善等の参考となるよう、積極的な情報提供に努める。 

中期計画：学校法人の経営改善や教育改革に資するため、私立学校の教育及び経営に関する各種情報の分析・提供の充実を

図る。 

① 経営改善や教育改革に資するため、私立学校の教育及び経営に関する各種情報を収集する。 

② 収集した情報の分析結果をホームページへの掲載等で提供するとともに、これらに関するセミナーや研修会等

を学校法人に対して実施する。 

年度計画：学校法人の経営改善や教育改革に資するため、私立学校の教育及び経営に関する各種情報の分析・提供の充実を

図る。 

① 私学経営に関する重要なテーマである財務、人事管理、教学、学生募集対策等の分野にわたり大学・短期大学

法人を対象としてアンケートを実施し、最近の私学経営の動向を把握する。 

② 収集した情報の分析結果をホームページ等へ掲載し提供するとともに、これらに関するセミナー等を学校法人

に対して実施する。 

ア ①のアンケート結果を踏まえ大学・短期大学を対象に経営改革・改善を目的としたマネジメントセミナーを

実施する。 

イ 「私学情報提供システム」の利用方法やデータ分析等の活用に関する説明をマネジメントセミナーで行う等、

利用促進を図る。 

ウ 学校法人の理事長、大学・短期大学の学長等のリーダーを対象とした財務の見方、法人分析会を中心とした

リ－ダーズセミナーを引き続き実施する。 

エ 各学校法人における経営改善に関する専門性を有する人材の育成を目的としたスタッフセミナーを実施する。 

オ 学校法人の経営改善に資するため、以下の刊行物を発行する。 

・ 今日の私学財政 

・ 私立大学・短期大学等入学志願動向 

・ 私学経営情報 

①のアンケート結果を研究分析し、「学校法人の経営改善方策に関するアンケート報告」として刊行する。 

 

－ － － － 

    

実績報告書等 参照箇所 
実績報告書 P.65～70 参照 

【インプット指標】 

【（小項目）1－3－1】と同じ 
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評価基準 実 績 分析・評価 
【情報分析・提供の充実】 
・学校法人の経営改善や教育改革に資する

ため、私立学校の教育及び経営に関する

各種情報の分析・提供の充実を図った

か。 
 
 

(3)学校法人の経営改善や教育改革に資するため、私立学校の教育及び経

営に関する各種情報の分析・提供の充実を図った（実績報告書 P.65～

70）。 

①私学経営に関する重要なテーマである財務、人事管理、教学、学生募

集対策等の分野にわたり大学・短期大学法人を対象としてアンケートを

実施し、最近の私学経営の動向を把握した（実績報告書 P.65～66）。 

私学経営に関する重要なテーマについて、5 か年ごとに調査し、最近

の私学経営の動向を把握することを目的として、大学法人、短期大学法

人に対し「平成 25 年度 学校法人の経営改善方策に関するアンケート」

調査を行った。組織運営に関する内容については、平成 25 年 6 月 28

日に調査を依頼し、7月12日に締め切った。組織運営の集計・分析結果

（速報値）の一部を平成 25 年 9 月 9 日開催の「中央教育審議会・組織運

営部会」に提供した。教学・管理運営に関する内容については、平成 26

年 1 月 24 日調査を依頼し、2 月 21 日締め切った。3 月 31 日に「学校法

人の経営改善方策に関するアンケート」速報として電子窓口に掲載し

た。 

 

（注）Ａ:学校法人の組織運営 
Ｂ:大学の組織運営 
Ｃ:教学（取組みの実施状況と意思決定） 
Ｄ:経営環境・経営改革 
Ｅ:人事政策 
Ｆ:学生募集 
Ｇ:資産運用・外部資金獲得 
Ｈ:その他 

 

実施日 調査項目 
対象 

法人数 

回答 

法人数 
回答率 

平成25年6月28日 調査項目Ａ 

671 

629 93.7% 

平成26年1月24日 
調査項目 

Ｄ～Ｈ 552 82.3% 

実施日 調査項目 
対象 

学校数 

回答 

学校数 
回答率 

平成25年6月28日 調査項目Ｂ 

949 

877 92.4% 

平成26年1月24日 調査項目Ｃ 777 81.9% 

 学校法人の経営改善や教育改革に資するため、私学経

営に関する財務、人事管理、教学、学生募集対策等の分野

にわたり大学・短期大学法人を対象としたアンケートを通じ

て最近の動向を把握するとともに、収集した情報の分析結

果のホームページ等への掲載、また、それらに関するセミナ

ー等を実施して、私立学校の教育及び経営に関する各種情

報の分析・提供の充実を積極的に行っており評価できる。 

 なお、セミナーの実施にあたって、会場の都合で人数が限

られていることはやむを得ないが、応募が 4 倍近くあること

から、今後の設営等の改善に期待したい。 
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②収集した情報の分析結果をホームページ等へ掲載し提供するとともに、

これらに関するセミナー等を学校法人に対して実施した（実績報告書

P.66～70）。 

ア マネジメントセミナーについては、大学ポートレートの平成 26 年度稼

働に向けた各種作業を優先して行う必要があったため、アンケート調

査結果の詳細な分析に至らなかったことから、実施を見送った。 

 

イ 「私学情報提供システム」の利用方法やデータ分析等の活用に関す

る説明を事業団が実施する各種セミナー等で行う計画であった。その

うちマネジメントセミナーは、アのとおり実施を見送ったが、その他のセ

ミナー（私学リーダーズセミナー、私学スタッフセミナー及び私学関係

団体等が行う研修会での講演等）で説明し、利用促進を図った。 

  また、電話等で情報提供依頼のあった法人に対しても、依頼内容が

簡易で「私学情報提供システム」で対応可能なものについては、シス

テムの活用を促すなど、個別対応も行い、周知に努めた。 

 

ウ 学校法人の理事長、大学・短期大学の学長等のリーダーを対象とし

た財務の見方、個別学校法人の経営分析を中心としたリ－ダーズセミ

ナーを引き続き実施した。 

大学及び短期大学法人の理事長、学長等のリーダーが経営面・教

学面の知識を深め、改革に向けた意欲形成を図ることを目的として、

平成 25 年度においても「私学リーダーズセミナー」を開催した。参加者

を対象としたアンケートでは、次のような意見・感想があった。 

「改革の進め方についての基本を踏まえることができ、その必要性が

よくわかった。」 

「事業団の行う財務状況の分析が的確でよく理解できた。」 

「今回は理事長として出席したが、学長にも出席を勧めたい。」 

「各大学が抱えている問題に共感するところが多く、大変参考になっ

た。」 
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【私学リーダーズセミナーの応募・参加数一覧】 

 

【プログラム】 

１日目(テーマ：財務の見方を習得し、自法人の状況を把握する) 

研 修 内 容 等 担当者 

1.講演「学校経営入門講座（私学経営）」 

2.講演「学校経営入門講座（学校法人会計基準）」 

3.講演「学校経営入門講座（財務分析）」 

4.個別法人分析会 

事業団 職員 

事業団 職員 

事業団 職員 

事業団 職員 

２日目(テーマ：教学改革など大学の魅力向上に向けたマインド形成) 

研 修 内 容 等 担当者 

1.講演①「私学に求められるもの」 

2.講演②「大学の魅力向上に向けて」 

3.意見交換会（参加者、講師、事業団理事長及び理

事） 

講師（下表） 

講師（下表） 

 

 

【講演内容及び講師一覧】 

東京会場 

講演①「これからの大学経営～

松本大学の地域連携～」 
住吉 廣行（松本大学学長） 

講演②「前へ進む学校経営～戦

略的経営を支える職員力の育成

～」 

大谷 忠彦（（学）福岡工業大学常

務理事） 

開  催  日 会    場 

応 募 参 加 

法 

人 

数 

人 

 

数 

法 

人 

数 

人 

 

数 

平成25年10月 7日・8日 東京（東京ガーデンパレス） 68 76 20 22 

平成25年12月11日・12日 京都（京都ガーデンパレス） 88 90 19 19 

計 156 166 39 41 
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京都会場 

講演①「大学改革に向けた挑戦

～持続可能な大学を構築する

ために～」 

納谷 廣美（(公財)大学基準協会会

長、明治大学学事顧問） 

講演②「私学の再生経営～破綻

の淵に立った一私立大学、再生

の諸施策～」 

岡本 史紀（（学）和洋学園理事、前

（学）芝浦工業大学理事） 

（注 1）（ ）内は、セミナー開催時点の所属、役職名である。 

参加費用：20,000 円（資料代、昼食会代等を含む） 

 

【講演録作成】 

○前年度開催した私学リーダーズセミナーの講演録を作成し、学校法

人等に発送した（平成 25 年 11 月 1 日）。 

 

エ 各学校法人における経営改善に関する専門性を有する人材の育成

を目的としたスタッフセミナーを実施した。 

将来、学校運営の中核を担う大学及び短期大学の 25 歳～30 歳の

若手職員を対象として、学校法人経営や高等教育政策の課題につい

て、広範な知識と柔軟な思考力の習得のための双方向講義やグルー

プワークによる実践的な研修を実施し、魅力向上を目指す大学改革

に向けた意識形成を図ることを目的として開催した。 

参加者を対象に行ったアンケートでは、次のような意見・感想があっ

た。 

「学生視点を念頭に置き、改革を実行できる職員を目指したいと思うよ

うになった。」 

「2 泊 3 日の内容の濃い研修だった。大変勉強になった。今後も続けて

欲しい。」 

「このセミナーでは、意識の高い人たちと学ぶことで、モチベーションや

危機意識が高まった。」 
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【私学スタッフセミナーの応募・参加数一覧】 

※各会場の定員は 24 法人として募集した。 

 

【プログラム】 

○１日目 

研 修 内 容 等 担当者 

1.講演「私学行政の現状」 

 

 

 

 

2.講演「私立学校法について」 

 

 

 

 

 

3.講演「大学改革の現状」 

[箱根]牛尾 則文 

（文部科学省私学部参事官） 

[葉山]麻生  亘 

（文部科学省私学部参事官室 

学校法人経営指導室専門官） 

[箱根]松坂 浩史 

（文部科学省高等教育局 

大学振興課大学改革推進室長） 

[葉山]菅谷  匠 

（文部科学省私学部私学行政課 

法規係長） 

[箱根]松坂 浩史 

（文部科学省高等教育局 

大学振興課大学改革推進室長） 

[葉山]三沼  仁 

（文部科学省高等教育局私学部 

参事官付学校法人調査官） 

（注 1）（ ）内は、セミナー開催時点の肩書きである。 

 

 

 

開  催  日 会  場 

応  募 参  加 

法人数 人数 法人数 人数 

平成25年 9月25日～27日 
箱根保養所 

「対岳荘」 
105 105 25 25 

平成25年10月23日～25日 
葉山保養所 

「相洋閣」 
82 82 24 24 
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○２日目 

研 修 内 容 等 担当者 

1.講演「大学教育の課題」 

 

 

 

2.講演「大学職員の心得」 

 

 

 

 

3.講演「学生動向の現状と課題」 

4.講演「学校法人会計と財務分析」 

5.講演「経営分析と経営計画」 

6.グループワークⅠ（グループ討議） 

[箱根]大坪  檀 

（(学)新静岡学園理事長） 

[葉山]濱名  篤 

（関西国際大学学長） 

[箱根]井原  徹 

（(学)実践女子学園理事長） 

[葉山]岩田 雅明 

（前 共愛学園前橋国際大学 

大学運営センター長） 

事業団 職員 

事業団 職員 

事業団 職員 

事業団 職員 

 

○３日目 

研 修 内 容 等 担当者 

1.グループワークⅡ（ディベート） 

2.終了式 

事業団 職員 

 

参加費用：50,000 円（資料代、滞在中の宿泊及び飲食に係る費用を含む） 

 

オ 学校法人の経営改善に資するため、以下の刊行物を発行した。 

・今日の私学財政 

* 幼稚園・特別支援学校編、専修学校・各種学校編 

平成 24 年度学校法人等基礎調査のデータに基づき、平成 25 年

6 月 20 日まで財務状況について集計作業を行い、平成 25 年 7 月

19 日に「平成 24 年度版 今日の私学財政（幼稚園・特別支援学校

編）」、「平成 24 年度版 今日の私学財政（専修学校・各種学校編）」

として発行し、幼稚園以下の学校を設置する法人、個人立の学校、

文部科学省、私学関係団体等に計 10,335 部配付するとともに、学

校法人ポータルサイトにも掲載した。 
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* 大学・短期大学編、高等学校・中学校・小学校編 

平成 25 年度学校法人基礎調査のデータに基づき、平成 25 年 11

月 29 日まで財務状況について集計作業を行い、平成 25 年 12 月

20 日に「平成 25 年度版 今日の私学財政(大学・短期大学編）」、

「平成 25 年度版 今日の私学財政（高等学校・中学校・小学校編）」

を CD-ROM 化し、小学校以上の学校を設置する法人、文部科学

省、私学関係団体等に計 2,854 部配付するとともに、学校法人ポー

タルサイトにも掲載した。 

また、広報誌『月報私学』平成 26 年 2 月号に、大学・短期大学・

高等学校の財務状況を抜粋して掲載した。 

 

・私立大学・短期大学等入学志願動向 

平成 25 年度学校法人基礎調査のデータに基づき、平成 25 年 7 月

10 日まで入学志願動向の集計作業を行い、平成 25 年 8 月 8 日に「平

成 25 年度 私立大学・短期大学等入学志願動向」として発行し、高等

学校以上の学校を設置する法人、文部科学省、私学関係団体等に計

3,020 部を配付［別冊 参考資料２参照］するとともに、ホームページに

も掲載した（掲載日：平成 25 年 8 月 8 日）。 

また、広報誌『月報私学』平成 25 年 9 月号に、志願者数の増減比較

及び入学定員充足状況を抜粋して掲載した。 

 

・私学経営情報 

①のアンケート結果を研究分析し、「学校法人の経営改善方策に関

するアンケート報告」として刊行した。 

組織運営及び教学・管理運営に係るアンケート調査の結果を「学校

法人の経営改善方策に関するアンケート」報告《速報》として電子窓口

に掲載し、学校法人に対して集計結果を提供した（平成 26 年 3 月 31

日）。 
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【（小項目）1－3－4】 (4)私学版大学ポートレートの構築状況 【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：情報収集・調査結果を分析し、学校法人等の財務状況の改善等の参考となるよう、積極的な情報提供に努める。 

中期計画：国公私立大学等が進める大学ポートレート（仮称）構想に連携して、私学版大学ポートレートを事業団で構築す

る。 

年度計画：国公私立大学等が進める大学ポートレート（仮称）構想に連携して、私学版大学ポートレートを事業団で構築す

る。 

① 私学版大学ポートレートのシステム開発を行う。 

② 私学版大学ポートレートについての説明会を行う。 

 

－ － － － 

    

実績報告書等 参照箇所 
実績報告書 P.71 参照 

【インプット指標】 

【（小項目）1－3－1】と同じ 

 
評価基準 実 績 分析・評価 

【大学ポートレートの構築】 
・国公私立大学等が進める大学ポートレート

（私学版）構想に連携して、私学版大学ポ

ートレートを事業団で構築したか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4)国公私立大学等が進める大学ポートレート（仮称）構想に連携して、私

学版大学ポートレートを事業団で構築した（実績報告書 P.71）。【新規】 

「大学ポートレート（仮称）については、平成 26 年 2 月 27 日開催の「大

学ポートレート準備委員会」において、「大学ポートレート」を正式名称と

して決定した。 

①大学ポートレート（私学版）のシステム開発を行った（実績報告書

P.71）。 

大学ポートレート（私学版）について、システム開発業者と契約を締

結し平成 25 年 7 月 4 日に開発に着手した。その後、大学ポートレート

（国公立版）において、表示項目が追加されたことから、大学ポートレ

ート（私学版）についても同様に、表示項目、特色に関する項目を追加

した形で、事業団内部システムを完成させた。 

 

②大学ポートレート（私学版）についての説明会の実施を見送った（実績

報告書 P.71）。 

大学ポートレート構築に関して検討を行っている「大学ポートレート

準備委員会（大学評価・学位授与機構内に設置）」による大学ポートレ

ートの制度設計が遅れたため、大学ポートレートに関する説明会を年

度内に実施することは見送り、平成 26 年度の「学校法人基礎調査」の

実施時期に合わせて、大学ポートレートの説明会を開催することとした

 大学ポートレート（私学版）のシステム開発を完了しており、

今後、一層充実した教育情報の提供・活用が期待される。 

なお、説明会の実施を平成 26 年度に見送ったことについ

て事業団に責任はないが、当該説明会の結果に期待した

い。 



 

項目別－42 

 
 
 

（概要編を平成 26 年 4 月 15 日より 4 月 24 日まで全国 4 会場で計 9

回を開催し、実務編を平成 26 年 5 月 22 日より 6 月 5 日まで全国 6 会

場で計 9 回を開催する予定）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

項目別－43 

【（小項目）1－3－5】 (5)学校法人会計基準の改正に対する措置状況 【評定】 

Ｂ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：情報収集・調査結果を分析し、学校法人等の財務状況の改善等の参考となるよう、積極的な情報提供に努める。 

中期計画：学校法人会計基準の改正などによる各種調査及び既存システム等の変更について、各種情報の収集や分析・提供

業務を円滑に行うため適時適切な措置を講じる。 

年度計画：文部科学省で検討されている学校法人会計基準の改正等収集する情報の改変に対しては、適時適切に各種調査の

変更や既存システムの見直しなど必要な措置を講じる。 

① 学校法人会計基準の改正に伴い、学校法人基礎調査等各種調査に係るシステムの開発を行う。 

② 会計基準改正の周知を関係機関と連携して行う。 

 

－ － － － 

    

実績報告書等 参照箇所 
実績報告書 P.72 参照 

【インプット指標】 

【（小項目）1－3－1】と同じ 

評価基準 実 績 分析・評価 
【制度改正への対応】 
・各種情報の収集や分析・提供業務を円滑に

行うため、制度改正等に際して、各種調査

の変更や既存システムの見直しなど適時

適切に必要な措置を講じたか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5)文部科学省で検討されている学校法人会計基準の改正等収集する情

報の改変に対しては、適時適切に各種調査の変更や既存システムの

見直しなど必要な措置を講じるとし、①と②を行う予定であったが①に

ついては実施を見送った。【新規】（実績報告書 P.72）。 

①学校法人会計基準の改正に伴い、学校法人基礎調査等各種調査に

係るシステムの開発を見送った（実績報告書 P.72）。 

学校法人会計基準の改正に伴うシステムの開発については、「大

学ポートレート（私学版）」の開発費が当初の予算を上回り、学校法人

会計基準の改正に伴うシステム開発費を充てる必要が生じたことか

ら、当該開発については平成 26 年度に実施することとした。 

なお、改正後の学校法人会計基準の適用は平成 27 年度（知事所

管法人については平成 28 年度）以降となった。 

 

②会計基準改正の周知を関係機関と連携して行った（実績報告書 P.72）。 

文部科学省、日本公認会計士協会、私学団体、私学事業団の 4 者

間による打ち合わせ会（計 6 回）に参加した。 

会計基準の改正について、周知を図るため文部科学省、日本公認

会計士協会と共に全国 6 会場において説明会を開催した。 

大阪 平成 25 年 12 月 13 日  福岡 平成 25 年 12 月 17 日 

札幌 平成 25 年 12 月 13 日  岡山 平成 25 年 12 月 18 日 

仙台 平成 25 年 12 月 16 日  東京 平成 25 年 12 月 25 日 

 会計基準の改正について関係機関と連携して適切に周知

を行っており、評価できる。 

なお、大学ポートレート（私学版）に関するシステム開発優

先のため、学校法人会計基準の改正に伴うシステム開発を

見送ったことはやむを得ないが、実務への影響が生じないよ

う、26 年度の早期開発に期待したい。 
 



 

項目別－44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

項目別－45 

【（中項目）1－4】 ４ 受配者指定寄付金事業 
【評定】 

Ａ 

【（小項目）1－4－1】 (1)利用促進に向けた取組状況 【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：制度の趣旨、目的及び申請手続き等について、学校法人及び寄付者に広く周知することにより、学校法人への寄

付の促進を図る。 

中期計画：学校法人の外部資金獲得に資するため、受配者指定寄付金制度の周知に努める。 

特に幼稚園から高等学校までの学校を設置する学校法人に対して、同制度の利用促進に向けた取組を行う。 

年度計画：受配者指定寄付金制度の利用促進に向けて以下の取組を行う。 

① ホームページ、広報誌等に制度に関する情報を掲載する。 

② 学校法人の募金活動を支援するためのパンフレットを作成し、学校法人、都道府県主管課等に配布する。 

③ 幼稚園から高等学校までの学校を設置する学校法人に対して、制度を周知するためのパンフレットを作成し 

配布するほか、ホームページ等で公表する。 

 

－ － － － 

    

実績報告書等 参照箇所 
実績報告書 P.73～76 参照 

【インプット指標】                       （単位：百万円、人） 

（中期目標期間） H25 ― ― ― ― 

人件費 26 ― ― ― ― 

業務経費 24 ― ― ― ― 

（貸付事業収益） （1,952） ― ― ― ― 

従事人員数 4 ― ― ― ― 

注 1：上記の数値は、財務諸表附属明細書セグメント情報を基に算出した。 

注 2：単位は百万円未満切り捨てである。 

注 3：貸付事業収益は、貸付事業における利息収支差をいう。※ 

注 4：従事人員数は、管理職を勘案した延べ人数としている。 

※ 助成業務に係る全ての事業に係る経費（人件費、業務経費）は、貸付事業の収益で賄っており、本事業の人件費・業務経費のみを賄うものではない。また、利益が生じ

た場合には、私学の研修事業を行う団体に対し助成を行うことでいわば私立学校に利益を還元する事業を展開している。 

なお、これらの事業を実施するために、国からの運営費交付金は受けていない。 

 

 

 

 

 



 

項目別－46 

評価基準 実 績 分析・評価 
【受配者指定寄付金制度の利用促進】 
・学校法人の外部資金獲得に資するため、受

配者指定寄付金制度の利用促進に向けて

取り組んだか。 
 
 
 

(1)受配者指定寄付金制度の利用促進に向けて以下の取組を行った（実

績報告書 P.73～76）。 

①ホームページ、広報誌等に制度に関する情報を掲載した（実績報告書

P.73）。 

○ホームページへの掲載 

・『寄付金事務の手引』の概要、『寄付金パンフレット』及び平成 25 年

度新たに作成した『学校法人向けパンフレット』をホームページに掲

載した（平成 25 年 10 月 4 日）。 

 

○『月報私学』への掲載 

・平成 25 年 8 月号に、受配者指定寄付金の制度概要及び制度利用に

係る事務の流れ等を説明した利用案内を掲載した。 

・平成 26 年 2 月号インフォメーション欄に申請手続きについて掲載し

た。 

 

○新聞等への掲載 

・『教育学術新聞』（平成 25 年 12 月 4 日、日本私立大学協会発行）に

寄付金制度のＰＲ記事を掲載した。 

・『全私学新聞』（平成 26 年 1 月 13 日、一般社団法人全私学新聞発

行）に寄付金制度のＰＲ記事を掲載した。 

 

○経済誌への掲載【新規】 

・受配者指定寄付金制度や私学支援ポータルサイト（東日本大震災で

被災した私立学校の復旧・復興とそれらを支援しようとする企業等の

法人又は個人をマッチングさせての寄付金の授受を行うためのポー

タルサイト）のＰＲ記事を掲載した。 

 

○全日本私立幼稚園連合会会誌への掲載 

・全日本私立幼稚園連合会・公益財団法人全日本私立幼稚園幼児教

育研究機構発行『私幼時報』平成 25 年 9 月号及び 12 月号に制度の

ＰＲ記事を掲載した。 

 

②学校法人の募金活動を支援するためのパンフレットを作成し、学校法

人、都道府県主管課等に配布した（実績報告書 P.74～75）。 

 ホームページ、広報誌等により情報提供を行うほか、学校

法人が企業等へ募金活動を行うために使用するパンフレット

の作成・配布を行っている。このほか、制度が比較的広まっ

ていない幼稚園法人から高校法人に対し周知用パンフレット

を作成し配布するなど、受配者指定寄付金制度の利用促進

に向けて着実に取り組んでいる。これらのことから、当該制度

の利用件数も増加し、成果を得ていることから評価できる。 



 

項目別－47 

○『寄付金パンフレット』及び『寄付金事務の手引』の作成・配布（実績

報告書 P.74～75） 

私立学校への寄付の拡充に向けて、法人等寄付者に制度をより

理解してもらうための『寄付金パンフレット』（「企業・法人の皆様へ

～未来を育てるおてつだい」平成 25 年 8 月版）と学校法人の受配者

指定寄付金制度の理解と利用に供するための『寄付金事務の手

引』（平成 25 年 9 月版）を作成し、学校法人、都道府県主管課等へ

配布した（平成 25 年 10 月 4 日送付）。 

・学校法人への配布 

区  分 大 学 
短大・ 

高専 

高校・中等
教育学校・
中学・小学・

特別支援 
学校 

幼稚園 専修学校 合 計 

送 付 

法人数 

（法人） 
560 114 755 48 64 1,541 

寄付金 

パンフ 

レット 

（部） 

5,600  1,140 3,775 240  320 11,075 

寄付金

事務の

手 引

（部） 

560 114 755 48 64 1,541 

・都道府県への配布（平成 25 年 10 月 4 日送付） 

47 都道府県主管課に、『寄付金パンフレット』を 7,600 部、『寄付金

事務の手引』を 470 部配布した。 

・補助金説明会、研修会で『寄付金パンフレット』を配布した。 

平成 25 年 6 月 4 日～28 日 

平成 25 年 9 月 9 日 

平成 25 年 10 月 24 日 

平成 25 年 10 月 30 日 

私立大学等経常費補助金説明会 

関東私立短期大学協会研修会 

日本私立大学協会研修会 

日本私立短期大学協会研修会 

・事業団職員による出張で学校法人を訪問する際に『寄付金パンフレ

ット』を配布した。 

・私学リーダーズセミナーにおいて、参加者に『寄付金パンフレット』を

配布した。 



 

項目別－48 

・全国私学振興会連絡会での『寄付金パンフレット』の配布 

平成 26 年 3 月 13 日に実施された全国私学振興会連絡会におい

て、『寄付金パンフレット』を配布した。 

・一般財団法人私学研修福祉会が実施する研修事業の案内通知に

『寄付金パンフレット』の同封を依頼した（平成 26 年 3 月 26 日）。【新

規】 

 

○経済団体への配布（17 団体・1,295 部）（実績報告書 P.75） 

経済団体を訪問し、受配者指定寄付金制度の説明を行い、会員

企業への『寄付金パンフレット』の配布や事業の案内についての協

力を依頼した（平成 25 年 10 月 29 日～11 月 13 日）。 

* 一般社団法人 日本電機工業会 

* 石油化学工業協会 

* 1％（ワンパーセント）クラブ（日本経団連内） 

* 一般社団法人 日本工業倶楽部 

* 日本化学繊維協会 

* 一般社団法人 日本産業機械工業会 

* 一般社団法人 不動産協会 

* 一般社団法人 日本貿易会 

* 一般社団法人 日本ガス協会 

* 社団法人 生命保険協会 

* 一般社団法人 日本損害保険協会 

* 一般社団法人 日本鉄鋼連盟 

* 一般社団法人 全国銀行協会 

* 一般社団法人 日本民営鉄道協会 

* 一般社団法人 全国地方銀行協会 

* 一般社団法人 日本自動車工業会 

* 一般社団法人 電気事業連合会 

 

 

開   催   日 会      場 

平成25年10月 7日・ 8日 東京 （東京ガーデンパレス） 

平成25年12月11日・12日 京都 （京都ガーデンパレス） 



 

項目別－49 

③幼稚園から高等学校までの学校を設置する学校法人に対して、制度

を周知するためのパンフレットを作成し配布するほか、ホームページ等

で公表した（実績報告書 P.75～76）。 

○主に幼稚園から高等学校までの学校を設置する学校法人の役職員

を対象とした『学校法人向けパンフレット』（「受配者指定寄付金制度

を知っていますか？」）の作成・配布【新規】（実績報告書 P.75） 

・学校法人へ 803 部、47 都道府県主管課へ 7,600 部配布した（平成 25

年 10 月 4 日送付）。 

・ホームページに掲載した（平成 25 年 10 月 4 日）。 

・私学団体（日本私立中学高等学校連合会、日本私立小学校連合

会、全日本私立幼稚園連合会の本部及び地方支部）へ送付した（平

成 25 年 12 月 26 日）。 

 

○東日本大震災に係る「私学支援ポータルサイト」のホームページへ

の掲載等（実績報告書 P.75） 

東日本大震災で被災した学校法人とそれを支援しようとする企業

等の法人又は個人をマッチングさせて寄付金の授受を行うための

ポータルサイトを引き続き事業団ホームページに掲載するとともに、

仕組みについてのＰＲを行った。 

 

・「私学支援ポータルサイト」のＰＲ紙を私立大学等経常費補助金説明

会で配布した（平成 25 年 6 月 4 日～28 日）。 

 

・経済団体（17 団体〔項目別-50 参照〕）を訪問して、会員企業等への

配布を依頼した（平成 25 年 10 月 29 日～11 月 13 日）。 

 

○受配者指定寄付金の利用状況（実績報告書 P.76） 

受配者指定寄付金制度の利用により、当該年度に寄付金を受け

入れた学校法人数及び寄付者数（企業等法人）は、下表のとおりで

ある。 

 

 

 

 

 



 

項目別－50 

受配者指定寄付金 利用状況 

利用年度 平成 25 年度 

法人種別 学校法人数 寄付者数 

大  学 237 5,819 

短期大学 16 138 

高等学校・中学校・小

学校・特別支援学校 
134 1,265 

幼 稚 園 20 162 

専修学校 78 137 

合  計 485 7,521 

(注 1)学校法人数は実数 

(注 2)寄付者数は法人（企業等）のみで、延べ数である。 

(注 3)合計欄の学校法人数には 80 法人、寄付者数には 93 件の現

物寄付が含まれている。 

  



 

項目別－51 

【（中項目）1－5】 ５ 学術研究振興基金事業 
【評定】 

Ａ 

【（小項目）1－5－1】 (1)交付対象事業・採択基準等の見直し状況 【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：私立大学等における学術研究の充実を図り、真に必要な支援となるよう、社会のニーズや今後の学術研究に貢献

するテーマを的確に把握する。 

中期計画：社会のニーズや学術研究に貢献するテーマを的確に把握し、学術研究振興基金の運用益の現状を踏まえつつ、若

手研究者の研究に対する資金交付の充実を図るなど、交付対象事業及び採択基準等の適時適切な見直しを行う。 

年度計画：学術研究振興資金制度の見直しや周知について、以下の取組を行う。 

① 社会のニーズや学術研究に貢献する研究に対して学術研究振興資金を交付するため、採択基準及び公募要領

等の適時適切な見直しを行う。 

特に、若手研究者の育成に寄与するため、若手研究者奨励金の交付枠及び交付対象分野を見直す。 

② 広く一般の研究者等に対し研究成果を公開するとともに、制度の周知を図る。 

③ 選考審査の客観性及び透明性を確保するため、採択基準、応募状況、採択状況を引き続き公表する。 

 

－ － － － 

    

実績報告書等 参照箇所 
実績報告書 P.77～82 参照 

【インプット指標】                       （単位：百万円、人） 

（中期目標期間） H25 ― ― ― ― 

人件費 14 ― ― ― ― 

業務経費 16 ― ― ― ― 

（貸付事業収益） （1,952） ― ― ― ― 

従事人員数 4 ― ― ― ― 

注 1：上記の数値は、財務諸表附属明細書セグメント情報を基に算出した。 

注 2：単位は百万円未満切り捨てである。 

注 3：貸付事業収益は、貸付事業における利息収支差をいう。※ 

注 4：従事人員数は、管理職を勘案した延べ人数としている。 

※ 助成業務に係る全ての事業に係る経費（人件費、業務経費）は、貸付事業の収益で賄っており、本事業の人件費・業務経費のみを賄うものではない。また、利益が生じた

場合には、私学の研修事業を行う団体に対し助成を行うことでいわば私立学校に利益を還元する事業を展開している。 

なお、これらの事業を実施するために、国からの運営費交付金は受けていない。 
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評価基準 実 績 分析・評価 
【学術研究振興資金制度の見直し・周知】 
・私立大学等における学術研究の充実を図り

、真に必要な支援となるよう、学術研究振

興資金制度の見直しや周知に取り組んだ

か。 
 
 

(1)学術研究振興資金制度の見直しや周知について、以下の取組を行った

（実績報告書 P.77～82）。 

①社会のニーズや学術研究に貢献する研究に対して学術研究振興資金

を交付するため、採択基準及び公募要領等の適時適切な見直しを行

った。 

特に、若手研究者の育成に寄与するため、若手研究者奨励金の交

付枠及び交付対象分野を見直した（実績報告書 P.77～78）。 

 

○平成 26 年度分の学術研究振興資金及び若手研究者奨励金の審査

（実績報告書 P.78） 

平成 26 年度学術研究振興資金及び若手研究者奨励金の交付に

向けて、次のような見直しを行うとともに、学術研究振興資金選考

委員会委員（18 名）及び若手研究者奨励金審査専門委員（15 名）に

対し、社会のニーズや学術研究の発展に貢献する研究課題を選考

するための書類審査を依頼した（学術研究振興資金：平成 25 年 11

月 22 日、若手研究者奨励金：平成 25 年 11 月 1 日）。 

この書類審査の結果に基づき、第 42 回学術研究振興資金選考

委員会（平成 26 年 2 月 18 日開催）において審議し、採択を決定し

た。 

 

ア 若手研究者奨励金採択基準の改正 

・平成 20、21 年度は「人文・社会科学系」、平成 22、23 年度は「理工

系・農学系」、平成 24、25 年度は「生物学系・医学系」と年度ごとに応

募対象分野を定めていたが、平成 26 年度より全ての分野を対象とす

ることとした。 

・応募対象分野について全分野を対象としたことにより、複数の研究

分野にまたがる「複合領域」に属する研究は、選考委員の専門分野

により区分した「人文・社会科学系」「理工系・農学系」「生物学系・医

学系」の 3 つの審査部門のうち最も適当な部門において審査を行うこ

ととした。 

・科学研究費補助金に係る交付対象外の要件について、平成 25 年度

では『若手研究（S・A・B）』に採択されている者に限定していたが、平

成 26 年度はすべての科学研究費補助金に採択されている者に改め

た。 

 学術研究振興資金交付の採択基準及び公募要領等の見

直し、若手研究者奨励金の交付枠及び交付対象分野の見直

しや制度の周知を適切に行っており評価できる。 
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イ 公募要領の改正 

・若手研究者奨励金について、交付予定額を 1,500 万円から 2,000 万

円に拡大した。 

・若手研究者奨励金の申請様式に「研究略歴」、「研究業績」を追加し

た。 

・前年度の学術研究振興資金選考委員会の意見を踏まえ、効率的に

より適切な審査を行えるよう、研究計画調書の字数制限を設けた。 

 

ウ 学術研究振興資金選考委員会における審査専門委員の増員 

・若手研究者奨励金の全ての分野を対象としたのに伴い、審査の充実

を図るため、審査専門委員を 1 分野 5 名から 3 分野で各 5 名、計 15

名に増員した。 

 

②広く一般の研究者等に対し研究成果を公開するとともに、制度の周知

を図った（実績報告書 P.79～80）。 

○国立情報学研究所のデータベースへの研究成果の収録 

（実績報告書 P.79） 

平成 24 年度学術研究振興資金の交付研究課題の研究成果につ

いて、学校法人から収集した研究テーマ、研究代表者、研究機関

名、研究期間、研究の概要等を、国立情報学研究所の学術コンテ

ンツの一環である「民間助成研究成果概要データベース」へ、公益

財団法人助成財団センターを通じて情報提供した（収録原稿送付：

平成 25 年 8 月 1 日）。 

なお、データベースへの収録については、同研究所がデータサー

バの入換えを行うため、平成 26 年 4 月以降となることを確認した。 

 

○『平成 24 年度学術研究振興資金 学術研究報告』の作成・配布 

（実績報告書 P.79） 

平成24年度学術研究振興資金及び若手研究者奨励金の研究成

果を収録した『平成 24 年度学術研究振興資金 学術研究報告』を

CD-R として作成し、平成 24 年度資金交付校、学術研究振興基金

への寄付者、民間助成団体、国立国会図書館、経済団体、希望者

に配付した（配付：179 部、平成 25 年 10 月 24 日）。 

また、研究成果の公開をより進めるため、事業団ホームページ及

び広報誌『月報私学』平成 25 年 11 月号において当該 CD-R を一般
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の希望者へも配付する旨を、案内した（一般の希望者への配布実

績 3 件）。 

 

○広報誌『月報私学』への研究成果の掲載（実績報告書 P.79） 

平成 24 年度若手研究者奨励金に採択された助教 2 名の研究の

成果を、広報誌『月報私学』平成 25 年 9 月号に掲載した。 

 

○公募要領及び記入要領のホームページでの公開 

（実績報告書 P.79） 

・学校法人の研究者、事務担当者への平成 26 年度学術研究振興資

金及び若手研究者奨励金制度の周知・利便を図るため、公募要領、

記入要領、申請書様式（ダウンロード可能）を、学校法人宛て公募通

知文書の発送と同時に事業団ホームページに掲載した（平成 25 年 8

月 5 日）。 

・学校法人による応募書類の作成に係る事務負担を軽減するため、

「学術研究振興資金の公募等に係る Q&A」「若手研究者奨励金の公

募等に係る Q&A」を作成して、公募通知文書の発送と同時に事業団

ホームページに掲載した（平成 25 年 8 月 5 日）。【新規】 

 

○学術研究振興資金制度の情報提供（実績報告書 P.79～80） 

・公益財団法人助成財団センターのホームページに掲載されている

「助成団体データベース」の事業団の機関情報及び学術研究振興資

金の情報の更新を依頼し、更新の確認を行った（情報提供：平成 25

年 7 月 25 日 データベース更新：平成 25 年 9 月 4 日）。 

・平成 20 年度から登録をしている、大学病院医療情報ネットワーク研

究センターのホームページの「大学病院医療情報ネットワーク」に掲

載されている事業団の機関情報と学術研究振興資金の情報の更新

を依頼し、その更新を確認した（情報提供：平成 25 年 7 月 24 日 ホ

ームページ更新：平成 25 年 8 月 7 日）。 

・独立行政法人科学技術振興機構のホームページの「産学官連携支

援データベース」に掲載されている事業団の機関情報と学術研究振

興資金の情報について更新を依頼し、更新の確認を行った（情報提

供：平成 25 年 7 月 24 日 ホームページ更新：平成 25 年 8 月 6 日）。 

・事業団職員が出張等で大学・短期大学・高等専門学校法人を訪問す

る際や、私立大学等が参加する研修会の会場にて、平成 26 年度学
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術研究振興資金及び若手研究者奨励金の公募に係る案内を配布し

た。 

* 私立大学等経常費補助金説明会（平成 25 年 6 月 4 日～28 日） 

* 関東私立短期大学協会研修会（平成 25 年 9 月 9 日） 

・学校法人の理事長、私立大学、私立短期大学の学長への周知のた

め、「私学リーダーズセミナー」にて、平成 26 年度学術研究振興資金

及び若手研究者奨励金の公募に係る案内を配布した（東京会場：平

成 25 年 10 月 7 日・8 日）。 

・平成 26 年度の公募情報について『教育学術新聞』に掲載を依頼した

（平成 25 年 8 月 7 日 掲載）。【新規】 

・平成 26 年度の公募情報について『全私学新聞』に掲載を依頼した

（平成 25 年 8 月 13・23 日合併号 掲載）。【新規】 

 

○学術研究振興資金の適正な使用の周知（実績報告書 P.80） 

ア 学術研究振興資金等の適正な使用等についての文書による依頼 

学術研究振興資金及び若手研究者奨励金についての適正な管

理・執行を依頼するとともに、不適切な使用を行った場合の資金の

返還、応募資格の停止等の措置について、文書（「学術研究振興資

金の適正な使用について」）を送付し、周知した。 

・平成 25 年度学術研究振興資金及び若手研究者奨励金の交付を決

定した学校法人に対し、交付決定通知書に同封して送付した（95校、

平成 25 年 4 月 25 日）。 

・平成 26 年度学術研究振興資金及び若手研究者奨励金が内定した

学校法人に対し、選考結果通知に同封して送付した（96 校、平成 26

年 3 月 7 日）。 

 

イ 平成 26 年度分公募要領における注記 

平成 26 年度学術研究振興資金及び若手研究者奨励金の公募要

領において、当該研究以外への使用や架空取引等の不適切な使用

とならないよう学校法人による十分な管理をお願いするとともに不適

切な使用が行われた場合は、資金の返還や応募資格の停止など厳

正な措置をとる旨を注記し、大学、短期大学、高等専門学校を設置

する学校法人（664 法人）に送付した（平成 25 年 8 月 5 日）。 
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ウ 不適切な使用に係る取扱いの周知 

不適切な使用の定義や返還請求等の取扱いを定めた「学術研究

振興資金の不適切な使用等が行われた場合における取扱い」（平

成 20 年 8 月 13 日理事長裁定、平成 20 年 4 月 1 日から適用）を、

引き続き事業団ホームページに掲載した。 

 

エ 不正使用防止に係るアンケートの実施 

不正使用防止に係る取組状況を把握するため、「学術研究振興資

金等研究費不正使用防止にかかる取組状況（アンケート）」を平成

26 年度学術研究振興資金及び若手研究者奨励金が内定した学校

法人を対象に実施した（96 校、平成 26 年 3 月 7 日発送）。【新規】 

 

③選考審査の客観性及び透明性を確保するため、採択基準、応募状

況、採択状況を引き続き公表した（実績報告書 P.81～82）。 

採択にあたっては、客観性及び透明性を確保するため、外部委員

18 名で構成される「第 42 回学術研究振興資金選考委員会」（平成 26

年 2 月 24 日開催）での審議後、決定した。 

○採択基準の公表（実績報告書 P.81） 

・学術研究振興資金及び若手研究者奨励金の採択基準を引き続き事

業団ホームページに掲載した。なお、若手研究者奨励金について

は、平成 26 年度交付に係る見直しを行い、改正後の採択基準を速

やかに事業団ホームページに掲載した（掲載日：平成 25 年 5 月 27

日）。 

 

○応募状況の公表（実績報告書 P.81） 

・平成 26 年度学術研究振興資金の研究区分別、学校種別、新規・継

続別の応募件数及び資金交付希望額を事業団ホームページに掲載

した（掲載日：平成 25 年 11 月 22 日）。 

・平成 26 年度若手研究者奨励金の研究区分別、学校種別の応募件

数及び資金交付希望額を事業団ホームページに掲載した（掲載日：

平成 25 年 10 月 29 日）。 

 

○採択状況の公表（実績報告書 P.81） 

・平成 25 年度学術研究振興資金及び若手研究者奨励金について、採

択された学校ごとの研究課題を同資金の贈呈式の開催に合わせ『全



 

項目別－57 

私学新聞』、『教育学術新聞』に発表した（平成 25 年 5 月 17 日）。 

・平成 26 年度学術研究振興資金（52 件）及び若手研究者奨励金（44

件）の採択状況（応募件数・金額、採択件数・金額）及び採択研究課

題一覧（交付先、研究課題、研究代表者、交付額）を事業団ホームペ

ージに掲載した（掲載日：平成 26 年 3 月 7 日）。 

 

○平成 26 年度学術研究振興資金及び若手研究者奨励金の採択状況 

（実績報告書 P.81） 

学術研究振興資金 

区  分 
人文・ 

社会科学系 

理工系、 

農学系 

生物学系、 

医学系 
合 計 

応募件数（件） 52 53 61 166 

採択件数(件) 17  17 18 52 

採択率（％） 32.7 32.1 29.5 31.3 

交付予定額（千円） 14,400 34,300 51,300 100,000 

若手研究者奨励金 

区  分 
人文・ 

社会科学系 

理工系、 

農学系 

生物学系、 

医学系 
合 計 

応募件数（件） 25 33 50 108 

採択件数(件) 10  12 22 44 

採択率（％） 40.0 36.4 44.0 40.7 

交付予定額（千円） 3,000 6,000 11,000 20,000 

［別冊 参考資料５・６参照］ 

[平成 26 年度学術研究振興資金 採択研究課題一覧] 

[平成 26 年度学術研究振興資金（若手研究者奨励金）採択研究課題一覧] 
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【（小項目）1－5－2】 (2)基金事業の広報活動状況 【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：学術研究振興基金の趣旨・目的等の広報活動を強化し、寄付者の理解向上に努める。 

中期計画：経済界、私学関係者等広く一般に学術研究振興基金への理解と協力を得て、基金の増額を図るため、広報活動を

強化する。 

年度計画：経済界、私学関係者等広く一般に学術研究振興基金への理解と協力を得て、基金の増額を図るため、事業団ホー

ムページや広報誌の活用、募金趣意書の配布などにより広報活動の強化に努める。 

－ － － － 

    

実績報告書等 参照箇所 
実績報告書 P.83～84 参照 

 
【インプット指標】 

【（小項目）1－5－1】と同じ 

 
評価基準 実 績 分析・評価 

【広報活動の強化】 
・経済界、私学関係者等広く一般に学術研究

振興基金への理解と協力を得て、基金の

増額を図るため、広報活動の強化に努め

たか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)経済界、私学関係者等広く一般に学術研究振興基金への理解と協力

を得て、基金の増額を図るため、事業団ホームページや広報誌の活

用、募金趣意書の配布などにより広報活動の強化に努めた（実績報告

書 P.83～84）。 

○ホームページ等への掲載（実績報告書 P.83） 

ア ホームページへの掲載 

「学術研究振興基金のご案内」、「募金協力へのお願い」、「寄付の

申込方法」、「寄付金に係る減免税措置」について、引き続き事業団

ホームページに掲載した。 

 

イ 広報誌『月報私学』への掲載 

広報誌『月報私学』において、平成 24 年度若手研究者奨励金に採

択された助教 2 名の研究の成果を掲載した。また、「学術研究振興

基金への寄付のお願い」と題し、税法上の優遇措置を含め、募金協

力をアピールする記事も掲載した（平成 25 年 9 月号）。 

 

ウ 日本経済団体連合会発行『週刊経団連タイムス』への掲載 

日本経済団体連合会発行『週刊経団連タイムス』紙面において、

学術研究振興基金への寄付願いの広告を、計 2 回掲載した（平成

25 年 12 月 19 日号、平成 26 年 1 月 23 日号）。 

 

エ 「生涯生活設計セミナー」における「学術研究振興基金へのご寄付

 事業団のホームページや広報誌の活用、募金趣意書の配

布などにより広報活動の強化を図り、広く一般に学術研究振

興基金への理解と協力に努めており評価できる。 

一方で、従来の手法とは異なる新たな広報・周知活動の展

開を期待したい。 
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のお願い」の配布 

一般財団法人教職員生涯福祉財団と私学事業団（共済事業本

部）が共催した、私学共済制度加入者向けの「生涯生活設計セミナ

ー」において、「学術研究振興基金へのご寄付のお願い」を配布し、

退職後の生活設計を考える個人に向け、当基金への理解と協力を

求めた（計 200 部。平成 25 年 7 月 23 日・24 日、8 月 2 日・6 日）。 

 

オ 事業団の宿泊施設（ガーデンパレス）への『募金趣意書』及び案内

の配置 

全国 8 か所にある事業団の宿泊施設（ガーデンパレス）に平成 25

年度において作成した『募金趣意書』及び案内を配置し、施設利用

者等、広く一般に対して募金協力を呼びかけた（計 160 部 平成 25

年 9 月 9 日送付）。 

 

カ 東京臨海病院健康医学センターへの『募金趣意書』及び案内の配

置 

東京臨海病院健康医学センターに『募金趣意書』及び案内を配置

し、施設利用者等、広く一般に対して募金協力を呼びかけた（20 部、

平成 25 年 9 月 9 日）。【新規】 

 

○『募金趣意書』の経済団体等への配布（17 団体〔項目別-50 参照〕・

331 部） 

（実績報告書 P.84） 

経済界への基金事業に係る広報活動のため、経済団体等を訪問

し（平成 25 年 10 月 29 日～11 月 13 日）、各団体の会員企業等への

平成 25 年度版『募金趣意書』の配布と案内を依頼した。なお、訪問

した経済団体等からは、広報誌等に同封して会員企業に送付する

ことや、会員企業が集まる会議や各種委員会で配布する旨の説明

を受けた。 

 

○学術研究振興基金への寄付金額（経済団体及び個人） 

（実績報告書 P.84） 

*平成 25 年度：6,133 千円   
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【（中項目）1－6】 ６ 事業に関する情報開示 
【評定】 

Ａ 

【（小項目）1－6－1】 (1)ホームページ等を活用した情報開示の状況 【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：私立大学等経常費補助金、受配者指定寄付金及び学術研究振興資金の交付先等の事業に関する情報については、

ホームページ等を活用した積極的な情報開示を行う。 

中期計画：私立大学等経常費補助金、受配者指定寄付金及び学術研究振興資金の交付先等の事業に関する情報については、

ホームページ等を活用した積極的な情報開示を行う 

年度計画：私立大学等経常費補助金、受配者指定寄付金及び学術研究振興資金の交付先等の事業に関する情報については、

ホームページ等を活用した積極的な情報開示を行う。 

 

－ － － － 

    

実績報告書等 参照箇所 
実績報告書 P.85～86 参照 

【インプット指標】                       （単位：百万円、人） 

（中期目標期間） H○○ H○○ H○○ H○○ H○○ 

人件費      

業務経費      

（貸付事業収益）      

従事人員数      

【インプット指標を記載できない理由】 

私学事業団のホームページ、広報誌「月報私学」及び新聞等の発表に関しては、各課の担当者が業務の一環として作成、編集、申請、承認及び照会を行っているため、

専従で従事している部署や組織、人員は存在していない。また、システム維持管理経費（ホームページ）及び広報関係経費（印刷・発送費）についても上記の事情からセ

グメント毎に割り振られるために記載することは困難。 

 
評価基準 実 績 分析・評価 

【情報開示】 
・私立大学等経常費補助金、受配者指定寄

付金及び学術研究振興資金の交付先等

の事業に関する情報について、積極的な

情報開示を行ったか。 
 
 
 
 
 

(1)私立大学等経常費補助金、受配者指定寄付金及び学術研究振興資金

の交付先等の事業に関する情報については、ホームページ等を活用し

た積極的な情報開示を行った（実績報告書 P.85～86）。 

○私立大学等経常費補助金の交付先等の事業に関する情報開示

（実績報告書 P.85） 

・新聞等への発表 

平成 25 年度私立大学等経常費補助金については、早期に積極的

な情報開示を行う観点から、3 月の交付決定と同時に学校別交付額

等を報道機関に発表した（平成 26 年 3 月 12 日）。 

 事業に関する情報について、ホームページ等を活用し、適

切に積極的な情報開示を行っており評価できる。 
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・ホームページを活用した積極的な情報開示 

* 平成 25 年度私立大学等経常費補助金第一次交付の交付状況

を掲載した（12 月 16 日）。 

* 平成 25 年度私立大学等経常費補助金について学校別の交付額

等を掲載した（平成 26 年 3 月 12 日）。 

* 私立大学等経常費補助金取扱要領・配分基準、特別補助配分

基準について、ホームページへの掲載による積極的な情報開示

を行うことにより、学校法人における補助金事務の利便を図った

（平成 26 年 3 月 12 日）。 

 

・広報誌『月報私学』への掲載【再掲】 

* 平成 24 年度私立大学等経常費補助金最終交付状況と配分方法

の主な変更点（平成 25 年 4 月号） 

* 平成 25 年度私学関係予算（案）の概要(平成 25 年 4 月号) 

* 平成 25 年度補助金説明会（平成 25 年 5 月号） 

* 平成 25 年度私立大学等経常費補助金配分方法の主な変更点(7

月号) 

* 私立大学等経常費補助金 Q&A① (平成 25 年 10 月号) 

* 私立大学等経常費補助金 Q&A② (平成 25 年 11 月号) 

* 平成 25 年度私立大学等経常費補助金第一次交付(平成 25 年 12

月号) 

* 会計検査院の実地検査結果(平成 25 年 12 月号) 

 

○受配者指定寄付金の配付先等の事業に関する情報開示 

（実績報告書 P.85～86） 

・ホームページを活用した積極的な情報開示 

受配者指定寄付金の配付先学校法人名及び配付対象事業名に

ついて、配付審査・決定後速やかにホームページに掲載した。掲載

日及び件数は以下のとおり。 

平成 25 年 4 月  1 日： 59 件 

平成 25 年 4 月 25 日： 32 件 

平成 25 年 5 月 30 日： 12 件 

平成 25 年 6 月 26 日： 19 件 

平成 25 年 7 月 29 日： 28 件 

平成 25 年 9 月  2 日： 29 件 
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平成 25 年 9 月 26 日： 19 件 

平成 25 年 10 月 31 日： 27 件 

平成 25 年 12 月  3 日： 29 件 

平成 25 年 12 月 24 日： 17 件 

平成 26 年 1 月 29 日： 27 件 

平成 26 年 2 月 26 日： 116 件 

平成 26 年 3 月 14 日： 66 件 

平成 26 年 3 月 27 日： 70 件        

平成 25 年度末現在 計  550 件掲載 

 

○学術研究振興資金の交付先等の事業に関する情報開示 

（実績報告書 P.86） 

・新聞等への発表【再掲】 

平成 25 年度学術研究振興資金及び若手研究者奨励金について、

採択された学校ごとの研究課題を同資金の贈呈式の開催に合わせ

全私学新聞、教育学術新聞に発表した（平成 25 年 5 月 17 日）。 

・ホームページを活用した積極的な情報開示【再掲】 

* 平成 26 年 2 月 24 日に開催した学術研究振興資金選考委員会で

の審議後、採択の決定した平成 26 年度学術研究振興資金（52

件）及び若手研究者奨励金（44 件）の採択状況（応募件数・金

額、採択件数・金額）及び採択研究課題一覧（交付先、研究課

題、研究代表者、交付額）を事業団ホームページに掲載した（平

成 26 年 3 月 7 日）。 

* 「平成24年度学術研究振興資金 学術研究報告」（CD-R）を希望

者へも配布する旨を、事業団ホームページに掲載した。 

［別冊 参考資料５・６参照］ 

・広報誌『月報私学』への掲載【再掲】 

平成 24 年度若手研究者奨励金に採択された助教 2 名の研究成果

を、広報誌『月報私学』平成 25 年 9 月号に掲載した。 

また、「平成 24 年度学術研究振興資金 学術研究報告」（CD-R）を

希望者へも配布する旨を、広報誌『月報私学』平成 25 年 11 月号に

掲載した。 
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【（小項目）1－6－2】 (2)公表資料のホームページへの掲載状況 【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：公表すべき資料については速やかに開示するとともに、原則として開示と同時にホームページに掲載する。 

中期計画：公表すべき資料については速やかに開示するとともに、原則として開示と同時にホームページに掲載する。 

年度計画：公表すべき資料については速やかに開示するとともに、原則として開示と同時にホームページに掲載する。 

－ － － － 

    

実績報告書等 参照箇所 
実績報告書 P.87～88 参照 

 
【インプット指標】 

【（小項目）1－6－1】と同じ 

 

【インプット指標を記載できない理由】 

私学事業団のホームページは、各課担当者が業務の一環として作成や編集を行い、管理者に対する申請、承認を経て外部に公開する仕組みとなっているため、ホームペー

ジ業務として専従で従事している部署や組織、人員は存在していない。また、システム維持管理経費についても上記の事情からセグメント毎に割り振られるために記載す

ることは困難。 

 
評価基準 実 績 分析・評価 

【ホームページへの掲載】 
・公表すべき資料については速やかに開示

し、開示と同時にホームページに掲載した

か。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)公表すべき資料については速やかに開示するとともに、原則として開示

と同時にホームページに掲載した（実績報告書 P.87～88）。 

○法令で公表が義務付けられている資料（更新情報を掲載） 

（実績報告書 P.87） 

・事業団法による公表 

* 「役職員関係」      （平成 25 年 4 月 11 日、5 月 1 日、10 月 1

日、平成 26 年 1 月 7 日掲載） 

* 「平成 24 年度計画業務実績報告書（抜粋）」 

                         （平成 25 年 6 月 26 日掲載） 

* 「第２中期計画業務実績報告書」  （平成 25 年 6 月 26 日掲載） 

 

・独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律による公表 

* 「役員の数、氏名、任期及び経歴」 

（平成 25 年 4 月 2 日、5 月 1 日、10 月 1 日、平成 26 年 1 月 7 日

掲載） 

* 「調達計画（平成 25 年度）」      （平成 25 年 5 月 27 日掲載） 

* 「平成 24 年度に係る業務の実績に関する評価」         

 公表すべき資料について速やかに開示されており、開示と

同時にホームページに掲載されている。また、法令で義務付

けられている資料以外についても、自主的に公表しており評

価できる。 
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（平成 25 年 8 月 27 日掲載） 

* 「第２期中期計画及び平成 24 事業年度評価結果」       

                        （平成 25 年 8 月 27 日掲載） 

* 「業務報告書、業務報告書その他の業務に関する直近の報告書

の内容」                 （平成 25 年 12 月 13 日掲載） 

* 「貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する直近の書類の

内容」                   （平成 25 年 12 月 13 日掲載） 

* 「入札結果・契約結果」         （毎月） 

* 「会計検査院の直近の検査報告」  （平成 26 年 1 月 27 日掲載） 

 

・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律による公表 

* 「平成25年度における環境物品等の調達の推進を図るための方

針」                    （平成 25 年 4 月 26 日掲載） 

* 「平成 24 年度における環境物品等の調達実績の概要」     

（平成 25 年 7 月 1 日掲載） 

 

・独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律による公

表 

* 「個人情報ファイル簿」         （平成 25 年 5 月 31 日掲載） 

 

○公表は義務付けられていないが、関連部署と連携し、自主的に最新

の情報を速やかに公表した資料（実績報告書 P.88） 

 

・総務部 

* 「役職員の報酬・給与等について」  （平成 25 年 7 月 23 日掲載） 

 

・財務部 

* 「貸付事業の実施状況」         （毎月） 

* 「決算等の公告（平成24事業年度）」（平成25年12月13日掲載） 

 

・助成部 

* 「受配者指定寄付金 配付事業一覧」 （毎月） 

* 「支援希望一覧」              （随時） 

* 「支援実施状況一覧」           （随時） 
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・私学経営情報センター 

* 「平成 25 年度私立大学・短期大学等入学志願動向」           

（平成 25 年 8 月 8 日掲載） 

 

・融資部 

* 「融資金利表」              （毎月） 

* 「貸付事業の実施状況」        （毎月） 

* 「私立学校のための融資ガイド（平成 25 年 3 月発行版）」     

（平成 25 年 4 月 10 日掲載） 

* 「貸付金に係る償還のご案内」 

（平成 25 年 8 月 27 日、平成 26 年 2 月 27 日掲載） 

* 「平成 26 年度 施設・設備計画および借入希望について」   

                        （平成 26 年 2 月 27 日掲載） 

 

○ホームページのリニューアル【新規】（実績報告書 P.88） 

事業団ホームページのユーザーにとって、より見やすく必要な情

報がより探しやすいようにトップページと助成・共済業務共通ページ

のデザインの変更（バナーの追加等）を行った（平成 26 年 4 月 1 日

更新）。 
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【（大項目）2】 Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
【評定】 

Ａ 

【（中項目）2－1】 １ 効率的な業務運営体制の確立 【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：組織編成、人員配置を実情に即して見直すとともに、業績評価等を適切に行うことにより、効率的な業務運営体

制を確立する。 

中期計画：業務の進展・変化に対応し、効率的かつ機能的な組織運営を推進するため、業績評価等を適切に行い、効率的な

業務運営体制を構築する。 

年度計画：私学を取り巻く経営環境の変化に伴い、経営相談の充実及び学校法人の経営基盤の整備に対する重点的支援が求

められ、事業団の機能の充実が一層重要になっている。経営相談、融資及び補助金業務の充実を図るとともに効

率的かつ機能的な組織運営を推進するため、必要に応じて組織編成、人員配置の見直しを行う。 

 

－ － － － 

    

実績報告書等 参照箇所 
実績報告書 P.89 参照 

評価基準 実 績 分析・評価 
【効率的な業務運営体制の確立】 
・経営相談、融資及び補助金業務の充実を

図るとともに効率的かつ機能的な組織運

営を推進するため、必要に応じて組織編

成、人員配置の見直しを行ったか。 
 

経営相談、融資及び補助金業務の充実を図るとともに効率的かつ機

能的な組織運営を推進するため、必要に応じて組織編成、人員配置の

見直しを行った（実績報告書 P.89）。 

人員配置の見直しを通じて、効率的かつ機能的な組織運営を推進し

た。 

○融資に係る体制等の整備【再掲】 

・職員等の増員 

平成 25 年度より係員数を 10 人（派遣職員 3 人、専門員 1 人含む）

から 12 人（派遣職員 4 人、専門員 2 人含む）へ増員して各係の体制

を強化するとともに、融資担当の理事や管理職を中心に行っていた

融資促進活動に管理職以外の職員を加えることにより、きめ細かな

対応を可能とした。 

 

○私学経営情報センターにおける相談機能の強化 

・医歯系大学からの経営相談に対応するため、専門職として 1 名を配

置した。【新規】【再掲】 

・公認会計士試験合格者を専門員として 1 名配置した。 

 

経営相談、融資及び補助金業務の充実を図るとともに効

率的かつ機能的な組織運営を推進するための必要な組織編

成、人員配置の見直しを行っており評価できる。 
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【（中項目）2－2】 ２ 経費等の見直し・効率化  【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：事業団の助成業務の運営に関しては、社会情勢の変化等も勘案しながら、業務の徹底した見直しを進めるととも

に、自己収入の増に努め、経費の見直し、効率化を進める。 

中期計画：助成業務の安定的運営のため、社会情勢の変化等も勘案しながら、業務の徹底した見直しを進めるとともに、自

己収入の増に努め、経費の見直し、効率化に努める。 

年度計画：一般管理費、総費用については、以下の取組を行い、効率化に努める。 

(1) 予算の執行状況を定期的に精査し、効率的執行に努める。 

(2) 貸付財源の調達について、調達日と貸付日との期間を短縮し、借入金利息の軽減に努める。 

(3) 一般競争入札により、調達価格の削減に努める。 

(4) 節電行動計画を策定し、使用電力の削減に努める。 

 

 

－ － － － 

    

実績報告書等 参照箇所 
実績報告書 P.90～91 参照 

評価基準 実 績 分析・評価 
【経費等の見直し・効率化】 
・助成業務の安定的運営のため、一般管理

費、総費用について、効率化に努めたか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般管理費、総費用については、以下の取組を行い、効率化に努め

た（実績報告書 P.90～91）。 

(1)予算の執行状況を定期的に精査し、効率的執行に努めた（実績報告書

P.90）。 

一般管理費・業務経費の予算執行にあたり、実績額について予算執

行の進捗状況を確認し、支出内容を精査するとともに、各部署に対して

予算執行予定状況調査及びヒアリング（平成 25 年 12 月、平成 26 年 1

月）を行い、計画的、効率的な執行に努めた。 

 

(2)貸付財源の調達について、調達日と貸付日との期間を短縮し、借入金

利息の軽減に努めた（実績報告書 P.90）。 

貸付財源の調達について、貸付日の前日に財政融資資金及び長期

勘定からの資金融通により調達し、翌日に貸付を行うことで借入金利息

の軽減に努めた。 

 

(3)一般競争入札により、調達価格の削減に努めた（実績報告書 P.90）。 

○一般競争入札による調達価格の削減 

・自動車運行等車両管理業務について、平成 25 年度の調達価格は

11,340 千円となり、前年度に比べ 1,244 千円の削減となった。 

・事務所警備業務について、平成 25 年度の調達価格は 3,864 千円と

予算の執行状況の定期的な精査等による効率的執行、貸

付財源の調達日と貸付日との期間の短縮化による借入金利

息の削減、一般競争入札による調達価格の削減など、一般

管理費、総費用の効率化の取り組みを着実に行っており評

価できる。 



 

項目別－68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なり、前年度に比べ 105 千円の削減となった。 

 

○見積書の徴取による調達価格の削減（実績報告書 P.90） 

・印刷製本については、調達額が少額であっても複数の印刷業者か

ら見積書を徴し、調達価格の削減を図るとともに、印刷物の電子化

により印刷部数を削減するなど、印刷製本費の削減を図った。また、

備品等の購入についても同様に複数の業者から見積書を徴し、調

達購入価格の削減を図った（見積合わせ 57 回実施）。 

 

(4)節電行動計画を策定し、使用電力の削減に努めた（実績報告書 P.90～

91）。 

○節電行動計画 

・夏期の電力需給対策として、節電行動計画を下記のとおり策定し実

施した。 

実施期間：平成 25 年 7 月 1 日～9 月 30 日 

節電目標：最大使用可能電力を 290 kwh（平成 24 年度と同じ）と設

定 

節電内容：冷房設備の温度設定（28℃）、休憩時間及び退勤時の室

内照明の消灯、ＯＡ機器の電源オフによる節電、エレベ

ーターの運転制限（2 基のうち、1 基は 18 時以降運転停

止） 

・節電行動計画の結果（実績） 

各月の最大使用電力量はいずれも 290 kwh 以下となり節電目標を

達成した。 

・冬期においても「今冬の節電対策について」を策定し、平成 25 年 12

月 2 日～26 年 3 月 31 日の間、暖房設備の温度設定を 20℃とするな

どの節電対策に取り組んだ。 
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【会費】 
・法人の目的・事業に照らし、会費を支出しな

ければならない必要性が真にあるか（特に、

長期間にわたって継続してきたもの、多額の

もの）。 
 
・会費の支出に見合った便宜が与えられてい

るか、また、金額・口座・種別等が必要最低

限のものとなっているか（複数の事業所から

同一の公益法人等に対して支出されている

会費については集約できないか）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【会費の見直し状況】 

◆会費については、業務上、真に必要かどうかという観点から自主的な見

直しを行った。 

１．IDE 大学協会機関会員会費 （年一回） 35,000 円 

※必要性：IDE（現代の高等教育）の冊子が毎月５冊送付され、助成業

務に役立っている。また、１冊 1,050 円であり、会費以上の冊子を入手す

ることができる。 

 

２．東京経営者協会会費 （年２回）60,000 円×2（内１回が助成勘定） 

※主に労務関係の実務者講習会を開催しており、業務上必要である。 

 

３．麹町法人会会費(年１回)12,000 円(×1/2（共済勘定と折半））＝6,000 円 

※主に人事課が税務関係の講習会に参加しており、業務上必要であ

る。 

 

４．全国私立学校審議会連合会負担金（年１回） 80,000 円 

※教育基本法・学校教育法および私立学校法に基づき、各都道府県私

立学校審議会相互の連絡を密にすることによって各審議会の運営を円

滑にし、もって私学教育の振興と健全な発達を期することが助成業務と

密接に関連しており、毎年１回私学振興本部において共同の会合も開

かれている。 

 

５．富士見一丁目町会費 （年１回） 12,000 円 

※事務所の所在地の町会であり、地域との交流は不可欠であるため、

私学振興事業本部として必要である。 

 

６．政府関係法人連絡協議会（略称「政法連」）会費（年１回：290,000 円） 

内訳：年会費 500,000 円(×1/2（共済勘定と折半））＝250,000 円 

人員分＠420×94 人 ≒ 40,000 円 

政府関係法人の経営管理に共通する諸課題について、研修会の開

催や会員相互の連絡・調整を行っている。また、法人側の連合組織とし

て、政府関係法人の労働組合が中心となって組織している政府関係法

人労働組合連合（略称「政労連」）等との交渉を担当している。 

定例会議は毎月第一水曜日に開催され、総務省、財務省及び厚生
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・監事は、会費の支出について、本見直し方

針の趣旨を踏まえ十分な精査を行っている

か。 
 

労働省の担当官が出席し、必要な情報の提供、助言を行うなど、政法

連の活動は、円滑な法人運営に役立っている。 

 

７．文部科学省文教団体連絡会（略称「金曜会」）会費（年１回：10,000 円） 

金曜会加盟団体は持ち回りで職員採用試験及び職員研修会を合同

で実施している（試験及び研修会にかかる費用は各法人の実費負

担）。また、法人側の連合組織として、金曜会加盟団体内の労働組合

が連合して組織する「文科共闘会議（略称）」との交渉を担当している。 

定例会議は毎月第一金曜日に開催され、政法連の定例会議報告を

はじめ、人事、労務管理に関して共通する諸問題についての検討を行

うなど、金曜会は適正な人事業務及び労使関係の維持に役立ってい

る。 

※上記２団体への加盟は、円滑な法人運営及び労働組合対応を行うう

えで必要なものである。 

 

８．東京都高圧ガス保安協会 （年 1 回） 33,000 円 

※必要性：九段事務所での高圧ガスによる災害を未然に防止するた

め、当協会に加入し安全指導を受けている。 

 

９．独法等監事連絡会 （年 2 回）2,000 円、3,000 円(×1/2（共済勘定と折

半））＝2,500 円 

※独法や特殊法人など 117 法人（平成 26 年 2 月 1 日現在）が加盟する

連絡会に参加して、監査機能を充実し業務運営の適正化・効率化に資

するために有効な情報交換や意見交換を行っている。 

 

・監事は、会費の支出について、本見直し方針の趣旨を踏まえ、毎月の

監査において十分な精査を行った。 
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【（中項目）2－3】 ３ 契約の適正化  【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：事業団の締結する契約については、真にやむを得ないものを除き、原則として一般競争入札によることとする。

また、契約の適正な実施については監事による監査を受けるとともに、その契約状況を公表することとする。 

中期計画：事業団の締結する契約については、真にやむを得ないものを除き、原則として一般競争入札によることとする。 

また、契約の適正な実施については監事による監査を受けるとともに、その契約状況を引き続き公表することとす

る。 

年度計画：契約の適正化について、以下の取組を行う。 

(1) 真にやむを得ないものを除き、原則として一般競争入札によることとする。 

(2) 契約状況について、毎月、監事による監査を受ける。 

(3) 契約状況について、引き続きホームページに公表する。 

 

－ － － － 

    

実績報告書等 参照箇所 
実績報告書 P.92～97 参照 

評価基準 実 績 分析・評価 
【随意契約等見直し計画】 

・「随意契約等見直し計画」の実施・進捗

状況や目標達成に向けた具体的取組状

況は適切か。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

契約の適正化について、以下の取組を行った（実績報告書 P.92～97）。 

(1)真にやむを得ないものを除き、原則として一般競争入札によることと

した（実績報告書 P.92～94）。 

事業団の締結する契約については、「特殊法人における随意契約の

適正化の推進について」に基づき、随意契約によることが真にやむ

を得ないものを除き、一般競争入札等競争性の高い契約に移行する

こととする「随意契約見直し計画」を策定し、平成 20 年 4 月に公表

した。同計画は平成 22 年度で終了したが、平成 25 年度も見直し計

画の趣旨に沿って調達を実施し（P.72 表 2 参照）、契約の適正化を図

った。 

平成 25 年度において締結した契約については、全契約件数 33 件

のうち、一般競争入札が 20件（60.6％）、企画競争・公募 6件（18.2％）、

随意契約が 7件（21.2％）となった。（P.71 表 1参照） 

なお、契約を伴う事業実施案件に係る調達方法、その他契約に関

する必要な事項については、事業団内で設置する契約関係分科会、

調達委員会において検討及び決定を行っている。 

 

 

 

 

 

 原則として一般競争入札を推進し、契約の適正化を図る

など、「随意契約等見直し計画」の取り組みを着実に実施

し、契約事務に係る執行体制及び審査体制の点検を通し

て、個々の契約の競争性及び透明性の確保を適切に行っ

ており評価できる。 
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表 1 契約状況 

（注）企画競争・公募：競争性はあるもののあくまでも随意契約による調達

における相手方選定の手法であり、将来的に一般競争入札へ移行す

るための準備が整うまでの間において限定的に運用されるもの。 

公募の種類（公募には大別して次の 2 つの種類がある。） 

①企画競争（プロポーザル方式） 

調達側において詳細かつ明確な仕様書等を作成することが困難で

あり、民間企業等が有している技術、ノウハウ及び企画等を競争させ

ることによりはじめて目的が実現・達成できる調達案件について、その

目的及び要求する技術等を明示して競争参加者を募る手続き。 

②随契事前確認公募 

従来、調達側の一方的な判断により、その目的を実現・達成するた

めには現行受託者のみが有する特殊な技術・設備等が不可欠である

として随意契約をしていた調達案件について、履行可能な他者の存在

を確認するために、その技術・設備等を有する者を募る手続き。 

 

 

 

 

区  分 
平成 25 年度 

件数 金額（千円） 

一般競争

入札等 

一般競争入札 
（60.6%） 

20 

（92.1%） 

406,476 

企画競争・公募 
（18.2%） 

6 

（2.3%） 

10,000 

随 意 契 約 
（21.2%） 

7 

（5.6%） 

24,754 

合  計 
（100.0%） 

33 

（100.0%） 

441,230 
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【契約の競争性、透明性の確保】 

・契約方式等、契約に係る規程類について、

整備内容や運用は適切か。 

 
 
 
 

表 2 随意契約の適正化状況 

区  分 

①平成 18 年度実績 

②見直し計画 

（平成 20 年 4 月公表） 

③平成 25 年度実績 ②と③の比較増減 

件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 

競争性のある契約 10 114,591 19 193,994 26 416,476 7 222,482 

 
一般競争入札 10 114,591 18 168,794 20 406,476 2 237,682 

企画競争・公募 0 0 1 25,200 6 10,000 5 △15,200 

随 意 契 約 16 195,443 7 116,039 7 24,754 0 △91,285 

合  計 26 310,034 26 310,033 33 441,230 7 131,197 

 
(2)契約状況について、毎月、監事による監査を受けた（実績報告書 P.95）。 

調達の結果については、毎月実施される監事による会計監査におい

て、当該月の契約状況について監査を受け、調達の実施における適正性

を図った（平成 25 年度 33 件）。 

 

(3)契約状況について、引き続きホームページに公表した（実績報告書 P.95～

97）。 

契約状況については、「契約結果公表基準」に基づいて毎月「契約結果

一覧」及び「入札結果一覧」をホームページで公表し、調達の実施における

客観性・透明性を図った。 

なお、契約に係る公表事項については、平成 20 年 10 月に予定価格と

落札率を追加し、国の基準と同等の公表内容としている。 

 

○契約に係る規程類の整備及び運用状況（実績報告書 P.95） 

契約方式、契約事務手続き、公表事項等については、会計規程、会

計規程の特例を定める規程、契約結果公表基準で規定しており、国に

準じて（包括随意契約条項、公益法人随意契約条項、指名競争契約

限度額、予定価格の作成を省略できる金額、公告期間など）適切に整

備している。 
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・契約事務手続に係る執行体制や審査体制

について、整備・執行等は適切か。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また、契約の適正化を図る観点から、会計規程第 43 条に基づき「日

本私立学校振興・共済事業団 競争入札関係事務取扱要領」（平成 22

年 3 月 30 日理事長裁定）（総合評価落札方式に関する取り扱いを含

む）を別に定めるとともに、このほかに具体的なマニュアルとして「公

募・企画競争の手続きに関する標準マニュアル」、「総合評価落札方式

実施の手引」（平成 22 年 3 月 31 日財務部長決裁）を作成して、費用の

低減、競争性の確保など公正な調達手続きを実施する運用体制を整

備している。 

 

○契約事務に係る執行体制、審査体制、第三者による委員会等の審議

状況（実績報告書 P.95） 

契約事務に係る執行体制（共済業務を含む）は、100 万円を超える

調達案件については、契約課（9 名体制）が調達内容の精査等を行うこ

とにより、契約業務の適正化及び一元管理の推進を図っている。特に

政府調達案件及び1,200万円を超える一般調達案件については、調達

業務の適正化を図る観点から、契約関係分科会及び調達委員会にお

いて調達方法、仕様書の内容等について審議を行っている。 

なお、現在のところ第三者機関による審査が求められている対象案

件（建設工事及び設計・コンサルティング業務）が少ないこともあり、事

業団においては第三者による契約監視委員会等は設置していない。 

しかし、平成 18 年 10 月より、対象案件があった場合には文部科学

省の入札監視委員会に審議を依頼する体制を整えている。 

 

表 3 平成 25 年度に締結した事業団全体及び助成業務における契約状況 

区  分 
事業団全体 助成業務 

契約全体に係る 

助成業務の割合 

件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 件数割合 金額割合 

競争入札等 277 6,103,148 20 406,476 7.2％ 6.7％ 

企画競争・公募 31 767,692 6 10,000 19.4％ 1.3％ 

随意契約 74 2,316,851 7 24,754 9.5％ 1.1％ 

合  計 382 9,187,691 33 441,230 8.6％ 4.8％ 
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【個々の契約の競争性、透明性の確保】 

・一般競争入札等における一者応札・応募

の状況はどうか。その原因について適切

に検証されているか。また検証結果を踏

まえた改善方策は妥当か。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○個々の契約の競争性、透明性の確保（実績報告書 P.96） 

・一者応札・応募の状況 

競争性のある契約のうち、一者応札・応募の状況は、表 4 のとおりで

ある。 

 

表 4 一者応札・応募の状況 

区  分 
平成 25 年度 

件数 金額（千円） 

競争性のある契約 26 416,476 

うち、一者応札と 

なった契約 
  

 一般競争契約 3 297,136 

指名競争契約   

企画競争   

公  募   

不落随意契約 1 1,272 

 計 4 298,408 

平成 25 年度において、落札率が高い契約（95％以上）は 3 件、応札

者が 1 者のみの契約については、3 件が該当した。 

 

・応札者が一者であった契約の主な原因と改善方策（実績報告書 P.96） 

応札者が一者であった契約の主な原因は以下のとおりである。 

* 平成 25 年度私学振興事業本部の業務システムに係る運用支援等

業務 

* 平成 25 年度私学振興事業本部における私学ポートレートシステム

の開発 

（上記 2 件の一者応札の理由：現在稼動しているシステムのセキュリ

ティレベルを維持するのが困難であったため。） 

* 平成 25 年度私学振興事業本部一般労働者派遣 

（一者応札理由：要件を満たすスタッフの人員確保が困難であった

ため。） 

これらを含む調達案件については、毎月実施する監事による会計監

査及び契約課の業務監査において、契約内容や入札参加者が一者で
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・再委託の必要性等について、契約の競争

性、透明性の確保の観点から適切か。 

 
 
【関連法人】 

・法人の特定の業務を独占的に受託してい

る関連法人について、当該法人と関連法

人との関係が具体的に明らかにされて

いるか。 

・当該関連法人との業務委託の妥当性につ

いての評価が行われているか。 

・関連法人に対する出資、出えん、負担金

等（以下「出資等」という。）について、

法人の政策目的を踏まえた出資等の必

要性の評価が行われているか。 

 

あった場合の理由など入札の状況について確認し、一者応札の契約の

うち、内容をチェックした上で表記内容を工夫することなどによって、出来

る限り多くの業者を参入させる努力を行っている。このほか、一者応札・

応募の改善方策としては、引き続き調達予定の公表、公告期間の確保、

公告方法の改善、参加招請の実施などの競争性を確保する方策のほか

仕様の見直しを行うことにより、他の業者が参加しやすいよう改善に努

めていくこととしている。 

 

・一般競争入札における制限的な応札条件の有無（実績報告書 P.96） 

一般競争入札において、制限的な応札条件による一者応札の案件は

ない。 

 

・再委託の有無と適切性（実績報告書 P.96） 

一般競争入札において、一者応札で再委託割合が高率で、かつ同一

の再委託先に継続して再委託している案件はない。 

 

○関連法人の有無（実績報告書 P.97） 

事業団の業務を受託している関連法人及び関連公益法人について

は、該当はない。 

 

※関連公益法人：独立行政法人が出えん、人事、資金、技術、取引等

の関係を通じて、財務及び事業運営の方針決定に対して重要な影

響を与えることができるか又は独立行政法人との取引を通じて公的

な資金が供給されており、独立行政法人の財務情報として、重要な

関係を有する当該公益法人等をいう。 
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【（中項目）2－4】 ４ 内部統制の充実・強化  【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：法令等を遵守しつつ業務を行い、事業団の目的を有効かつ効率的に果たすため、「独立行政法人における内部統制

と評価について」（平成２２年３月２３日独立行政法人における内部統制と評価に関する研究会）及び総務省政策

評価・独立行政法人評価委員会から独立行政法人評価委員会等に通知した事項を参考に、内部統制の充実・強化

を図る。 

中期計画：法令等を遵守しつつ業務を行い、事業団の目的を有効かつ効率的に果たすため、「独立行政法人における内部統制

と評価について」（平成２２年３月２３日独立行政法人における内部統制と評価に関する研究会）及び総務省政策

評価・独立行政法人評価委員会から独立行政法人評価委員会等に通知した事項を参考に、内部統制の充実・強化

を図る。 

年度計画：理事長のリーダーシップの下、法令等を遵守しつつ業務を行い、事業団の目的を有効かつ効率的に果たすため、

以下の取組により、内部統制の充実・強化を図る。 

(1) 法人のミッションの周知徹底 

中期目標・中期計画を踏まえた事業団としてのミッションを有効かつ効果的に果たすため、理事会、運営

審議会、執行役員会議等における審議内容について、全職員に対して周知徹底を図る。 

 (2) 外部監査の実施 

監事監査、監査室による内部監査に加えて、会計監査人による外部監査を引き続き実施し、業務の適正か

つ効率的な運営を確保するとともに、財務諸表の適正性及び信頼性を高める。 

(3) 内部監査の充実・強化 

内部監査については、監事監査と連携を保ちながら、中期計画に基づき定期監査を実施する。実施にあた

っては、重点事項を定めて業務運営の実状を調査のうえ、業務の効果的かつ効率的執行及び会計経理の適正

を図るために必要な助言等を行い、助言を行った事項についてはその措置状況を検証する。 

(4) リスク管理 

中期目標の達成を阻害する課題（リスク）の把握と対応を適切に行う体制を維持し、リスクの対応を確実

に行う。業務の適正な進捗管理を行い、事業団の目的や中期目標の達成を阻害する要因（リスク）の把握・

対応に努める。 

 (5) 業務継続計画（ＢＣＰ）の見直し 

平成２４年度に作成した業務継続計画（ＢＣＰ）について、災害時に継続が必要とされる重要な業務及び

対応優先順位の見直しを行い、計画の実効性を高める。 

 (6) 情報セキュリティの維持・改善 

管理する情報の安全性向上のため、情報セキュリティの維持・改善に努めることとし、以下の取組を行う。 

① 政府機関統一基準の改訂に基づき、事業団情報セキュリティポリシーの見直しを図る。 

② 情報セキュリティ対策を適切に実践するため、情報セキュリティ研修等を通じて、役職員の情報セキュリティ

に対する理解を深める。 

－ － － － 

    

実績報告書等 参照箇所 
実績報告書 P.98～106 参照 
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評価基準 実 績 分析・評価 
 
 
 
【法人の長のマネジメント】 
(法人のミッションの役職員への周知徹底) 

・法人の長は、組織にとって重要な情報等に

ついて適時的確に把握するとともに、法人の

ミッション等を役職員に周知徹底している

か。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（リーダーシップを発揮できる環境整備） 
・法人の長がリーダーシップを発揮できる環

境は整備され、実質的に機能しているか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理事長のリーダーシップの下、法令等を遵守しつつ業務を行い、事業

団の目的を有効かつ効率的に果たすため、以下の取組により、内部統制

の充実・強化を図った（実績報告書 P.99～106）。 

(1)法人のミッションの周知徹底（実績報告書 P.99～100） 

中期目標・中期計画を踏まえた事業団としてのミッションを有効

かつ効果的に果たすため、理事会、運営審議会、執行役員会議等に

おける審議内容について、全職員に対して周知徹底を図った。 

（法人のミッションの役職員への周知徹底）（実績報告書 P.99） 

事業団助成業務における法人としてのミッションは、中期計画の前

段に「基本方針」として明記している。この基本方針は、平成 25 年 3

月 19 日開催の第 70 回運営審議会及び第 99 回理事会において審議

された後、文部科学大臣の認可を受けたものである。 

その内容については、管理職が全職員に理事会の資料を基に報

告するとともに、議事録についても、内部職員向けポータルサイトにて

全役職員に伝達し周知徹底を図っている。 

なお、執行役員会議、運営審議会、理事会等の議事内容につい

て、管理職から職員への会議資料を基にした報告により周知徹底が

図られている。 

 

（リーダーシップを発揮できる環境の整備状況） 

（実績報告書 P.99～100） 

・理事会、運営審議会（実績報告書 P.99～100） 

理事長がリーダーシップを発揮できる環境の整備については、理

事長並びに各理事の責任体制の明確化と意思決定の迅速化・透明

性を確保する観点から、平成 16 年度において事業団法の規定との

整合性を図りつつ、理事会規程を整備し、業務運営上の意思決定機

関としての理事会の役割を明確にした。 

理事会は、理事長及び理事により構成され、各担当理事は、理事

長が指示する業務運営の目標、基本的考え方（中期目標・中期計

画・年度計画等含む。）の下で、担当する業務の執行方針を定め、そ

の実施につき理事長に対し責任を負う。非常勤理事（4 名）は、理事

会に出席し、事業団の外部理事の立場から業務運営全般について

意見を述べるとしている。 

また、監事は、理事会に出席し意見を述べることができるほか、理

 理事長のリーダーシップの下、事業団の目的を有効かつ

効率的に果たすため、法人のミッションを役職員へ周知徹底

し、リーダーシップを発揮できる理事会、運営審議会及び執

行役員会議等の環境が整備されており評価できる。 

また、監事監査、監査室による内部監査に加えて、会計監

査人による外部監査を引き続き実施し、業務の適正かつ効

率的な運営を確保しており評価できる。 

平成 27 年度から適用される独立行政法人通則法の改正

の趣旨も踏まえ、引き続き、理事長のリーダーシップに基づく

自主的、戦略的な運営、適切なガバナンスが行える環境整

備に努めることを期待する。 
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事長に提出した監査結果の報告書を理事会に提出することができ

る。 

これにより、事業団としての意思決定を行うべき重要な事項につい

ては、外部からの非常勤理事を含む理事会で審議したうえで、理事

長が決定することとなっている。 

さらに、理事長が外部の有識者の意見を聞く諮問機関として、事業

団の業務の運営に関する基本的事項について審議するため組織さ

れた運営審議会を設置しており、これにより業務運営の一層の適正

性が担保されている。 

理事会及び運営審議会において審議された内容は、各部署の管

理職が審議内容等を各職員に報告するとともに、理事会における議

事録を内部職員向けポータルサイトに掲載することで周知徹底を図っ

ている。 

 

・執行役員会議（実績報告書 P.100） 

執行役員会議は、理事会で決定した基本方針等の下で、具体的な

業務運営についての実質的な協議を行う場及び理事会への提出議

案を整理し、事前の調整等を行い、当面する懸案事項及び今後の重

要課題について協議する機関として定期的に開催しており、審議決

定機関ではないものの、「危機管理」、「法令遵守」、その他緊急事態

には迅速かつ的確な対応を決定できる体制をとっている。 

なお、会議結果については、各部署の管理職が検討内容等を各職

員に報告し周知徹底を図っている。 

 

・人事（実績報告書 P.100） 

職員の採用、配置換、昇任、管理職への登用などについては、理

事長により決定された人事異動基本方針に沿って、担当理事の下で

原案を作成し、理事長が決定・実施している。 

また、部次長職の人事異動発令に際して、各担当部署における重

要課題に対する取組の姿勢等について理事長から直接指示が与え

られるとともに、その他の人事異動発令、管理職研修等の機会に事

業団の職員としてあるべき姿勢について教示がなされている。 

 

・予算、決算（実績報告書 P.100） 

予算の執行のうち、貸付事業における財源の調達など重要事案に
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【外部監査】 
・外部監査を実施し、業務の適性かつ効率的

な運営の確保等に努めたか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ついては、理事長が決定している。 

決算についても年度計画と同様に、理事会において審議し、理事

長が決定している。さらに、助成勘定では財務諸表の信頼性を高め

るため、自主的に監査法人の監査を実施しているが、監査法人から

監査意見を受領する際、財務諸表作成責任や内部統制を構築する

責任が理事長にあることを確認している。 

 

・契約（実績報告書 P.100） 

契約については、1,200 万円（政府調達適用基準額と同額）を超え

る政府調達案件（一般調達案件も含む）は、担当理事を委員長とする

調達委員会において審議した後、契約金額により定められた専決者

から承認を受けている。これにより理事の責任体制の明確化と権限

の委譲により意思決定の迅速化が図られている。ただし、契約金額

が1億円を超える契約については重要事案として、理事長が決定して

いる。 

 

(2)外部監査の実施（実績報告書 P.101） 

監事監査、監査室による内部監査に加えて、会計監査人による外

部監査を引き続き実施し、業務の適正かつ効率的な運営を確保する

とともに、財務諸表の適正性及び信頼性を高めた。 

○「財務諸表等に係る会計監査人による監査」 

独立行政法人は、独立行政法人通則法により財務諸表について

会計監査人の監査を受けなければならないこととされている。助成業

務については独立行政法人に準じた管理手法が導入されているもの

の、会計監査人の監査を受ける義務について事業団法には規定され

ていない。しかし、財務諸表の適正性及び信頼性を高めるため、平成

18 年度から自主的に監査法人による監査を導入しており、平成 25 年

度においても引き続き監査法人による監査を以下のとおり実施した。 

 

平成 25 年 4 月 3 日 平成 24 年度期末実査監査（現金・預金証書・

たな卸資産等の実査） 

平成 25 年 5 月 20 日～6 月 7 日 平成 24 年度決算監査 

平成 25 年 6 月 10 日 平成 24 年度監査結果報告会 

平成 25 年 9 月 17 日～10 月 2 日 平成 25 年度期中監査 

平成 25 年 11 月 15 日 監査説明会 
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平成 25 年 11 月 15 日 理事者とのディスカッション 

平成 25 年 12 月 11 日・12 日 平成 25 年度第 2 回期中監査 

平成 26 年 1 月 24 日～29 日 平成 25 年度第 3 回期中監査 

平成 26 年 2 月 19 日～2 月 24 日 平成 25 年度第 4 回期中監査 

平成 26 年 4 月 3 日 平成 25 年度期末実査監査（現金・預金証書・

たな卸資産等の実査） 

平成 26 年 5 月 22 日～6 月 6 日 平成 25 年度決算監査 

平成 26 年 6 月 9 日 平成 25 年度監査結果報告会 

 

○会計検査院検査 

九段事務所 平成 25 年 6 月 24 日・25 日・26 日 

（概要説明、契約関係） 

平成 25 年 8 月 16 日 

（決算関係資料提出） 

平成 26 年 3 月 27 日・28 日 

（概要説明、出資金関係） 

 

○財務省理財局財政融資資金実地検査 

平成 25 年 10 月 3 日・4 日・10 日・11 日 

 

(3)内部監査の充実・強化（実績報告書 P.101～102） 

内部監査は、監事監査と連携を保ちながら、中期計画に基づき「平成

25 事業年度内部監査計画」を策定し、前年度に引き続き「マニュアルの

整備状況」、「リスクマネジメント」及び「法人文書」の管理状況を重点事

項として、次のとおり実施した。 

 

○内部監査・監事監査の実施状況（実績報告書 P.101～102） 

・内部監査 

内部監査の実施にあたっては、業務運営の実状を調査のうえ、業

務の効果的かつ効率的執行及び会計経理の適正を図るために必要

な助言等を行い、助言を行った事項についてはその措置状況を検証

することとしていたが、平成 25 年度においては次のとおり実施した。 

平成 25 年 6 月 14 日 契約課 

平成 25 年 7 月 24 日 私学経営情報センター 
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【監事監査】 
・監事監査において、法人の長のマネジメント

について留意しているか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・監事監査において把握した改善点等につい

て、必要に応じ、法人の長、関係役員に対

し報告しているか。その改善事項に対する

その後の対応状況は適切か。 
 

・監事監査 

監事監査は次のとおり定期監査が行われ、「前年度の年度計画の

実績」及び「当年度の年度計画の進捗状況」の数値が記載されてい

る定量的な事項について確認を行った。 

また定性的な記載の計画事項については、前年度の年度計画の

評価と当年度の年度計画の達成状況を確認し、必要に応じ意見を述

べている。 

〔会計監査〕 

月例監査     毎月（対象月の翌々月下旬） 

決算監査（助成） 平成 25 年 5 月 30 日（九段）経理第一課 

〔業務監査〕 

平成 25 年 7 月 18 日 補助金課 

平成 25 年 8 月 26 日 寄付金課 

平成 25 年 11 月 1 日 システム管理室 

平成 25 年 11 月 12 日 融資部 

 

（監事監査における法人の長のマネジメントに関する監査状況）（実績

報告書 P.102） 

監事にあっては、監査実施以外に理事会、執行役員会議、その他

重要な会議への出席や原議書の回付等を通じ、組織の意思決定状

況などを確認している。 

 

（内部監査及び監事監査の結果）（実績報告書 P.102） 

・内部監査 

業務監査：各部署とも適正に業務が行われていると認めた。 

・監事監査 

会計監査：月例・決算監査ともに各回とも適正と認めた。 

業務監査：各部署とも適正に業務が行われていると認めたが、1 部

署に対して業務改善に係る意見・要望を 2 件行った。 

 

（法人の長に対する監査結果の報告状況）（実績報告書 P.102） 

監事は、理事長に対して、毎年度当初に監査計画について報告

し、監査実施結果については監事監査報告書を作成し、適宜報告す

るとともに理事長と意見交換を行っている。 

内部監査の結果については、内部監査報告書を作成し、四半期ご
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（組織全体で取り組むべき重要な課題（リス

ク）の把握・対応等） 
・法人の長は、法人の規模や業種等の特性

を考慮した上で、法人のミッション達成を阻

害する課題（リスク）のうち、組織全体として

取り組むべき重要なリスクの把握・対応を行

っているか。 
 
(内部統制の現状把握・課題対応計画の作

成) 

・法人の長は、内部統制の現状を的確に把握

したした上で、リスクを洗い出し、その対応

計画を作成・実行しているか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

とに監査室長が理事長に報告のうえ監事に回付するとともに、半期ご

とに執行役員会議にて概要を報告した。 

 

（監事監査における意見・要望への対応状況）（実績報告書 P.102） 

平成 25 年度は監事監査における指摘事項はなく、意見・要望のみ

が行われた。理事長は、当該意見・要望について監事と意見交換を

行った後、各担当理事の見解を聴取のうえ意見・要望に対する見解

を書面により監事に示している。 

監事は、意見・要望及び理事長から示された見解の内容を、半期

ごとに執行役員会議で報告するとともに、理事会においても年 1 回報

告し、役職員への周知を図った。 

 

(4)リスク管理（実績報告書 P.103～104） 

中期目標の達成を阻害する課題（リスク）の把握と対応を適切に行う

体制を維持し、リスクの対応を確実に行った。業務の適正な進捗管理を

行い、事業団の目的や中期目標の達成を阻害する要因（リスク）の把

握・対応に努めた。 

○助成業務におけるリスクマネジメント 

リスクマネジメントの PDCA サイクルに従い平成 23 年度に作成し

たリスク内容表に基づく「優先対応リスク」への対応状況を確認し、

平成 25 年度に対応した主なものは、以下のとおりである。 

ア 「電子機器等の老朽化等」リスク軽減のための対応 

・ＰＣ、ＯＳの更新を実施した。 

・第３期中期目標期間におけるシステム開発計画を策定した。 

イ 「インターネット接続によるウィルス感染等」リスク軽減のための対

応 

・外部接続（インターネット）専用環境を設定することにより、内部環境

を保護した。 

ウ 「業務に必要なデータの破壊・消滅」「情報機器の損壊（広域災

害）」リスク軽減のための対応 

・データセンターを利用する計画を立て、準備段階として大量データの

通信を可能にするためのインターネット回線を増強した。 

エ 「事務所の倒壊・損傷」「事務所の延焼・消失」リスク軽減のための

対応 

・「災害対策要綱」並びに「災害対策マニュアル」については、九段事務
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所災害対策本部組織災害対応グループの役割分担の変更等、九

段事務所災害対策を包括的に機能させるための見直しを行った（平

成 26 年 2 月 7 日決裁）。 

・地震など大規模な災害を想定した避難訓練を実施した（九段事務所）

（平成 26 年 2 月 26 日実施）。 

 

危機管理体制等の整備・充実に関する取組状況 

職員に多くの部署を経験させる観点から定期的な人事異動を行い、

様々な職務に関する情報の共有化や相互の連絡・協調の強化に努め

ることにより、相互牽制の強化や担当者不在時の円滑な対応など、業

務上の危機の発生の抑制を図っている。 

また、事業団における、危機管理体制等の整備については、九段事

務所及び湯島事務所が地震災害等により被害を蒙った場合などの非

常事態を想定し、職員等の安全及び財産の保全を図り、かつ業務の

停滞を最小限に抑えることを目的として両事務所における災害対策組

織並びに災害復旧活動等に関する必要な事項を定めた「日本私立学

校振興・共済事業団災害対策要綱」（平成 16 年 11 月 17 日に制定、平

成 21 年 5 月 26 日一部改正、平成 26 年 2 月 7 日一部改正）を制定し

ている。 

なお、要綱においては、以下の項目についても定められている。 

①災害発生時の職場における行動基準 

②災害発生時の活動にあたっての手順、心構え 

③災害発生時の任務分担（災害対策本部組織においてすべての職

員がいずれかの災害対応グループに所属する） 

④職員の出勤判断基準 

⑤災害発生後の復旧・事業継続活動 

⑥地域住民に対する協力等 

⑦九段事務所・湯島事務所避難経路・避難場所 

国の公益通報者保護制度への対応（実績報告書 P.104） 

公益通報者保護法（平成 18 年 4 月 1 日施行）に基づき、平成 18 年

度に「私学事業団公益通報者保護ガイドライン」を策定した。当該ガイ

ドラインにより、組織的又は個人的な法令違反行為等に関する公益通

報の適正な処理の仕組みを定め、不正行為等の早期発見と是正を図

り、コンプライアンスの強化を図っている。 
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・その際、中期目標・計画の未達成項目（業

務）についての未達成要因の把握・分析・対

応等に着目しているか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【業務継続計画（ＢＣＰ）の見直し】 
・平成２４年度に作成した業務継続計画（ＢＣ

Ｐ）について、必要な見直しを行い、計画の

実効性を高めたか。 
 
 

中期目標・中期計画・年度計画達成のための進捗管理について（実績

報告書 P.104） 

○中期目標・中期計画・年度計画達成のための進捗管理及び評価体制 

・平成 24 年度自己点検評価 

中期目標（中期計画・年度計画）に基づき法令等を遵守しつつ業務

を行い、事業団のミッションを有効かつ効率的に果たすため、各年度

終了後自主的に「年度計画の実績自己点検評価（助成業務）」を取り

まとめ、理事会において報告している。 

「平成 24 年度計画の実績自己点検評価（助成業務）」は、平成 25

年 5 月 22 日開催の理事会に報告した。 

・平成 25 年度計画の進捗管理 

年度計画を達成するために、四半期ごとの年度計画の進捗管理を

行っている。第１四半期については、特筆すべき実績が少ないことか

ら第 2 四半期から進捗管理を行うこととした。中期計画、年度計画及

び事業団部会での留意点を記載したシート「平成 25 年度計画の上半

期実績と下半期以降の予定（助成業務）」（平成 25 年 9 月 18 日作成

依頼、平成 25 年 10 月 11 日提出期限）を各課調整のうえ取りまとめ、

平成 25 年 11 月 1 日の中期計画・実績評価部会において、年度計画

の達成を阻害する要因の把握・対応を行うことにより、進捗管理を行

った。 

第３四半期の進捗状況については、平成 26 年度計画（予算及び人

事等含む）策定の参考資料ともなることから各課からのヒアリング（平

成 26 年 1 月中旬から下旬）を行い、平成 25 年度の年度計画の達成

状況及び達成見込みを中期計画・実績評価部会で確認し、年度計画

の達成を阻害する要因の把握・対応を行うことにより、進捗管理を行

った。 

なお、「平成 25 年度計画の実績自己点検評価（助成業務）」は平成

26 年 5 月 21 日開催の理事会に報告した。 

 

(5)業務継続計画（BCP）の見直し（実績報告書 P.105） 

平成２４年度に作成した業務継続計画（ＢＣＰ）について、災害時に継

続が必要とされる重要な業務及び対応優先順位の見直しを行い、計画

の実効性を高めた。 

平成 24 年度に作成した業務継続計画（BCP）について、災害時に継

続が必要とされる重要な業務及び対応優先順位の見直しを行うととも
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【情報セキュリティの維持・改善】 
・情報セキュリティの維持・改善に努めたか。 
 

に、「災害対策要綱」と「業務継続計画（助成業務）」との関連性、整合

性、表記の統一を図り、平成 26 年 3 月 31 日付けで改定した。 

 

(6)情報セキュリティの維持・改善（実績報告書 P.105～106） 

管理する情報の安全性向上のため、情報セキュリティの維持・改善に

努めることとし、以下の取組を行った。 

①政府機関統一基準の改訂に基づき、事業団情報セキュリティポリシー

の見直しを図った（実績報告書 P.105）。 

○情報セキュリティ対策基準の改定 

平成 24 年度に「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一

基準」が改訂されたことを受け、事業団においても情報セキュリティ

対策基準について政府統一基準に準拠した改訂を平成 26 年 3 月

28 日付けで行った。 

 

②情報セキュリティ対策を適切に実践するため、情報セキュリティ研修等

を通じて、役職員の情報セキュリティに対する理解を深めた（実績報告

書 P.105～106）。 

○「自己点検票」による調査を実施 

平成 25 年 5 月 29 日から 6 月 12 日の期間に、私学振興事業本

部に勤務し、業務ネットワークに接続しているすべての役職員等に

対して「自己点検票」による調査を実施した。提出率は 100％であ

り、実施手順書に違反する回答はなかった。また、調査後、自己点

検に基づく改善チェックリストを、私学振興事業本部で共有するキャ

ビネット内の情報セキュリティポリシーフォルダに掲載し、自己点検

後のフォローを行った。自己点検票に基づく点検結果は、平成 26 年

3 月 10 日に、「第 8 回情報セキュリティ小委員会（私学振興事業本

部）」において報告した。 
 

○情報セキュリティ監査の実施 

情報セキュリティ監査計画に基づき、下記のとおり 5 部署の情報

セキュリティ監査を実施し、事業団の所有する情報が適正に管理さ

れていることを確認した。 

なお、監査結果は、平成 26 年 3 月 10 日開催の「第 8 回情報セキ

ュリティ小委員会（私学振興事業本部）」において報告した。 
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・平成 25 年度情報セキュリティ監査を以下のとおり実施した。 

平成 25 年 4 月 5 日 情報セキュリティ監査責任者が同監査の監

査員を指名 

平成 25 年 7 月 19 日 補助金課 

平成 25 年 8 月 26 日 寄付金課 

平成 25 年 11 月 5 日 総務課 人事課 

平成 25 年 11 月 25 日 経理第一課 
 

○情報セキュリティ研修 

平成 26 年 2 月 6 日・17 日、3 月 5 日に私学振興事業本部に勤務

する役職員等に対し研修を実施した。情報セキュリティ対策として、

「情報セキュリティについて」、「外部接続セキュリティ」、「データ持ち

出しの際の注意事項等」と情報セキュリティ一般についての説明か

ら具体的な注意事項までの説明を行い、さらに教材ビデオを上映

し、難解になりがちな情報セキュリティについて、より解りやすい研

修内容に努めた。 

* 研修効果を確認するため、アンケートを実施した。その結果、外

部接続やデータ持ち出しの際の新たなルールの説明があり、日頃

から問題意識を持つことの重要性について再確認された旨の意見

があった。 

テ ー マ 講  師 実 施 日（参 加 者） 

平成 25 年度 

情報セキュリティ研修 
システム管理室職員 

平成 26 年 2 月 6 日  65 人 

平成 26 年 2 月 17 日 60 人 

平成 26 年 3 月 5 日   9 人 

合  計      134 人 
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【（大項目）3】 Ⅲ予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 
【評定】 

Ａ 

【（中項目）3－1】 １収益の確保、予算の効率的な執行、適切な財務内容の実現 
【評定】 

Ａ 

【（小項目）3－1－1】 (1)収支計画に沿った適切な運営状況 【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：事業年度ごとに収支計画を作成するとともに、当該収支計画に沿った適切な運営に努める。 

中期計画：事業年度ごとに収支計画を作成するとともに、当該収支計画に沿った適切な運営に努める。 

年度計画：収支計画を作成し、当該収支計画に沿った適切な運営に努める。 

－ － － － 

    

実績報告書等参照箇所 
実績報告書 P.107～108 参照 

評価基準 実績 分析・評価 
【収支計画に沿った適切な運営】 
・収支計画を作成し、当該収支計画に沿っ

た適切な運営に努めたか。 

 
 
 
 
【財務状況】 
（当期総利益（又は当期総損失）） 
・当期総利益（又は当期総損失）の発生要因

が明らかにされているか。 
・また、当期総利益（又は当期総損失）の発

生要因は法人の業務運営に問題等がある

ことによるものか。 
 
 

(1)収支計画を作成し、当該収支計画に沿った適切な運営に努めた（実績

報告書 P.107～108）。 

平成 25 年度収支計画については、中期計画における各事業の計画

予算額及び人件費を含む経費等の縮減・効率化の計画に基づき作成し

た。特に事業団の財政運営の健全化を図る観点から、貸付事業におけ

る収益を確保し、併せて業務運営の経費等の縮減・効率化に努めるこ

ととし、以下のとおり行った。 

○収支計画の作成（実績報告書 P.107） 

事業費を伴う事業のうち、収支計画で利益（損失）が生じるのは、

貸付事業（一般経理）のみであり、補助事業（補助金経理）、受配者

指定寄付金事業（寄付金経理）、学術研究振興基金事業（学術研究

振興基金経理）については、収益と費用が同額であり、利益（損失）

は生じない収支構造となっている。また、助成業務において行う各

種事業の実施に係る経費については、国からの運営費交付金を受

けておらず、貸付事業に係る貸付金利息と借入金利息等の差額を

財源として、人件費を含むすべての事務・事業の実施に係る経費を

貸付実績は計画額の 86%となり、関連する収支も計画を下

回ったが、効率化等により当年度の利益は計画額以上に確

保されている。事業団は、貸付事業収益により事業経費をま

かなう構造であることから、計画の実行性について慎重な予

算化が望まれる。 

また、事業団の収益源となる貸付残高の減少は、将来の

事業団経営に影響を与えかねないものである。耐震改築事

業への長期低利融資の影響と併せて、事業団財政の中期的

な展望を検討することが望まれる。 

 計上された利益剰余金は、法人の性格に照らし過大な利

益となっておらず、利益処分についても適正であり評価でき

る。 
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（利益剰余金（又は繰越欠損金）） 
・利益剰余金は有るか。有る場合はその要因

は適切か。 
・利益剰余金が計上されている場合、国民生

活及び社会経済の安定等の公共上の見地

から実施されることが必要な業務を遂行す

るという法人の性格に照らし過大な利益とな

っていないか。 
・繰越欠損金が計上されている場合、その解

消計画は妥当か。 

賄い、利益が計上された場合には、その一部を財源として、私学教

職員への研修事業を行う一般財団法人私学研修福祉会に対する

助成金の交付及び長期勘定への繰入れ等を行っている。 

収支計画の作成に当たっては、貸付事業における収益を確保し、

財務運営の健全化を図るため、貸付計画額（630 億円）の達成、繰

上償還の計画的な受入（20 億円）、貸付資金の安定的な調達（借入

金 567 億円）等の事業計画に基づき、貸付金利息、借入金・債券利

息等を積算し、運営経費については、人件費を含む経費等の縮減・

効率化の計画に基づき積算した。 

 

○収支計画に沿った運営（実績報告書 P.107） 

平成 25 年度貸付事業については、貸付計画額 630 億円に対して

貸付実績額は 543 億円、繰上償還受入計画額 20 億円に対して 14

億円（補償金付繰上償還を除く）、借入計画額 567 億円に対して 485

億円となった。 

貸付金利息と借入・債券利息との収支差は、計画額 2,311 百万円

に対して 1,952 百万円と 359 百万円の減額となった。 

貸倒引当金は、計画額94百万円の繰入に対して556百万円の戻

入となった。 

人件費、一般管理費、業務経費等は、計画額 1,853 百万円に対し

て 1,832 百万円と 21 百万円の削減となった。 

この結果、平成 25 年度の当期総利益は、697 百万円となり、計画

額 391 百万円に対して、306 百万円の増額となった（実績報告書

P.123 参照）。 

 

【利益剰余金について】（実績報告書 P.108） 

○利益剰余金の発生要因（利益構造）（実績報告書 P.108） 

助成業務は国からの運営費交付金を受けずに業務を遂行してい

る。助成業務の運営は、貸付事業に係る貸付金利息と借入金利息

等の利息収支差額を財源として、人件費を含むすべての事務・事業

の実施に係る経費を賄い、利益が計上された場合には、これを財源

として、私学教職員の研修事業に対する助成金の交付及び長期勘

定への繰入れを行うなど、いわば私立学校に利益を還元する循環

型の業務運営を行っている。 
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※解消計画がない場合 
・当該計画が策定されていない場合、未策定

の理由の妥当性について検証が行われて

いるか。さらに、当該計画に従い解消が進

んでいるか。 
 
（運営費交付金債務） 
・当該年度に交付された運営費交付金の当

該年度における未執行率が高い場合、運営

費交付金が未執行となっている理由が明ら

かにされているか。 
・運営費交付金債務（運営費交付金の未執

行）と業務運営との関係についての分析が

行われているか。 
 
（溜まり金） 
・いわゆる溜まり金の精査において、運営費

交付金債務と欠損金等との相殺状況に着

目した洗い出しが行われているか。 
 
【目的積立金】 
・目的積立金は有るか。有る場合は、活用計

画等の活用方策を定める等、適切に活用さ

れているか。 
 
【積立金の使途】 
・積立金の支出は有るか。有る場合は、その

使途は中期計画と整合しているか。 

○利益及び損失の処理（実績報告書 P.108） 

助成業務で生じた利益は、繰り越した損失があればそれを埋め、

残余の額から助成金・長期勘定繰入の財源額を控除した額は積立

金として整理し、損失が生じたときは、積立金を減額して整理するこ

ととなっており、事業団の積立金は損失を補填するためのものであ

る。 

また、積立金の処分については、事業団法第 36 条及び同法施行

規則第 12 条で定められており、中期目標期間の最後の事業年度の

決算において、積立金が 20 億円を超える場合には、その超える部

分の額に相当する金額を国庫納付することになっている。 

 

○平成 24 年度利益処分の状況（実績報告書 P.108） 

平成 24 年度の利益金は、利息との収支差額から人件費を含む

業務運営費を控除した後、貸倒引当金（64 百万円）を繰り入れした

結果、572 百万円となった。このうち、平成 25 年度に一般財団法人

私学研修福祉会に対し 100 百万円を助成金として交付、長期勘定

への繰入を 100 百万円とした結果、平成 25 年度末の積立金残高は

1,833 百万円となった。これは事業団助成勘定における損益取引で

生じた過去の利益の蓄積（留保）分であり、この積立金を十分に保

有することにより、経営の厳しくなった学校法人に対する貸付の想

定以上の貸倒れや私立学校施設の耐震改築・改修事業に対する

長期低利融資の実施に伴う損失に備える必要がある。なお、目的

積立金に係る規定は事業団法にはない。 

 

○平成 25 年度利益処分（案）の状況（実績報告書 P.108） 

平成 25 年度の利益金は利息との収支差額から人件費を含む業

務運営費を控除した後、貸倒引当金（556 百万円）を戻し入れした結

果、697 百万円となった。 

また、この利益金については、平成 26 年度の一般財団法人私学

研修福祉会に対する助成金として100百万円、長期勘定へ繰入100

百万円、その残余を積立金として整理し、利益処分後の積立金残

高は 2,331 百万円となる予定である。 

 

○繰越欠損金の状況（実績報告書 P.108） 

繰越欠損金は計上されていない。 
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○積立金の支出（実績報告書 P.108） 

今年度における積立金の支出はない。 
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【（小項目）3－1－2】 (2)自己収入確保の状況 【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：その他必要な収益確保の観点から、自己収入の確保に努める。 

中期計画：その他必要な収益を確保し、適切な財務内容の実現を図る観点から、刊行物の販売及び事務所内の会議室等の一

般利用を促進し、自己収入の確保に努める。 

年度計画：刊行物の販売収入及び事務所内会議室貸与収入等の自己収入の確保に努める。 

－ － － － 

    

実績報告書等参照箇所 
実績報告書 P.109～110 参照 

 
評価基準 実績 分析・評価 

【自己収入の確保】 

・自己収入の確保に努めたか。 

(2)刊行物の販売収入及び事務所内会議室貸与収入等の自己収入の確

保に努めた（実績報告書 P.109～110）。 

○自己収入の確保（実績報告書 P.109） 

・刊行物販売に係る収入 

平成 16 年度より特定非営利活動法人「学校経理研究会」を販売元

とし、「今日の私学財政」等の刊行物の委託販売を行っている。平成

25 年度は 777 冊、1,519 千円を販売し、当期販売利益は 1,197 千円で

あった。 

なお、これらの刊行物は業務上、私学へ情報の還元を行うことを第

一の目的としており、その上で販売も行っているものである。 

[販売経緯・販売価格] 

* 平成 25 年 7 月刊行・販売開始<販売価格 2,000 円> 

「平成 24 年度版今日の私学財政（幼稚園・特別支援学校編）」 

* 平成 25 年 7 月刊行・販売開始<販売価格 2,000 円> 

「平成 24 年度版今日の私学財政（専修学校・各種学校編）」 

* 平成 20 年 12 月刊行・販売開始<販売価格 3,500 円> 

「学校法人の経営に関する実務問答集〈第 3 次改訂版〉」増刷販売 

* 平成 25 年 12 月刊行・販売開始<販売価格 2,300 円> 

「平成 25 年度版今日の私学財政（高等学校・中学校・小学校編）

CD-ROM」 

 

※「今日の私学財政」は冊子として刊行しているほか、学校法人ポ

ータルサイトに掲載しており、各学校法人において集計データの

ダウンロードが可能となっている。 

 

 「今日の私学財政」を学校法人ポータルサイトよりダウンロ

ード可能としたことにより、刊行物の販売は減少しているが、

私学への情報還元や利便性を考慮すればやむを得ず、ま

た、事務所貸与については、概ね例年の収入を確保し、自己

収入の確保に努めており評価できる。 
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[刊行物販売状況] 

*刊行物販売冊数 777 冊 

*当期販売益 

刊行物販売収入 1,519 千円 

販売原価（印刷費）322 千円 

除却額 0 千円 

当期販売利益 1,197 千円 

（注）金額は消費税込みで計上している。 

 

・事務所貸与に係る収入（実績報告書 P.109） 

九段事務所内にある食堂及び講堂等の会議室については、自己

収入の増加を図る観点から一般に貸会議室等として開放している。 

平成 25 年度の事務所貸与に係る収入は、8,542 千円であった。 
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【（中項目）3－2】 ２財務内容の管理・運営の適正化 
【評定】 

Ａ 

【（小項目）3－2－1】 (1)財務内容の透明性等の確保の状況 【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：事業ごとに厳格かつ客観的な評価・分析を実施し、その結果を踏まえ事業への経費配分や業務運営の効率化に反

映させる。また、財務状態の健全性の確保及び財務内容等の一層の透明性を確保する。 

中期計画：事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析の実施を促進し、その結果を事業選択や業務運営の効率化に反映させる

こと等により見直しの実効性を確保するとともに、財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、引き続き決

算情報・セグメント情報について公表内容の充実を図る。 

また、財務諸表の適正性及び信頼性を高めるため、自主的に導入した公認会計士の監査を継続する。 

年度計画：事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析の実施を促進し、その結果を予算配分や業務運営の効率化に反映させる。 

決算情報・セグメント情報の公表内容の充実を図る観点から、平成２４事業年度決算内容のダイジェスト版及び

財務状況の経年推移を作成し公表する。 

また、財務諸表の適正性及び信頼性を高めるため、自主的に導入した公認会計士による監査を引き続き実施し、

平成２４事業年度独立監査人による監査報告書をホームページに公表する。 

 

－ － － － 

    

実績報告書等参照箇所 
実績報告書 P.111～115 参照 

評価基準 実績 分析・評価 
【財務内容の透明性等の確保】 

・事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析の

実施を促進し、その結果を予算配分や業務

運営の効率化に反映させたか。 

・財務内容等の一層の透明性の確保に努め

たか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析の実施を促進し、その結果を

予算配分や業務運営の効率化に反映させた。 

決算情報・セグメント情報の公表内容の充実を図る観点から、平成２４

事業年度決算内容のダイジェスト版及び財務状況の経年推移を作成し公

表した。 

また、財務諸表の適正性及び信頼性を高めるため、自主的に導入した

公認会計士による監査を引き続き実施し、平成２４事業年度独立監査人

による監査報告書をホームページに公表した（実績報告書 P.111～115）。 

○事業ごとの厳格な評価及び分析（実績報告書 P.111） 

中期目標（中期計画・年度計画）に基づき、事業団のミッションを

有効かつ効率的に果たすため、助成業務における全部課長で構成

する中期計画・実績評価部会において評価・分析の一環として年度

計画の進捗管理を行っている。その結果については、理事長はじめ

全役職員で情報を共有している。 

 

○事業経費に係る予算配分及び執行（実績報告書 P.111） 

予算配分については、各事業の年度計画に基づき積算するとと

 事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析の実施を促進し、

その結果を予算配分や業務運営の効率化に反映させてい

る。また、決算情報・セグメント情報の公表内容の充実を図る

観点から、平成 24 事業年度決算内容のダイジェスト版及び

財務状況の経年推移を作成・公表するなど財務内容の一層

の透明性の確保に努めており評価できる。 

また、義務化されていない会計監査人による監査を実施

し、情報の信頼性を高めており評価できる。 
 保有する金融資産は、業務上必要なものに限定されてお

り、その規模及び管理状態は適正とみられ評価できる。 
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もに、学齢人口の減少等に伴い経営が厳しい状況にある私学をより

一層支援するために経営支援・情報提供・融資事業の強化を図り、

その他の事業に関しても前年度の執行状況等を勘案した上で予算

を編成した。 

また、予算の執行にあたっては、四半期ごとの進捗状況、支出内

容の精査、各部署に対する下半期の予算執行予定調査及びヒアリ

ングを行い、業務運営の効率化による経費の節約を図った。 

 

○決算情報・セグメント情報に関する公表内容の充実 

（実績報告書 P.112） 

「独立行政法人整理合理化計画」（平成 19 年 12 月 24 日閣議決

定）において、「総務省は事業報告書について、主要な損益の発生

要因等を明らかにするなど、独立行政法人の運営状況等について

国民に分かりやすい形での情報開示を行うため、標準的な様式を

定める。」とされた。 

これを受けて業務報告書に係る掲載内容を平成 20 年度より改訂

し、法人概要等の「基本情報」、「事業説明」に加え、「簡潔に要約さ

れた財務諸表」、事業の種類別セグメント情報などの「財務情報」を

掲載した。平成 21 年度から、公表内容の充実を図る観点から決算

内容のダイジェスト版として助成業務（助成勘定）及び共済業務（短

期勘定、長期勘定、福祉勘定、共済業務勘定）の5勘定の決算の概

要を作成した。さらに平成 23 年度から、財務状況の経年推移として

「主要な経営指標等の推移とリスク管理債権」を作成した。これらの

内容と、会計監査人による平成 24 事業年度監査報告書を併せ、決

算承認後の平成 25 年 12 月 13 日にホームページで公表した。 

 

○財務諸表等に係る会計監査人による監査【再掲】 

（実績報告書 P.112） 

独立行政法人は、独立行政法人通則法により財務諸表について

会計監査人の監査を受けなければならないこととされている。助成

業務については独立行政法人に準じた管理手法が導入されている

ものの、会計監査人の監査を受ける義務について事業団法には規

定されていない。しかし、財務諸表の適正性及び信頼性を高めるた

め、平成 18 年度から自主的に監査法人による監査を導入しており、

平成 25 年度においても引き続き次のとおり監査を実施した。 
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【金融資産】 

（保有資産全般の見直し） 

・金融資産について、保有の必要性、事務・

事業の目的及び内容に照らした資産規模

は適切か。 

・資産の売却や国庫納付等を行うものとなっ

た場合は、その法人の取組状況や進捗状

況等は適切か。 

 

(資産の運用・管理） 

・資産の運用状況は適切か。 

・資産の運用体制の整備状況は適切か。 

・資産の性格、運用方針等の設定主体及び

規定内容を踏まえて、法人の責任が十分に

分析されているか。 

 

 

監査報告書の公表については、決算報告会を経て文部科学大臣

の決算承認後、ホームページに公表している。 

 

平成 25 年 4 月 3 日 

 

平成 25 年 5 月 20 日～6 月 7 日 

平成 25 年 6 月 10 日 

平成 25 年 9 月 17 日～10 月 2 日 

平成 25 年 11 月 15 日 

平成 25 年 11 月 15 日 

平成 25 年 12 月 11 日・12 日 

平成 26 年 1 月 24 日～29 日 

平成 26 年 2 月 19 日～2 月 24 日 

平成 26 年 4 月 3 日 

 

平成 26 年 5 月 22 日～6 月 6 日 

平成 26 年 6 月 9 日 

平成24年度期末実査監査（現金・

預金証書・たな卸資産等の実査） 

平成 24 年度決算監査 

平成 24 年度監査結果報告会 

平成 25 年度期中監査 

監査説明会 

理事者とのディスカッション 

平成 25 年度第 2 回期中監査 

平成 25 年度第 3 回期中監査 

平成 25 年度第 4 回期中監査 

平成25年度期末実査監査（現金・

預金証書・たな卸資産等の実査） 

平成 25 年度決算監査 

平成 25 年度監査結果報告会 

 

保有資産の管理・運用等について 

○金融資産（実績報告書 P.113～114） 

（現金・預金） 

現金・預金の平成 25 年度期末残高は、14,864 百万円となってい

る。 

助成勘定における現金・預金のそのほとんどが、受配者指定寄

付金事業により受け入れた寄付金 12,362 百万円（83.2％）である。 

受配者指定寄付金は私立学校の教育と研究のために、一般か

ら寄付金を受け入れ、これを寄付者が指定した学校法人に配付す

る制度である。この制度を利用して私立学校に寄付をした会社等

法人は、法人税法上、支出した寄付金の全額を損金に算入するこ

とが認められており、私立学校に寄付をした場合に寄付金支出額

全額を損金算入できる唯一の制度となっている。 

一方、一般経理の現金・預金は、1,985 百万円（13.4％）となって

おり、これは、翌年度の期首（5 月まで）に発生する貸付金の財源

とするほか、人件費等の業務経費や財政融資資金借入金等の元

利金返済額にも充てられる。 



 

項目別－97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有価証券） 

有価証券の平成 25 年度期末残高は、5,467 百万円となってお

り、すべて学術研究振興基金で保有しているものである。 

学術研究振興基金は、事業団が広く一般から受け入れる寄付

金を基金として運用し、その運用益をもって、私立大学等における

学術研究に直接必要な経費の助成を行うことを目的に設定された

ものである。 

 

（有価証券の運用・管理と実績） 

助成勘定において保有する有価証券は事業団自身が長年の募

金活動によって積み上げた基金であるため、国債、地方債、政府

関係機関債、安全確実な社債とし、満期保有を原則とした運用方

針としている。 

事業団における余裕金の運用については、日本私立学校振興・

共済事業団法第三十九条第一項で定められており、次の方法に

よる場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならないとされ

ている。 

1.国債、地方債その他文部科学大臣の指定する有価証券の取得 

（文部科学大臣の指定する有価証券） 

一特別の法律により法人の発行する債券 

二貸付信託の受益証券 

三その他確実と認められる有価証券で、あらかじめ文部科学

大臣の承認を受けたもの 

2.銀行その他文部科学大臣の指定する有価証券の取得 

3.信託業務を営む金融機関への金銭信託 

また、社債、特定社債及び公社債型投資信託の取得について

は、信用ある格付機関からＡ格以上の格付けを取得したものと

し、運用している。 

この運用を評価するための基準は特段設けていないが、監事

による会計監査（月例及び決算）において、有価証券在高や資金

運用状況について監査を受けるとともに、事業団内部に設けられ

た資産運用部会において、半期ごとの資金運用状況について評

価を受けている。 

なお、平成 25 年度の学術研究振興基金の運用益は、106 百万

円であった。 



 

項目別－98 

（債権の管理等） 

・貸付金、未収金等の債権について、回収計

画が策定されているか。回収計画が策定さ

れていない場合、その理由は妥当か。 

・回収計画の実施状況は適切か。ⅰ）貸倒懸

念債権・破産更生債権等の金額やその貸

付金等残高に占める割合が増加している場

合、ⅱ）計画と実績に差がある場合の要因

分析が行われているか。 

・回収状況等を踏まえ回収計画の見直しの必

要性等の検討が行われているか。 

 

【実物資産】 

（保有資産全般の見直し） 

・実物資産について、保有の必要性、資産規

模の適切性、有効活用の可能性等の観点

からの法人における見直し状況及び結果は

適切か。 

・見直しの結果、処分等又は有効活用を行う

ものとなった場合は、その法人の取組状況

や進捗状況等は適切か。 

・「勧告の方向性」や「独立行政法人の事務・

事業の見直しの基本方針」、「独立行政法

人の職員宿舎の見直し計画」、「独立行政

法人の職員宿舎の見直しに関する実施計

画」等の政府方針を踏まえて、宿舎戸数、

使用料の見直し、廃止等とされた実物資産

について、法人の見直しが適時適切に実施

されているか(取組状況や進捗状況等は適

切か)。 

（資産の運用・管理） 

・実物資産について、利用状況が把握され、

必要性等が検証されているか。 

・実物資産の管理の効率化及び自己収入の

向上に係る法人の取組は適切か。 

（債権の管理等）【再掲】（実績報告書 P.114） 

平成 25 年度全体の回収計画額（各貸付先法人から償還が予定

されている貸付金の総額）65,309,000 千円に対する回収実績額は

65,028,092 千円となり、回収率は 99.57％となった。 

事業団では、新規滞納発生法人については融資課が電話督促

による早期回収を行い、長期滞納法人については審査・管理室が

個別法人の状況を把握したうえで、債権の回収に努めている。 

 

 

 

 

 

○実物資産（実績報告書 P.114～115） 

助成勘定において保有する土地、建物等は、九段事務所及び職

員寮 2 棟の土地、建物である。九段事務所内にある会議室は、自己

収入の増加を図る観点から一般に貸会議室として開放している。 

助成勘定においては、九段事務所のほか、職員住宅の土地・建

物を保有しているが、職員寮については、国立寮は入居率 67％、中

井寮は入居率 100％(平成 26 年 3 月現在)となっており、助成業務の

保有する資産について遊休状態になっているものはない。 

なお、事業団の保有する固定資産については、事業団減損処理

基準（平成 19 年 3 月 30 日理事長裁定）に基づき、助成業務の各事

業に関して、中期計画に照らし、業務の実績が著しく低下している

か否かについて定量的指標を設け判断しているが、遊休状態にな

っているものや稼働率が著しく低下した状態が続いているなど減損

が認識または減損の兆候がある固定資産はなく、減損の計上はな

いことから見直しの状況にはない。 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

項目別－99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実物資産の借上げ状況 

施設 

名等 
所在地 借上対象 借上先 

借上 

面積 
借上料 

役員 

宿舎 

東京都新宿区 

市谷甲良町 

建物及び付属

設備 
民間 71 ㎡ 2,400 千円 

 

（保有資産の必要性） 

私学振興事業本部では、私学振興政策の中心的実施機関とし

て、学校法人等への助成・貸付事業を行うとともに、喫緊の課題で

ある学校法人の経営活性化・再生支援に積極的に取り組んでい

る。 

私学振興を円滑に実施するためには、学校法人に対するきめ細

かな相談体制を確立するなど、サービス向上に努めることが求め

られている。なかでも、近年少子化等の影響を受け、学校法人を

取り巻く経営環境の激化に伴い、各法人の経営改善への取組に

対する支援業務がさらに拡大する傾向にあり、それらの法人との

直接的な行き来が年々増大している。 

また、中央教育審議会大学分科会の第四次報告でも示されて

いる「文部科学省及び事業団の経営相談機能を充実し、学校法人

の経営者が将来的な方向性を早期に判断し得るように促す」ため

には、文部科学省との連携が必須である。 

以上のことから、私学振興事業を適切かつ総合的、効果的に推

進していくために九段事務所（事務室 3 フロアー、役員室 5 室、会

議室 7 室）そのものを保有する必要がある。 

職員寮の入居率は、国立寮 67％、中井寮入居率 100％となって

おり、遊休状態になっているものはなく、職員等の居住場所を確保

するため必要である。 

さらに役員宿舎については、遠隔地より就任した理事長につい

て、通勤の利便上事業団事務所近傍に居住を保有する必要があ

る。 

 

（有効活用の可能性、実物資産の管理の効率化及び自己収入の向

上に係る法人の取組） 

九段事務所内にある食堂及び講堂等の会議室については、資

産の有効活用及び自己収入の増加を図る観点から一般に貸会議



 

項目別－100 

 

 

 

 

 

 

【知的財産等】 

(保有資産全般の見直し) 

・特許権等の知的財産について、法人におけ

る保有の必要性の検討状況は適切か。 

・検討の結果、知的財産の整理等を行うこと

になった場合には、その法人の取組状況や

進捗状況等は適切か。 

 

（資産の運用・管理） 

・特許権等の知的財産について、特許出願や

知的財産活用に関する方針の策定状況や

体制の整備状況は適切か。 

・実施許諾に至っていない知的財産の活用を

推進するための取組は適切か。 

 

【重要な財産の処分に関する計画】 

・重要な財産の処分に関する計画は有るか。

ある場合は、計画に沿って順調に処分に向

けた手続きが進められているか。 

 

 

室等として開放している。運営業者の選定にあたっては、平成 21

年度より複数年契約を導入した一般競争入札を行い、事業団の収

入は平成 24 年度以降 3 年間について当月売上高（職員食堂分は

除く）の 15％（平成 20 年度 6％、平成 21 年度～平成 23 年度 10％）

となった。 

 

○知的財産等（実績報告書 P.115） 

特許権等の知的財産については、助成業務においてはその業務

の性格上保有はしておらず、また今後も保有する予定はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○重要な財産の処分に関する計画（実績報告書 P.115） 

実物資産をはじめとして、重要な財産の処分に関する計画はない。

 

  



 

項目別－101 

【（小項目）3－2－2】 (2)財務状態の健全性の確保の状況 【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：事業ごとに厳格かつ客観的な評価・分析を実施し、その結果を踏まえ事業への経費配分や業務運営の効率化に反

映させる。また、財務状態の健全性の確保及び財務内容等の一層の透明性を確保する。 

中期計画：財務状態の健全性を確保するため、債権の適切な回収を図ることなどにより、収支状況の改善に努める。特に信

用リスクに備えるため、適正な貸倒引当金の設定を行う。 

年度計画：財務状態の健全性を確保するため、債権の適切な回収を図ることなどにより収支状況の改善に努める。特に、信

用リスクに備えるため、適正な貸倒引当金の設定を行う。 

 
 
 

－ － － － 

    

実績報告書等参照箇所 
実績報告書 P.116～117 参照 

評価基準 実績 分析・評価 
【財務状態の健全性の確保】 

・財務状態の健全性を確保するため、債権の

適切な回収を図ることなどにより収支状況

の改善に努めたか。 

 

 

(2)財務状態の健全性を確保するため、債権の適切な回収を図ることなど

により収支状況の改善に努めた。特に、信用リスクに備えるため、適正

な貸倒引当金の設定を行った（実績報告書 P.116～117）。 

・信用リスク管理に係る取組（実績報告書 P.116） 

滞納法人に対しては顧問弁護士の意見を踏まえ、面接、文書、出

張等の方法により督促を行い、リスク管理債権の圧縮に努めた。貸

出条件緩和法人等のリスクの高い法人については、審査・管理室と

私学経営情報センターが密接な連携を図り、協働してリスク管理債権

の圧縮に努め、平成 25 年度は平成 24 年度に引き続き、東日本大震

災の被災状況を反映させた結果、平成 25 年度末のリスク管理債権

額は 15,757 百万円となり、前年度に比べ 1,044 百万円減となった。こ

の結果、リスク管理債権額の総貸付金残高に対する割合は 2.76%（平

成 24 年度 2.87%）となった。 

・適正な貸倒引当金の設定（実績報告書 P.116） 

貸付債権のもつ信用リスクを早期に把握するため、「自己査定基

準」に基づいて担保評価の見直し等を行い平成 25 年度も適切なリス

ク管理を行った。 

なお、東日本大震災の被災地域にある貸付先法人を訪問し、被災

状況及び担保物件の状況の把握に努め、その把握した情報を踏ま

え、自己査定を実施し、より適切なリスク管理を行った。 

 

 

財務状態の健全性を確保するため、債権の確実な回収を

図ることなどにより収支状況の改善に適切に努め、また、信

用リスクに備えるための適正な貸倒引当金の設定を行って

おり評価できる。 



 

項目別－102 

○繰上償還の適正な受入（実績報告書 P.116） 

繰上償還の受入れに際しては、一定の計画額の範囲内で受け入

れている。 

平成 25 年度の繰上償還受入計画額は 20 億円で、受入実績額は

14 億円（補償金付繰上償還を除く）となり、受入計画額を下回った。

その際、繰上償還の受入れにあたっては、原則として 3 月に受け入

れることとし、逸失する貸付利息を最小限に抑えた。 

また、平成 10 年 10 月 1 日以降の貸付から、任意の繰上償還に

ついては、所定の補償金を徴収する補償金制度を導入し、貸付金

利息の減収の抑制を図っている。平成 25 年度の当該制度による繰

上償還受入額は、37 億 34 百万円となっている。 

 

○財政融資資金への繰上償還（実績報告書 P.116～117） 

貸付事業の財源の一部である財政融資資金借入金については、

平成 10 年度から逸失利息を補償金として支払うことで繰上償還が

可能となった。これに合わせ事業団の貸付金についても同様な制度

を設けた。これにより学校法人から補償金付繰上償還を受け入れ

た場合はその同額相当を財政融資資金に繰上償還し、財政融資資

金借入金の支払利息負担の軽減を図っている。平成 25 年度は学

校法人から受け入れた補償金付繰上償還を財源とし、財政融資資

金に対して 4,408 百万円の繰上償還を行い、支払利息の軽減を図っ

た。 

 

○資金管理に係る取組（実績報告書 P.117） 

市場リスク、流動性リスクを意識し、月末の資金残高についてで

きるだけ圧縮することを基本的な方針とした資金繰り表を毎月作成

するとともに、貸付の必要時期に応じた資金調達を実施し、支払利

息の負担軽減を図った。 

 

○取引金融機関の経営状況の確認（実績報告書 P.117） 

取引金融機関の経営状況を把握するため、平成25年度において

も「私学事業団における預金管理等の取扱い方針（平成 16 年 12 月

3 日理事長裁定）」に基づき、取引金融機関の格付け及び株価の動

向について監視を行うなど安全性を確認し、預金の適正な管理及び

運用を図った。 
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○中期的な展望に立った財政運営の検討（実績報告書 P.117） 

事業団の助成業務は貸付事業から生じる収益により、他の助成

業務の経費を賄っており、安定的な運営には利益金の確保が必要

となる。 

貸付事業においては、私立学校施設の耐震改築事業（平成 23 年

度から実施）及び耐震改修事業等（平成 24 年度から実施）に対する

長期低利融資を実施していることから、中期的な展望に立ち、第３

期中期計画期間の収支状況について、平成24年度決算を踏まえた

損益シミュレーションを作成した。 

この結果については、関係役職員に説明し、今後の方策を立てる

上での共通認識を図った。 
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【（中項目）3－3】 ３給与の必要な見直し及び組織の効率化 【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：役職員の給与に関しては、国家公務員給与の見直しの動向を踏まえ、必要な見直しを行う。 

中期計画：役職員の給与に関しては、国家公務員給与の見直しの動向も踏まえ、必要な見直しを行う。 

また、事業団の機能強化を図るため、業務の執行に必要な人員を確保するとともに組織編成及び人員配置を適宜

見直し、組織の効率化に努める。 

年度計画：経営相談、融資及び補助金業務の充実を図るとともに、業務の効率的執行により、引き続き人件費の抑制に努め

る。 

－ － － － 

    

実績報告書等参照箇所 
実績報告書 P.118～119 参照 

評価基準 実績 分析・評価 
【人件費・管理運営の適正化】 

・経営相談、融資及び補助金業務の充実を

図るとともに、業務の効率的執行により、

引き続き人件費の抑制に努めたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営相談、融資及び補助金業務の充実を図るとともに、業務の効率的

執行により、引き続き人件費の抑制に努めた（実績報告書 P.118～119）。 

○融資に係る体制等の整備【再々掲】（実績報告書 P.118） 

・職員等の増員 

平成25年度より係員数を10 人（派遣職員3 人、専門員1 人含む）

から 12 人（派遣職員 4 人、専門員 2 人含む）へ増員して各係の体制

を強化するとともに、融資担当の理事や管理職を中心に行っていた

融資促進活動に当該法人を担当する係長を加えることにより、きめ

細かな対応を可能とした。 

 

○私学経営情報センターにおける相談機能の強化 

（実績報告書 P.118） 

・医歯系大学からの経営相談に対応するため、専門職として 1 名を配

置した。【新規】【再々掲】 

・公認会計士試験合格者を専門員として 1 名配置した。【再掲】 

 

○人件費の抑制についての取組（実績報告書 P.118） 

業務の効率性・有効性に配慮しつつ、管理職の 4 ポスト（企画室

次長、財務部次長、システム管理室次長、経営支援室長）について

兼務させた。 

この他、毎週水・金曜日の定時退勤日を周知するため、内部ホー

ムページ及び館内放送を通じて定時での退勤を促した。 

また、定例の会議において、毎月の各課等の超過勤務状況をグ

ラフ等で示すなど、超勤抑制に向けた取組を行った。 

 

 経営相談及び融資業務の増員を図る一方、管理部門の縮

減や業務の効率的執行により、引き続き人件費の抑制に努

めるなど、メリハリのある措置が取られており評価できる。 
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【給与水準】 

・給与水準の高い理由及び講ずる措置（法人

の設定する目標水準を含む）が、国民に対

して納得の得られるものとなっているか。 

・法人の給与水準自体が社会的な理解の得

られる水準となっているか。 

・国の財政支出割合の大きい法人及び累積

欠損金のある法人について、国の財政支出

規模や累積欠損の状況を踏まえた給与水

準の適切性に関して検証されているか。 

 

 

【諸手当・法定外福利費】 

・法人の福利厚生費について、法人の事務・

事業の公共性、業務運営の効率性及び国

民の信頼確保の観点から、必要な見直しが

行われているか。 

 

（役職員の報酬・給与等の水準の公表について） 

（実績報告書 P.118） 

独立行政法人は、総務大臣が定める「独立行政法人の役員の報

酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について（ガイドライン）」

に基づき、役職員の報酬・給与等の水準の公表を行っている。事業

団については当該ガイドラインに基づく公表の対象外とされている

ため、国からラスパイレス指数は提供されていないものの、業務運

営の透明性を確保するとともに、その説明責任を果たすため、自主

的に給与等の実態をとりまとめ、実績を公表している。平成 24 年度

も役職員の報酬・給与等について取りまとめ平成 25 年 7 月 23 日に

ホームページに公表した。 

 

（福利厚生費の見直し状況） 

（実績報告書 P.119） 

国におけるレクリエーション経費の取扱い（総人恩総第 774 号平

成 20 年 7 月 30 日）を踏まえ、平成 20 年度より①厚生施設利用補

助の法人支出、②職場における役職員互助組織に対する法人支出

をすべて取りやめた。 

なお、レクリエーション経費以外の福利厚生費として、法定福利

費（私学共済長期掛金、同短期掛金、介護掛金、児童手当拠出金、

労働保険料）のほか、健康診断及び常備薬代といった役職員の健

康保持・増進に係る支出をした。 
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【（中項目）3－4】 ４期間全体に係る予算 【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期計画：期間全体に係る予算別紙１ 

年度計画：予算別紙１ 

 

 

 

－ － － － 

    

実績報告書等参照箇所 
実績報告書 P.120～121 参照 

 
評価基準 実績 分析・評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【平成 25 年度収入状況】（実績報告書 P.121）         単位：百万円 

収入の部 予算額 決算額 差引増減額 備 考 

政府出資金 - - -  

借入金 56,700 48,500 △ 8,200 ※1 

貸付回収金 67,509 70,160 2,651 ※2 

貸付金利息 10,758 9,567 △ 1,191 ※3 

預金利息 6 1 △     5  

国庫補助金 323,732 320,471 △ 3,261 ※4 

受入寄付金 14,000 21,679 7,679 ※5 

受入基金 5 6 1  

基金受取利息 109 109 0  

雑収入 16 1,217 1,201 ※6 

計 472,838 471,714 △ 1,124  

（注）百万円未満切り捨てである。 

 

【主な増減理由】 

※1 貸付金の実績減による借入金の減  

※2 補償金付繰上償還等による増 

※3 貸付額の減少及び予算積算金利と実行金利の相違による減 

※4 交付補助金の実績減 

※5 受入寄付金の実績増 

※6 補助金返還額の増等 

 

収支報告は適切と評価できる。 
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【平成 25 年度支出状況】（実績報告書 P.121）         単位：百万円 
支出の部 予算額 決算額 差引増減額 備 考 

貸付金 63,200 54,255 △8,945 ※7 

借入金償還 55,038 58,747 3,709 ※8 

借入金利息 7,543 6,685 △858 ※9 

私学振興債券償還 6,000 6,000 0  

債券利息 937 938 1  

助成金 100 100 0  

交付補助金 323,732 320,471 △ 3,261 ※4 

配付寄付金 14,000 21,502 7,502 ※10 

学術研究振興費 130 129 △     1  

人件費 1,111 1,148 37 ※11 

一般管理費 167 138 △    29 ※12 

業務経費 544 529 △    15 ※12 

長期勘定へ繰入 100 100 0  

雑支出 - 1,201 1,201 ※6 

計 472,604 471,947 △  657  

（注）百万円未満切り捨てである。 

 

【主な増減理由】 

※4 交付補助金の実績減 

※6 補助金返還額の増等 

※7 貸付金の実績減 

※8 財政融資資金の繰上返済による増 

※9 借入額の減少及び予算積算金利と実行金利の相違による減 

※10 配付寄付金の実績増 

※11 退職給付引当金の増 

※12 経費の節減による減 
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【（中項目）3－5】 ５期間全体に係る収支計画 【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期計画：期間全体に係る収支計画別紙２ 

年度計画：収支計画別紙２ － － － － 

    

実績報告書等参照箇所 
実績報告書 P.122～123 参照 

 
評価基準 実績 分析・評価 

 
 
 
 
 

【平成 25 年度収支計画】（実績報告書 P.123）         単位：百万円 

区    分 計画額 実績額 差引増減額 

費用の部     

経常費用 
 

348,270 352,709 4,439 

業務費 
 

347,680 350,949 3,269 

交付補助金 323,732 320,471 △ 3,261 
※1 

借入金利息  ① 7,524 6,637 △   887 
※2 

債券利息    ② 935 935 0 

配付寄附金 14,000 21,502 7,502 
※3 

学術研究振興費 130 129 △     1 

貸倒引当金繰入 94  -  △    94 
※4 

業務経費    ③ 1,263 1,273 10 
※5 

一般管理費     ④ 589 558 △    31 
※6 

雑損  -  1,201 1,201 
※7 

臨時損失 
 

 -  1 1 

固定資産除却損 
 

 -  1 1 

法人税、住民税及び事業税⑤  0  0 0 

費用の部計 
 

348,270 352,710 4,440 

収益の部    

経常収益 
 

348,630 352,851 4,221 

 収支計画は適切と評価できる。 
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補助金等収益 323,732 320,471 △ 3,261 
※1 

貸付金利息     ⑥ 10,739 9,525 △  1,214 
※8 

寄附金収益 14,135 21,635 7,500 
※9 

財務収益 
 

6 1 △     5 

雑益 16 1,217 1,201 
※7 

臨時利益 
 

31 557 526 

貸倒引当金戻入         -  556 556 
※4 

前期損益修正益  ⑦ 
 

31 0 △   31 

収益の部計 
 

348,662 
 

353,408 
 

4,746 
 

当期総利益 391 697 306 

利息収支差 
（⑥＋⑦－①－②） 

人件費、一般管理費、業務
経費等（③＋④＋⑤） 

2,311 

 
1,853 

1,952 

 
1,832 

△    359 

 
△     21 

（注）百万円未満切り捨てである。 

 

【主な増減理由】 

※1 交付補助金の実績減 

※2 借入額の減少及び予算積算金利と実行金利の相違による減 

※3 配付寄附金の実績増 

※4 貸倒引当金の減 

※5 退職給付引当金繰入の増 

※6 人件費・経費の節減による減 

※7 補助金返還額の増等 

※8 貸付額の減少及び予算積算金利と実行金利の相違による減 

※9 受入寄附金の実績増 

 

  



 

項目別－110 

【（中項目）3－6】 ６期間全体に係る資金計画 【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期計画：期間全体に係る資金計画別紙３ 

年度計画：資金計画別紙３ － － － － 

    

実績報告書等参照箇所 
実績報告書 P.124～125 参照 

 
評価基準 実績 分析・評価 

 
 
 
 
 
 

【平成 25 年度資金計画】（実績報告書 P.125）         単位：百万円 

区    分 計画額 実績額 差引増減額 

資金支出    

業務活動による支出 472,317 470,772 △   1,545 

交付補助金支出 323,732 320,471 △   3,261

※1 

貸付による支出 63,200 54,255 △   8,945

※2 

長期借入金の返済に
よる支出 

55,038 58,747 3,709 

※3 

借入金利息支出 7,543 6,685 △     858

※4 

私学振興債券の償還
による支出 

6,000 6,000 0 

債券利息支出 937 937 0 

受配者指定寄付金の
配付による支出 

14,000 20,984 6,984 

※5 

学術研究振興費の交
付による支出 

130 129 △       1 

人件費支出 1,023 1,032 9 

※6 

その他の業務支出 711 1,528 817 

※7 

投資活動による支出 -  385 385 

定期預金の預入によ
る支出 

-  311 311 

有形固定資産の取得
による支出 

-  74 74 

※8 

 資金計画は適切と評価できる。 
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財務活動による支出 200 200 0 

助成金の交付による
支出 

100 100 0 

長期勘定へ繰入によ
る支出 

100 100 0 

計 472,517 471,358 △   1,159 

翌年度への繰越金 14,037 14,721 684 

資金収入    

業務活動による収入 472,831 471,191 △   1,640 

国庫補助金収入 323,732 320,471 △   3,261 

※1 

貸付金の回収による

収入 
67,509 70,160 2,651 

※9 

貸付金利息収入 10,727 9,567 △   1,160 

※10 

長期借入による収入 56,700 48,500 △   8,200 

※11 

受配者指定寄付金の

受入による収入 
14,000 21,162 7,162 

※12 

基金利息の受取額 107 107 0 

その他の業務収入 48 1,220 1,172 

※7 

利息の受取額 6 1 △       5 

投資活動による収入 - 330 330 

定期預金の払戻によ

る収入 
- 330 330 

財務活動による収入 5 6 1 

民間出えん金の受入

による収入 
5 6 1 

政府出資金の受入に

よる収入 

-  -  0 

計 472,836 471,528 △   1,308 

前年度よりの繰越金 13,718 14,551 833 

（注）百万円未満切り捨てである 
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【主な増減理由】 

※1 交付補助金の実績減 

※2 貸付金の実績減 

※3 財政融資資金の繰上返済による増  

※4 借入額の減少及び予算積算金利と実行金利の相違による減 

※5 配付寄付金の実績増 

※6 退職金の増による人件費の増 

※7 補助金返還額の増 

※8 施設設備費の実績増 

※9 貸付回収金の実績増 

※10 貸付額の減少及び予算積算金利と実行金利の相違による減 

※11 貸付金の実績減による借入金の減 

※12 受入寄付金の実績増 
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【（大項目）4】 Ⅳ短期借入金の限度額 【評定】 

－ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期計画：短期借入予定なし 

年度計画：短期借入予定なし － － － － 

    

実績報告書等参照箇所 
実績報告書 P.126 参照 

 
評価基準 実績 分析・評価 

・短期借入金は有るか。有る場合は、その額

及び必要性は適切か。 
 

【短期借入金の有無及び金額】（実績報告書 P.126） 
なし 

 

【（大項目）5】 Ⅴその他、主務省令で定める業務運営に関する事項 
【評定】 

Ａ 

【（中項目）5－1】 １施設・設備に関する計画 【評定】 

－ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：事業団における老朽化した施設・設備について、必要な改修を実施する。 

中期計画：           施設・設備に関する計画 

            平成 25 年度～平成 29 年度施設・設備計画 

            日本私立学校振興・共済事業団（助成業務） 

                              （単位：百万円） 

施設・設備の内容 金   額 備   考 

事務所建物改修工事 318 ― 

 

年度計画：施設・設備に関する計画予定なし 

 

－ － － － 

    

実績報告書等参照箇所 
実績報告書 P.126 参照 

評価基準 実績 分析・評価 
【施設及び設備に関する計画】 

・施設及び設備に関する計画は有るか。有る

場合は、当該計画の進捗は順調か。 

 

 

【施設及び設備に関する計画】（実績報告書 P.126） 

なし 

 25 年度においては、施設及び設備に関する計画はなかっ

た。 



 

項目別－114 

【（中項目）5－2】 ２人事に関する計画 
【評定】 

Ａ 

【（小項目）5－2－1】 (1)適切な人事配置の状況 【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：業務に必要な専門知識の向上を図るため、職員の研修の推進を図る。 

中期計画：業務執行の効率化を図るため、各事業の業務量や職員の適性を考慮した人員配置を行う。 

年度計画：人事異動基本方針に基づき、職員の適性、各部署の業務の円滑な執行、当面の課題への取組などを十分考慮した

人員配置を行う。 
 

－ － － － 

    

実績報告書等参照箇所 
実績報告書 P.127～128 参照 

評価基準 実績 分析・評価 
【人事に関する計画】 
・人事に関する計画は有るか。有る場合は、

当該計画の進捗は順調か。 
・人事管理は適切に行われているか。 
 

人事異動基本方針に基づき、職員の適性、各部署の業務の円滑な執

行、当面の課題への取組などを十分考慮した人員配置を行った（実績報

告書 P.127～128）。 

○「人事異動基本方針（平成 19 年 3 月 20 日理事長決裁）」は、助成業

務における文部科学省独立行政法人評価委員会による毎年度の

「業務の実績評価」及び共済業務における共済運営委員会の意見

を聴いて理事長が行う毎年度の「取組みの実績評価」の結果を踏ま

え、今後の業務運営について一層の効率化を図るとともに、透明性

の確保と説明責任の履行に応えるために策定した（実績報告書

P.127）。 

 

○人事異動（実績報告書 P.127） 

・平成 26 年度人事異動については、人事異動基本方針に基づき、職

員の適性、各部署の業務の円滑な執行、業務改善状況、組織見直

しの必要性等について、各部署の課長職に対してヒアリングを行

い、これを参考として適正な人員配置に努めた。 

 

○管理職登用（実績報告書 P.127） 

・管理職者の登用については、「平成 25 年度管理職登用候補者の選

考について」に基づき、課長補佐職として 2 年以上の経験を有する

者にレポートの提出を課し、その内容及び、人事関係資料等により

選考を行った。その結果、「管理職登用候補者名簿」に登載された

者の中から、理事長が管理職に登用した。 

 

 人事計画、人事異動基本方針に沿って、人事異動、管理職

登用及び人事採用の人事管理を適切に実施しており評価で

きる。 



 

項目別－115 

【人事に関する計画】（実績報告書 P.128） 

○人事に関する計画の有無及びその進捗状況 

（常勤職員の計画的採用状況） 

常勤職員については、独立行政法人の管理手法導入後、定員管

理の対象外ではあるが、これまで定員としていた 103 名を超えること

のないよう退職者数や各部署の業務の状況を勘案して採用を行っ

た。平成 25 年度は 6 名を採用した。 

 

（資格や専門的な能力を有する者の採用状況） 

資格や専門的な能力を有する者等の採用を行うにあたり、平成 25

年度計画における「文部科学省文教団体職員採用試験の活用のほ

か、多様な方法により優れた人材の確保に努める。」に基づき事業団

にとって有用な人材を確保するため、平成 25 年 4 月 1 日より私学経

営情報センター専門職を設け、医歯系学校法人の職員経験者（管理

職 10 年以上）を平成 25 年 4 月より 1 名採用することとした。なお、契

約期間は原則として 2 年間としている。 
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【（小項目）5－2－2】 (2)人材確保に向けた取組状況 【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：業務に必要な専門知識の向上を図るため、職員の研修の推進を図る。 

中期計画：優れた人材を確保するため採用方法の充実を図る。 

年度計画：文部科学省文教団体職員採用試験の活用のほか、多様な方法により優れた人材の確保に努める。 

－ － － － 

    

実績報告書等参照箇所 
実績報告書 P.129～131 参照 
 

評価基準 実績 分析・評価 
【人材確保に向けた取組】 

・文部科学省文教団体職員採用試験の活用

のほか、多様な方法により優れた人材の

確保に努めたか。 

 

(2)文部科学省文教団体職員採用試験の活用のほか、多様な方法により

優れた人材の確保に努めた（実績報告書 P.129～131）。 

優れた人材の採用に努め、必要な人材を確保するため、以下の取

組を行った。 

ア 職員採用試験（実績報告書 P.129） 

○文部科学省文教団体職員採用試験の実施 

①採用状況 

・平成 25 年 4 月に 19 人(うち助成業務 6 人)を採用した（平成 24

年度文部科学省文教団体職員採用試験合格者及び平成 24

年度事業団独自の職員採用試験合格者）。平成 25 年 10 月に

１人（うち助成業務 0 人、平成 25 年度文部科学省文教団体職

員採用試験合格者）を採用した。 

 

②平成 25 年度実施状況 

・平成 25 年度採用試験（第一次試験：教養試験及び作文試験）

を平成 25 年 6 月 30 日に実施した。 

* 平成 25 年度においても試験日を早期に設定（平成 15 年度

までは、7 月末）し、実施することにより、優秀な人材を確保

することに努めた。 

* 文部科学省文教団体職員採用試験は、文部科学省が所

管する独立行政法人・公益財団法人等のうち文教関係団

体 9 団体で組織し、そのスケールメリットにより採用に係る

経費を縮減し、1 団体では募集が困難である受験者数を確

保するために統一試験として実施した。 

 

文部科学省文教団体職員採用試験の活用、独自の職員

採用試験の実施、任期付き専門職員採用のほか、私学等と

の人事交流など多様な方法により人材の確保に努めており

評価できる。 
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なお、文部科学省文教団体職員採用試験実施のメリットとして

は、このほかにも以下の 2 点が挙げられる。 

1 他団体のホームページを通して、当事業団の採用情報を発

信することができる。 

2 試験規模が大きいため（平成 25 年度当該試験への申込者

数 2,498 人）、募集案内、試験要項等が多くの学生の目に留

まることが考えられ、多種多様な人材の受験が見込まれ

る。 

* 第二次試験以降は、各団体独自に実施しているが、事業

団では第二次試験において毎年実施している適性検査の

ほか、グループ・ディスカッション（集団討論）を実施した。 

* 第三次試験以降は個別面接として、事務局面接を 2 回、最

終試験では役員面接を実施した。 

* この試験の合格者に対し、平成 25 年 7 月 10 日に合格通

知を送付した。また、そのうち既卒者を平成 25 年 10 月に 1

人(うち助成業務は 0 人)採用した。 

 

③平成 27 年 4 月採用予定者の募集に係る広報について 

* 就職情報サイト（リクナビ）に掲載（平成 26 年 3 月 1 日） 

* 試験要項等を事業団ホームページに掲載（平成 26 年 3 月

19 日） 

* 事業説明会を開催（平成 26 年 3 月 24 日・27 日） 

 

○事業団による独自の職員採用試験の実施（実績報告書 P.130） 

・平成26年4 月に採用する職員を増員するため、事業団独自に

職員採用試験を実施した。 

* 第一次試験(筆記試験及び作文試験)を実施した(平成 26

年 1 月 18 日)。 

* 採用試験の内容は、文部科学省文教団体職員採用試験と

同一とし、第二次試験はグループ・ディスカッションと適性

検査を、第三次試験以降は個別面接を行った。 

* 最終面接の終了後(平成 26 年 2 月 20 日)に合格者に対し

連絡を行った。 
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イ 多様な方法による優れた人材の採用方法についての検討及び実

施（実績報告書 P.130） 

資格や専門的な能力を有する者等の採用を行うにあたり、文部

科学省文教団体職員採用試験以外の採用方法として、以下の取

組を行った。 

 

○学校法人との人事交流を実施【新規】（実績報告書 P.130） 

平成25年4月より学校法人との人事交流（事業団から学校法

人への交流派遣及び学校法人からの交流採用を 1 名ずつ）を実

施した。 

・事業団が受け入れた交流採用者は、私学経営情報センター私

学情報室に配置した。 

・平成 25 年 10 月から 11 月にかけて平成 26 年 4 月より新たに人

事交流を行う学校法人をホームページで公募し、協議をした結

果、１法人と平成 26 年度に人事交流を行うこととなった。 

 

○任期付契約職員（専門職）の採用【新規】（実績報告書 P.130） 

・医歯系大学からの経営相談に対応するため、平成 25 年 4 月よ

り、私学経営情報センター専門職として任期付契約職員 1 名を

採用した。 

 

○任期付契約職員（専門員：公認会計士試験合格者）の採用 

（実績報告書 P.130） 

・募集については、当事業団のホームページ、刊行物に加え、日

本公認会計士協会の求人・求職マッチングサイト「JICPA 

Career Navi」に登録して幅広く実施した。 

・採用試験は書類審査を行った後、面接試験を実施し、事業団業

務に適応できるかどうかを判断した。 

・この試験を実施した結果、平成 25 年 9 月より私学経営情報セン

ターに 1 名、融資部に 2 名、合計 3 名を採用した。 

 

○多様な雇用形態の活用（実績報告書 P.130） 

・職員の資質向上を図る観点から、文部科学省との人事交流を実

施した。 
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○私学研修生の受入れ（実績報告書 P.130） 

・私学研修生制度は、事業団ホームページにより公募を実施し、

学校法人及び私立学校関係団体等（以下「学校法人等」とい

う。）の申込みに応じて学校法人等の職員を受け入れ、事業団

で行う実務を通じて私立学校の振興に関する広い識見と実務能

力の育成を図り、もって学校法人等の運営の充実に寄与するこ

とを目的に実施している。 

・近年、遠方（九州地方、近畿地方等）の学校法人からの研修申

込みが増加していることから、学校法人等の経費負担の軽減を

図るため、職員住宅への入居を希望する学校法人等に対して

は、「事業団本部職員住宅規程」に基づき職員住宅を貸与して

いる。 

なお、平成 25 年度は、7 名の私学研修生のうち 2 名が国立深

交寮（東京都国立市）に入居した。 

 

  



 

項目別－120 

【（小項目）5－2－3】 (3)職員の資質・能力向上に向けた取組状況 【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：業務に必要な専門知識の向上を図るため、職員の研修の推進を図る。 

中期計画：計画的に研修を行うなど職員の資質向上を図る。 

年度計画：今後の事業団に必要な人材を育成するという観点に立った工夫を加えつつ、研修実施要領に基づき、一般研修と

して管理職研修、係長・主任研修、新入職員研修、人事院式監督者研修等を、専門研修として実務研修、派遣

研修を引き続き実施する。 

－ － － － 

    

実績報告書等参照箇所 
実績報告書 P.132～136 参照 

 
評価基準 実績 分析・評価 

【職員の資質向上に向けた取組】 

・職員の資質向上を図るため、計画的に研

修を行ったか。 

 

(3)今後の事業団に必要な人材を育成するという観点に立った工夫を加え

つつ、研修実施要領に基づき、一般研修として管理職研修、係長・主任

研修、新入職員研修、人事院式監督者研修等を、専門研修として実務

研修、派遣研修を引き続き実施した（実績報告書 P.132～136）。 

日本私立学校振興・共済事業団職員研修実施要領（平成 12 年 5 月

29 日理事長決裁）に基づき、職務と責任の遂行に必要な知識、技能等

を修得させ、その他必要な職員の能力、資質等を向上させるために組

織的かつ計画的に以下の研修を行っている。 

○新任管理職研修（実績報告書 P.132） 

・当該研修は、新たに課長職に就任した職員に対し、管理職としての

責任の遂行に必要な知識、技能等を修得させることを目的として実

施した。研修内容は、「セクハラ・パワハラ防止」「理事講話」「メンタ

ルヘルス・労務管理」等である。 

実施日：平成 25 年 5 月 10 日 

受講者数：6 人（うち助成業務 0 人） 

・研修効果を確認するため、アンケートを実施した。その結果、管理職

としての職務の遂行、部下への対応に必要な知識、技能等が習得さ

れており、本研修の効果が確認された。 

 

○新入職員に対して、ビジネスマナーや各業務における職務の概要

等の修得を目的とした研修（実績報告書 P.132～133） 

・新入職員第一次研修 

* 平成25年4月採用の職員に対し、職員としての服務及び労働条

件に関する諸規程の周知を図るとともに、社会人としてのビジネ

スマナーやビジネススキルの向上を目的として実施した。 

新任管理職研修、新入職員研修などにより、計画的に職

員の資質向上に努めており評価できる。 
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実施日：平成 25 年 4 月 2 日～6 日（うち外部講師による研修 4

月 3 日・4 日） 

受講者数：平成 25 年 4 月採用者 19 人（うち助成業務 6 人） 

* 研修効果を確認するため、アンケートを実施した。その結果、社

会人としてビジネスマナーの重要性や、組織の中での役割や協

調性等が十分に理解されており、本研修の効果が確認された。 

・新入職員第二次研修 

* 当該第二次研修は、採用後1年未満の職員に対し、事業団の各

業務における職務の概要の修得を目的として実施した。 

実施日:平成 25 年 7 月 3 日～5 日 

受講者数：22 人（うち助成業務 7 人） 

* 研修効果を確認するため、アンケートを実施した。その結果、所

属部署以外の業務内容を知る機会となり、これらに深く関心を持

つとともに、他部署とのつながりや事業団の全体像の把握に役

立つなど、本研修の効果が確認された。 

 

○文部科学省文教団体共同職員研修会（実績報告書 P.133） 

・中間管理者（係長）を対象に、業務の遂行及び部下を管理・監督す

るために必要な知識・技能を修得させ、組織全体の業務の向上と

運営の能率化及び職場の円滑な人間関係の確保を図ることを目的

とした研修を行った。 

・研修内容 

* 第 1 回 

研修先：放送大学東京文京学習センター 

実施日：平成 25 年 9 月 4 日～6 日：3 人（うち助成業務 1 人） 

* 第 2 回 

研修先：国立女性教育会館 

実施日：平成 25 年 10 月 16 日～18 日：2 人（うち助成業務 1 人）

・研修効果を確認するため、アンケートを実施した。その結果、ロール

プレーを取り入れるなど、職場における円滑な人間関係の確保を

図り、担当部署において的確に業務を遂行する能力の養成に役立

つなど、本研修の効果が確認された。 
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○私立学校の活性化に向けた勉強会（実績報告書 P.133～134） 

・当該研修は、私立学校の教育条件・経営の改善に向けた様々な取

組を支援するために、改善方策の考え方、改革の実践などを学び、

私学の現状を把握し、私学経営情報センター職員が行う経営相談

等の業務に資することを目的として実施した。 

・実施に際しては、以下の事項に留意した。 

* 私立学校関係者を含む外部講師による実践的な講義内容であ

るため、私学経営情報センター職員以外の事業団役職員にも参

加の機会を与えた。 

* 今後の事業団に必要な人材を育成するという観点に立ち、部長

会、課長会で周知するとともに全役職員が閲覧できるポータル

サイトでアナウンスをすることにより、職員の参加を促した。 

* この結果、参加職員数は延べ 368 人となった。 

* 研修効果を確認するため、アンケートを実施した。その結果、外

部講師による研修は、時事問題や民間での意識・見解を知るこ

とができ、私立学校法人が直面する課題の解決の参考になるな

ど、本研修の効果が確認された。 

 

○簿記研修（実績報告書 P.134） 

・助成業務全般に共通した知識である学校法人会計を理解する上で

最低限必要となる知識を修得することを目的として実施した。 

・研修内容 

場所：大原学園東京水道橋校 

講座名：簿記 3 級基礎講義 

実施日：第 1 回平成 25 年 11 月 21 日～12 月 23 日 

第 2 回平成 25 年 12 月 13 日～平成 26 年 1 月 24 日 

受講者数：5 人 

 

○ビジネス実務法務研修（実績報告書 P.134） 

・主に若手職員を対象として、助成業務全般に共通した知識であるコ

ンプライアンス（法令遵守）能力を養うことを目的として実施した。 

・研修内容 

場所：大原学園東京水道橋校 

講座名：ビジネス実務法務検定 3 級基本講義 

実施日：平成 26 年 3 月 2 日～6 月 15 日 
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受講者数：2 人 

 

○中堅職員研修（実績報告書 P.134～135） 

・中堅職員として必要な能力の習得や向上を目的とした研修 

* 業務遂行に必要な管理、改善、企画等の能力向上と対人間関

係能力として必要な表現力、傾聴力、説得力の強化を図った。 

実施日：平成 25 年 11 月 7 日～8 日 

受講者数：22 人（うち助成業務 9 人） 

* 研修効果を確認するため、アンケートを実施した。その結果、現

時点で、各自が必要とする課題が認識され、中堅職員に求めら

れる役割や、論理的思考による問題解決法などが理解されてお

り、本研修の効果が確認された。 

 

○職員内部研修（実績報告書 P.135） 

・パソコン端末研修 

* これまで使用していたマイクロソフト社の OS（WindowsXP）のサ

ポート終了に伴い、私学振興事業本部のパソコン及びソフトウェ

アの更新（Windows７・Office2010）を平成 25 年 11 月 2 日～4 日

に行った。新たなソフトウェアはこれまで使用していたもの

（WindowsXP・Office2003）と画面構成、操作性が大きく異なるた

め、更新後の業務に支障が出ないよう、事前に外部講師による

操作等の研修を平成 25 年 10 月 15 日・17 日・23 日に行った。 

* 研修効果を確認するため、アンケートを実施した。その結果、研

修内容については概ね理解されたが、具体的な操作方法を習得

するため、端末を利用しての研修を行ってほしかった旨の意見

が複数見受けられ、今後の課題とした。 

 

○情報セキュリティ研修【再掲】（実績報告書 P.135） 

平成 26 年 2 月 6 日・17 日、3 月 5 日に私学振興事業本部に勤

務する役職員等に対し研修を実施した。情報セキュリティ対策とし

て、「情報セキュリティについて」、「外部接続セキュリティ」、「データ

持ち出しの際の注意事項等」と情報セキュリティ一般についての説

明から具体的な注意事項までの説明を行い、さらに教材ビデオの

上映等、難解になりがちな情報セキュリティについて、より解りやす

い研修内容に努めた。 



 

項目別－124 

* 研修効果を確認するため、アンケートを実施した。その結果、外

部接続やデータ持ち出しの際の新たなルールの説明があり、日

頃から問題意識を持つことの重要性について再確認された旨の

意見があった。 

テーマ 講師 実施日（参加者） 

平成 25 年度 

情報セキュリティ研修 
システム管理室職員 

平成 26 年 2 月 6 日 65 人 

平成 26 年 2 月 17 日 60 人 

平成 26 年 3 月 5 日  9 人 

合  計       134 人 

 

○メンタルヘルス研修（実績報告書 P.135） 

・心の健康の維持を目的として、課長補佐相当職以上を対象に専門

家によるメンタルヘルス研修を実施した。 

・研修内容 

* 事例を参考に、職場で発生する問題点や課題について検討し、

状況に応じた対応策を学んだ。 

* メンタルヘルスの基礎知識を再確認した。 

実施日：平成 26 年 3 月 12 日 

* 研修効果を確認するため、アンケートを実施した。その結果、職

場で発生する実例やその対処法が理解できたほか、従来から実

施しているストレスチェックの見方の再確認ができたなど本研修

の効果が確認された。 
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【（中項目）5－3】 ３研修等助成に関する計画 【評定】 

Ａ 【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

中期目標：私立学校教育の振興上必要と認められる教職員の研修等に対する助成事業の充実を図る。 

中期計画：私立学校教育の振興上必要と認められる教職員の研修等に対する助成事業の充実を図る。 

年度計画：私立学校教育の振興上必要と認められる教職員の研修等に対する助成事業の充実を図る。 

－ － － － 

    

実績報告書等参照箇所 
実績報告書 P.137～139 参照 

 
評価基準 実績 分析・評価 

【研修等助成に関する計画】 

・私立学校教育の振興上必要と認められる教

職員の研修等に対する助成事業の充実を

図ったか。 

 

【中期目標期間を超える債務負担】 

・中期目標期間を超える債務負担は有るか。

有る場合は、その理由は適切か。 

 

 

私立学校教育の振興上必要と認められる教職員の研修等に対する助

成事業の充実を図った（実績報告書 P.137～139）。 

○教職員の研修等に対する助成事業（実績報告書 P.137） 

助成事業は、私立学校教育の振興上必要と認められる事業（①私

立学校の教職員の相互扶助、②私立学校の教職員の福祉、③私立

学校の教職員の研修を目的とする事業など）を行う学校法人、準学

校法人その他の者に対し、当該事業についての助成金を交付する事

業である。現在、私立学校教職員の資質の向上のため一般財団法

人私学研修福祉会（以下「福祉会」という。）が行う各種研修事業への

助成及び私立学校教職員の福利厚生の充実を図るため事業団の年

金給付事業である長期給付事業（長期勘定）の長期給付整理資源・

旧私学恩給財団既年金者増額費への繰入れを実施している。 

・私立学校教職員の研修事業に対する助成金の交付 

国公立と並んで公教育の担い手である私立学校の教職員の質的

向上を図るための研修事業は、我が国の高度な教育研究実現のた

めに重要であり、私学振興の観点からも一層の充実、発展が望まれ

ているところである。経営環境が厳しい中、国公立とは財政基盤の異

なる私立学校の教育・研究の質的充実の観点から事業団が行う私学

の研修事業への助成を行っているものである。 

・長期勘定への繰入れ 

従前の旧私立学校教職員共済組合が実施する年金給付事業に対

して交付していた助成金は、平成 10 年の統合による事業団発足に伴

い、勘定間の資金の繰入れ処理となり、「長期勘定へ繰入れ」として

整理した。 

○一般財団法人私学研修福祉会概要（実績報告書 P.137） 

私立学校教育の振興上必要と認められる教職員の研修

等に対する助成事業の充実を図っており評価できる。 
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一般財団法人私学研修福祉会は、私立学校教職員の研修と福祉

を図ることを目的として、昭和 31 年に全私学の総意のもとに設立され

た団体であり、私学教職員の資質向上を図るため各種の研修事業を

実施するとともに、私立学校教職員の福利厚生を図るために、各種

研修会等の会議室、宿泊室を整備し、私立学校の中央センターとして

の機能と役割を果たしその運営にあたっている。 

現在、私学教職員の資質向上を目的として、各種研修会事業、海

外研修事業、研修成果刊行等事業を行っている。 

 

○助成金等の財源の確保（実績報告書 P.138） 

事業団は国から運営費交付金を受けておらず、学校法人への貸

付事業における貸付金利息と借入金利息の差額を財源として人件費

を含むすべての事務・事業の実施に係る経費を賄っている。そのうえ

で、決算において利益が生じた場合に、これを財源として助成事業を

実施していることから、助成事業の充実は貸付事業における収益の

確保が前提となっている。 

 

○平成 25 年度の交付・繰入れ状況（実績報告書 P.138～139） 

平成 25 年度は、前事業年度の損益上の利益金 572,722 千円のう

ち、100,000 千円を福祉会が実施する各種研修会事業等に助成金とし

て交付し、100,000 千円を共済業務が行う長期給付事業に繰入れた。 

・研修事業に対する助成金の交付 

平成 25 年度は、「各種研修会事業」に対して助成を行い、交付額

は、対前年度同額の 100,000 千円を平成 26 年 2 月 26 日に交付した

（次頁表 1 参照）。 

また、福祉会からは、研修の実施状況及び助成金交付の適切性・

合理性を把握するため「研修事業費助成金に係る事業の実績報告

書」等の提出を受けている。 

・長期勘定への繰入れ 

平成 25 年度は、共済業務が行う年金給付事業である長期給付事

業（長期勘定）に対して、100,000 千円の繰入を平成 26 年 3 月 14 日

に行った（次頁表 2 参照）。 
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表 1 福祉会への助成金交付額      （単位：千円） 

区 分 
平成 25 年度 

対象事業費 助成金交付額 

各種研修会事業 241,966 100,000 

海外研修事業 12,567 － 

研 修 成 果 

刊 行 事業 等 
－ － 

計 254,533 100,000 

（注 1）各種研修会事業：私立学校（大学、短期大学、高等学校、中等教育学校、

中学校、小学校、幼稚園）教職員の資質の向上を図るため、幹部研修会、

業務別研修会、教科別担当教員研修会、私学経営研修会、地区別教育研

修会、全国研修会等の各種の研修会を行う事業。 

（注 2）海外研修事業：私立学校（高等学校、中等教育学校、中学校、小学校、幼

稚園）教職員の資質の向上を図るため、教職員を海外に派遣し、学術研究

または教育事情及び私学の振興に関する研究調査等に専念する機会を

与える事業（平成 22 年度以降、事業は実施されているが、助成金対象事

業としては申請されていない）。 

（注 3）研修成果刊行事業等：研修集録等の発行事業を通じ、私立学校教育の向

上発展に寄与するとともに、私立学校教職員の利用に供し、私立学校教育

の振興を図るため、図書室の運営事業を実施する事業（平成 22 年度以降

は事業実施を見送っている）。 
 

表 2 長期勘定への繰入れ額  （単位：千円） 

区分 平成 25 年度 

既年金者年金 

増額費（注 1） 
11,363 

長期給付整理 

資源（注 2） 
88,637 

計 100,000 

(注 1)旧財団法人私学恩給財団に係る年金額の改定により増加する費用。 

(注 2)昭和 29 年 1 月 1 日前の加入者とみなされた期間に係る年金額の改定によ

り増額する費用。 
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